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平成１５年度第４回長野県公共事業評価監視委員会議事録 
 
日   時：平成１５年１０月２７日（月）１０時００分～ 
場   所：メルパルク ３Ｆ 白鳳 
出席委員 ９名（欠席委員：井出委員、大澤委員、保母委員、宮坂委員） 
１ 開 会 
 （司 会） 

土木部長の小市からあいさつを申し上げます。 

２ 挨 拶 
小市土木部長  おはようございます。本来でございますと県の公共事業再評価

委員会の阿部副知事がまいりまして、ご挨拶申し上げるところで

ございますが、今日、他の用もありまして出席ができません。私

は土木部長の小市正英でございますが、私の方から一言ご挨拶を

させていただきます。 

 野口委員長さんをはじめ各委員の皆様方におかれましては、大

変お忙しいところ、この委員会にご出席をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

今回は第４回委員会でございますが、第２回、第３回委員会に

おきましては、７つの事業につきまして現地調査をいただきまし

た。その調査した事業のうち、ダム事業を除きましてはご審議を

いただき、ひとつの方向性を出していただいたところでございま

すが、この審議の過程におきまして、全体的なことといたしまし

ては、特に危険な土地などの開発規制の必要性、さらには個別の

事業につきましては、過去の災害履歴の整理によりまして今後の

事業に活かしていくというようなこと、さらには行政と住民との

協働による整備の推進などのご意見をいただいてきたところでご

ざいます。 

 今回の委員会におきましては、前回に引き続きまして下諏訪ダ

ム、浅川ダムなどのダム事業８箇所につきまして、また引き続き

まだ未審議の４０事業につきましてご審議をいただくこととして

おりますので、よろしくお願いをいたします。 

 今回も前回と同様、今日明日と２日間にわたってのご審議でご

ざいますが、よろしくお願いいたします。委員の皆様方には大変

お忙しいところではございますが、また貴重なご意見をいただき

まして、よりよい公共事業に努めていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。簡単ではございますが、冒頭のご挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
司会 続きまして、野口委員長さんにご挨拶をお願いいたします。 
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野口委員長 

 
第４回長野県公共事業評価監視委員会にあたりまして、一言ご

挨拶申し上げます。委員の皆様におかれましては、特に今回は平

日の２日をつぶすということで、日程上大変ご無理を申し上げま

したけれども、ご多忙のところ、ご遠路ご参加いただきまして、

誠にありがとうございました。 

 今お話にもありましたように、本年度はすでにモデル的な事業

として７事業について現地調査を行っていただき、また熱心な討

議をいただきました。その中でダムを除く５事業につきましては、

あらかたこの方向でいいだろうという、一応結論をいただいてお

ります。前回、この下諏訪、浅川のダムにつきましては、いろい

ろご議論いただいている途中ではありましたけれども、時間の関

係で十分議論を尽くすことができませんでした。それで、今日は

その２つのダムを含め、残りのあと６ダム事業、さらには４８事

業、これだけのものが残っております。２日間みっちり審議をい

ただいて、その間にある程度の方向性が出せればというふうに思

っております。大変、長時間に渡るご討議でお疲れになるかと思

いますが、なにとぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
司会 

 
 ありがとうございました。本日の委員の皆様のご出席について

でございますが、梶山委員さんにつきましては午後からお見えに

なりますので、よろしくお願いします。なお、井出委員さん、大

澤委員さん、保母委員さん、宮坂委員さんについては、ご都合に

よりましてご欠席ということでご報告させていただきます。それ

では議事の方につきましては委員長さんの方でよろしくお願いい

たします。 
野口委員長  それでは議事に入ります前に、長野県公共事業評価監視委員会

運営要領の第４に基づきまして、議事録署名委員をご指名するこ

とになっておりますが、今回は高橋彦芳委員、中嶋委員のお二人

にお願いしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

それでは早速、議事の（１）の長野県公共事業再評価案の審議

に入りたいと思いますが、その前に第２回、第３回、つまり前回

と前々会の委員会審議の取りまとめ、それから長野県でお住まい

でない方は十分ご承知でないと思うんですけれども、この間ダム

問題を含めまして、県議会でいろいろ審議されております。そこ

でマスコミ等でもいろいろと少し取り上げられた問題があります

ので、どういったことが問題になっているのかということもかい

つまんでご報告いただいて、のちの討論の参考にというふうに考

えております。そこでもう一度繰り返しますと、第２回、第３回
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委員会の審議事項の取りまとめと９月県会の審議状況、これにつ

きまして事務局から報告をお願いいたします。 
北沢技術管理室

長 
 事務局の技術管理室長の北沢陽二郎でございます。お手元に、

「平成１５年度第２回評価監視委員会審議の個別事業の意見」と

いうペーパーが付いているかと思います。それをご覧いただきま

して、今、委員長さんからご説明がありましたとおり、８月２８

日に現地を見ていただいて、翌日も砥川を見ていただいたわけで

すが、その翌日８月２９日にご審議いただいたものを取りまとめ

て、またさらには各委員さんの方へ送付いたしまして、内容につ

いてご意見いただいた結果でございます。 

 まず、８月２８日に現地を見ていただきました「都市公園事業

烏川渓谷緑地」でございますが、県（案）は中止でございますが、

県（案）のとおり事業を中止されたい。②番目のその意見としま

しては、平成１４年度に公共事業のあり方についてというご提言

をいただきましたので、それに基づき行政と住民との協働による

森づくりとして、ボランティア、ＮＰＯ、子供達等を含めて明る

い森に育てるようにされたいという意見をいただきました。 

 ２箇所目でございますが、「県営林道開設事業 長谷高遠線」で

ございますが、これも県（案）により事業を進められたい。個別

内容でございますが、森林整備に役立つ林道事業のモデルとして

各林業家との対話、連携を図り森林整備を進められたい。また、

林道と森林整備の進捗状況の情報提供に努められたいと意見をい

ただきました。 

３箇所目ですが、「広域基幹河川改修事業 （一）浦野川」、こ

れも県（案）により事業を進められたいということで、個別意見

とすれば過去の災害、氾濫記録を整理し、今後の事業を進める優

先順位等に反映し、地域住民への説明責任を果たされたい。また、

過去の災害履歴を情報提供することにより民間等の開発行為の抑

制を図られたい。河川内の立木の管理等、河川の整備とともに維

持管理にも十分留意されたいと意見をいただきました。 

 ４箇所目ですが、「下諏訪ダム建設事業 （一）砥川の下諏訪ダ

ム」でございますが、過去の災害、氾濫記録を整理し、今後の事

業を進める優先順位等に反映し、地域住民への説明責任を果たさ

れたい。さらにはダムによらない対策について、現在の方針の資

料を示されたい。それらを参考にして判断したいという意見をい

ただきました。 

 次のペーパーでございますが、第３回、これは９月２８日に現

地を調査していただきました。１箇所目の「道路改築工事 国道
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４０６号 茂菅～百瀬バイパス」ですが、これは県案（計画変更）

により事業を進められたいという意見をいただきました。これに

ついて周辺の開発に伴いまして、過大な投資になっているのでは

ないかというご意見いただきましたけれども、これらは共通事項

として表現させていただきます。 

 ２番目の流域下水道事業ですが、「千曲川流域下水道 下流処理

区」は、平成１５年度に進めている全体計画の見直しを行ってお

りますので、それが出たあと平成１６年度に評価監視委員会に諮

ることを前提に、県案（見直して継続）により下水道事業を進め

られたい、という意見をいただきました。特にですが、見直しに

あたっては、人口伸び率の実態、工場排水の取り扱い等に配慮さ

れたいという意見をいただきました。 

 ３箇所目ですが、「下諏訪ダム建設事業 （一）砥川、浅川ダム

建設事業 （一）浅川」ですが、それぞれ、委員長さんのご指示

によりまして、各委員さんに意見のアンケートと言いますか、ご

意見をいただいた取りまとめ結果によりますと、基本的には異論

がないということをいただきましたので、各委員は県案について

基本的には異論は無いが、河川改修及び流域対策事業について、

さらに、県の考え方を検討したうえで次回判断をまとめたいとい

う意見をいただきました。 

 続きまして資料－１でございますが、長野県９月県会における

質疑の要旨でございます。このうちの浅川、下諏訪ダム関連でご

ざいますが。対策全般に関することといたしましては、河川改修

及び流域対策の完了目標についてご質問をいただきまして、県の

回答は河川改修を１０年、流域対策を２０～３０年の目標と考え

ていると。２番目は、基本高水に対する河川改修と流域対策の流

量配分についてでございますが、基本高水は河川改修で８割、流

域対策で２割とするという回答でございます。さらには浅川の基

本高水については、現在のところ４５０ｍ３／Ｓとして対策を進め

ていますが、検討委員会の答申に沿って再検証を行うというよう

に答えております。 

 流域対策についてですが、流域対策の担当部署及び実施方策と

して、流域対策としてのため池、水田は河川法の対象でないため、

農政サイドと調整しながら、河川管理者として事業を進めるにあ

たり、制度、手続き、法指定等を考えていくと答えております。

浅川の流域対策の内訳ですが、流域対策は４５０ｍ３／Ｓのうち、

９０ｍ３／Ｓでございますが、その内訳はため池が２０ｍ３／Ｓ、水

田は５ｍ３／Ｓ、遊水地が６５ｍ３／Ｓ、計９０ｍ３／Ｓの内訳でござ
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います。流域対策案については、流域協議会や長野市の意見を聞

く中で、河川管理者としてより良いものとしていくと答えており

ます。 

 河道内遊水地ですが、河道内遊水地と砂防堰堤の違いというご

質問がありまして、河道内遊水地は、砂防堰堤と似ているが、治

水機能を持った構造物であり、それぞれの施設については、対策

を行ううえで機能的にすみ分けていくという回答をしておりま

す。以上、要旨でございます。 
野口委員長  はい、ありがとうございました。今、お聞き及びのとおりでご

ざいますけれども、ちょっと分けてご質問、ご意見がありました

らお聞きしたいと思います。 

 まずひとつは、第２回と第３回のこの委員会の審議の取りまと

めでございますけれども、これについていかがでしょうか、何か

間違い、あるいは正すべきところはあるでしょうか。これは今日

初めて、前に確か。 

北沢技術管理室

長 
前に各委員さんに郵送させていただいて、２０日までにご意見

をいただきたいとさせていただきましたが、今のところ意見はい

ただいておりません。 
野口委員長 

 
 という経緯ですので、皆さん方一度お目通しはいただいている

かと思うんですが。第２回、第３回の取りまとめ、よろしゅうご

ざいましょうか。今、その途中のご説明にもありましたように、

いくらか個別だけじゃなくて全体に関わるような、例えば災害履

歴の問題とか、こういったことは最終的な提言の中にまた取り込

ませていただくということも一応ありますので、その辺もお含み

の上で。それでは第２回、第３回の委員会の審議内容につきまし

ては、ご了承いただいたということにさせていただきたいと思い

ます。 

 それではもう１点の、これは皆さん方、ご承知の方もご承知で

ない方もあるかと思うんですが、９月の県会で、今ご説明があり

ましたように、いくつかの論点が議論されております。これにつ

きまして何かご質問等おありでしょうか。これは初めての方もお

られると思うんですが。対策全般、流域対策、それから河道内遊

水地の問題。 

ちょっとこの中の浅川の基本高水についてということで、検討

委員会の答申に沿って再検証を行うという、これはどういうよう

な意図でしょうか。 
小市土木部長  実は浅川も砥川もそうなんでございますが、検討委員会の答申

の中に、基本高水につきましてはさらに雨量資料、流量資料を精
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査と言いますか、さらに観測を続けて追加することによりまして、

基本高水について再検討を行うという答申の内容がございまし

た。それを受けまして、県の方針といたしましても、浅川につき

ましても砥川につきましても、すでに雨量観測所、流量観測所の

増設をいたしまして、新たに観測の開始をしております。そうい

うこともございまして、過去のデータで流量解析の結果、浅川に

つきましては基本高水４５０ｔ、砥川につきましては２８０ｔと

いう流量を定めて検討してきた経過がございますが、そういう答

申を受けまして、新たな観測施設の増設等を含めて観測資料をさ

らに追加をして、高水がどうなるのかというようなことを県とし

ても再度検証していくということにしております。 

 これにはかなり期間が必要でありまして、少なくとも最低５年

は必要であろうということで、５年の間にかなり大きな水が出て、

今までの検討結果にさらに影響が出るような、そういう大きな水

が出るのかどうかというような気象状況もございますが、少なく

とも５年間というのは必要であるというような基本的な考えを持

っております。そんな５年間の出水状況等も踏まえまして、その

状況によって検討をさらに進めていきたいということでございま

す。 
野口委員長  はい、ありがとうございました。いかがでしょうかね。 
岡本委員  今、土木部長がおっしゃったとおりなんですけれども、ちょっ

と補足しておかないとたぶん、県会議員さん、あるいはマスコミ

の方も含めて誤解があると思うので。まず、４５０という数字を

出すとき、まず３段階あるわけです。ひとつは例えば５０年洪水、

５０年に１回ぐらいの危険率と言いますか、安全率を取るのか、

１００年を取るのかという、この問題がございます。これは行政

がある意味で地域の流域の被害物件等々を、想定される損害等々

を考えて、その５０にするのか１００にするのか。例えば日本の

大河川であれば２００とかいうようにやります。 

次はそれでは１００年なら１００年、５０年なら５０年の洪水

というのは、いったいどのぐらいの水位になるのかというのが基

本になるんですが。考えてみれば分かるんですけれども、例えば

５０年としましても、統計学の先生などにいつも突っ込まれるわ

けですけれども、５０年の確率評価しようと思ったら少なくとも

数倍、おそらく３００年か５００年、できれば７、８００年以上

のデータがなければ正確な評価はできない。つまり、サイコロを

いかさまかどうか見破るのに６分の１だから、６回振ったら１が

１回出ればいいサイコロで、２回出たら、３回出たらいんちきだ
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と言い切れないのと同じように、まずここは非常に矛盾があって、

５０分の１というんだけれども、実際にそれでは何年のデータで

それが言えるかと言えば、統計学的に言えば、宇沢先生なんかも

いらっしゃるんですが、おそらく数百年要すると。ところがそう

いうデータが日本ではあり得ない。世界的にもあり得ません。 

そこで、実はどうしているかというと、その場合に国土交通省

を中心にして、日本では公共事業をこれの前提として行うわけで

すから、行政の整合性と公平性を確保するために、まず、５０年

とか１００年という評価はこういう方法でやりますという方式

を、現代科学の及ぶ範囲内でこれが一番もっともらしいプロバブ

ルであるという方式を決めています。ところが、それが分れば機

械的に決まるかといえば、実は流量そのもののデータよりも降雨

のデータが長いので、実際にまず降雨の方をそういう処理をして、

５０年の、あるいは１００年の高水を生み出すような降雨はこれ

であろうということを決められた方式で決めます。 

ところが、そこでまた問題になるわけですが、それが今度実際

の河川の流量に変換するところでは、ご存知のように治山、治水

がうまくいっているか、流域が乱発によって荒廃しているかどう

か等のことで、いわゆる流出の対応というのは変わってまいりま

す。この点が、例えば森林がどうなったらどれだけ流出が変わる、

変わらないについては、現代の科学では正確に、定性的には語れ

ますけれども定量的に、例えば５４０が５００になるんだとか、

４８０になるんだということを定量的に語れるまでに至っており

ません。 

そこで、現在の県の方針のように、極力治山もこれから進めよ

うよと。そういうことで洪水の負荷を少し減らすことを考えよう

ということを検討しようということでございますが、これに対し

てはまだ、どうしたらどれだけ減ることになると考えていいかと

いう国土交通省を中心とした国の方針は示されておりません。そ

れではどうするのかということになりますと、少なくとも現在、

国の河川行政を預かる国土交通省ないしそのバックにある河川関

係の学問の体系を考慮したときには、現在ある、まずある確率の

降雨を選び出して、そしてさらにそれからいわゆる流出解析とい

うものを行いまして、流量に換算する。 

実はその次がまだありまして、それは流量で出てきますから、

我々の関心は水位なんです。高水位であって、高水の流量ではな

いんで、今度はそれをどう換算するか。これは断面を拡幅すれば

水位は下がりますし、というようなことをいくつもの段階を経て
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その結果、しかもその間は全部いわば約束事、フィクションでつ

ないでいますから、自然科学的にここがおかしい、あそこがおか

しいと言えば、そもそも５０分の１、１００分の１の確率を推定

している方がおかしいということから始まるわけで。そういう公

共土木事業なるがゆえの約束事、現代の我々の人知におよぶ範囲

内での約束事でやっているということ。 

ですから、もちろんこれは調べなくていいということではなく

て、極力これから観測を続けていくことによって、アカウンタビ

リティと言いますか、住民の方々を限界的に頂点とする、そうい

う方々の理解を得やすいようにする意味でこれから調べるのであ

って、実際にそれでは５年調べたから、１０年調べたから、部長

がおっしゃったように、うまい雨が当たるかどうか分からないし、

来た雨が実は５０年洪水でやろうとしているのに、１５０年、１

０００年の洪水が来るかもしれない。それが何年の洪水だという

評価そのものもまた別の問題として出てまいります。 

ということですので、あくまでもう一度縮めて言いますと、観

測は今後とも続けて、アカウンタビリティを増していかなければ

ならない。と同時に、流域の流出率と言いますか、流出の対応を

変えるために極力治山も進めていかなければいけない。また、河

川そのものも断面拡幅とか遊水地を作るとか、いろいろな手当て

を講じていかなければいけないというような構造になっています

ので、そのあたりは特にマスコミの方、市民の方々にご理解を得

られるべく、県としても広報方、努めていただきたいと思います。

以上です。 
野口委員長 はい、かなり技術的な補足も含めてご説明いただきましたけれ

ども、何か委員の他の先生で、この県会での質疑要旨に関するご

質問、ご意見、はい、どうぞ。 
中嶋委員  確認なんですけれども。県会の質疑要旨の中で、流域対策を２

０～３０年の目標と考えているというお答えがあるんですが、こ

れは事案ごとに目標が違うというふうな理解でよろしいんです

か。一般的に２０～３０年というと非常に幅が広いんですが。お

願いします。 
小市土木部長  お答えします。今回ここに書いてございますように、河川改修

１０年、流域対策２０～３０年と書いてございますが、前回の委

員会でも保母委員さんでしたか、ではどのぐらいの期間で云々と

いうようなご質問もございましたけれども。そのときには、私ど

もとしては明確にお答えができなかったんでございますけれど

も。いろいろ検討はしてきた経過がございますが、まずは河川改
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修を先行していこうと。河川改修を先行することによってまず治

水安全率を上げると。これはまさに今お話にありましたように、

確実に河川の断面とか流下能力を上げることでございますので、

それだけ治水安全度が、定量的にきちんとカウントできて、確保

できると、そういうことからまず始めようということで、河川改

修を砥川、浅川とも１０年以内を目処に改修を終わらせようと。

流域対策を２０～３０年としてございますが、これは流域対策

もそれぞれの河川ごとに、対策の内容によりまして期間というも

のは当然変わってくると思います。ただ、私ども浅川、砥川の場

合には、今特に、また後ほどご説明があろうかと思いますが。前

回浅川、砥川を見ていただきましたが、特に浅川につきましては、

ため池であるとか、水田であるとか、または遊水地であるとかそ

ういうようなこと。また河道内外の遊水地というような話も砥川

にございますが、そういうような計画を立てましてさらに整備を

進めるというときに、計画の熟度を高めるのにかなり調査期間と

いうのが、新たな流域対策でございますので、従来の河川改修と

違いまして、そういう期間を要するということ。さらには河川改

修を進めていくのと流域対策というものの、言うなれば投資の可

能性と言いますか、そういうものを含めまして、今回、浅川、砥

川両河川につきましては、こういう期間を必要とするというよう

なことから、できるだけ早くそういうものを進めていくというこ

とが安全度の早期向上につながりますのでそういう努力はしてま

いりますが、今の段階でいきますとそのぐらいの期間を目標とし

て進めていきたいということでございます。なかなかこれが流域

対策として一般的期間であるのかと言われますと、そうではない

んですね。それぞれのケースによって変わってきますが、ここの

場合にはこの期間を目標にしてということです。 
野口委員長 よろしゅうございますか。 
中嶋委員 ２０～３０というのは大変曖昧な言い方ですよね。ということ

を確認したかったんです。要は、これは事案ごとに、浅川は何年

というふうに決まっているわけじゃないということですか。 
小市土木部長  できるだけ早くということは前提にございます。流域対策、特

に浅川の方でいきますと河道内外のそういう遊水地、調整地がご

ざいますし、ため池というのもございます。また一方では水田と

いうのもあるわけでございますが、それぞれの対策につきまして

は、かなりいろいろな関係機関との調整とか、調査とかというも

のに期間を要するものがございますので、できるだけ早く効果が

上がる方向から事業化をして、いわゆる対策を講じていきたいと
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思っております。 

そういう意味で流域対策のメニューの中で、それぞれの施策に

よってでき上がってくるものが違うものですから、ひとつの幅を

持って２０～３０年にさせていただきました。だから早いものに

ついてはできるだけ早く、その効果が上がるような形で整備をし

ていきたいというように思っております。 

その辺は、例えばため池等につきましては、農業施設でござい

ますので、ここにもございますように、現施設の管理者とのいわ

ゆる協議と言いますか、確認と言いますか、さらにはその上に治

水機能を付加するというようなその辺のところです。やはりある

程度調整期間が必要でございますので、ものによっていろいろ必

要な期間が違うものですから、一応２０～３０の間に、３０年ま

でには全部の流域対策を完成させたいと。早いものはもっと早く

やりたいということで、一応２０～３０というような表現をさせ

ていただきました。 
野口委員長  中嶋委員ですね、今、県会でこういう回答をしたという、その

意図なり意味はどうだということをご質問いただきました。それ

で、今度ここの委員会としての審議事項の中にも、ちょっと今ご

指摘もありましたように、前回そういうご指摘がありました。つ

まり完成年次をどうするのだということで、こういった説明がま

たあると思いますので、今度は委員会の議論として少し提起して

いただきたいと。今、県会でのことに対するどういう意味だった

のか、どういう内容かということの確認ということでございます

ので。他にどなたか何か。はい、どうぞ。 
宇沢委員 

 
 今の岡本さんのおっしゃった点、基本的には賛成ですが、１０

０年に１度の確率とか、５０年に１度の確率というのはあまり意

味がないんですね。私の理解は、過去１００年間に一番大きな水

害が起きたときにどのぐらいの水流量で、どの地域でどういう被

害が起こったかということを総合的に考えて、どういう対策を取

れば大きな被害が起こらないで済むかという、一つひとつの河川

について、あるいは流域について、個別的にいろいろと判断する

ときのひとつの目安と言うんでしょうか。 

今、ＥＵでこの点についての大きな議論が展開されてきていま

す。オランダが、もう５年ぐらい前でしたか、１００年に１度と

いうのを５０年に１度に変えたんです。それの一番大きな理由は、

１００年に１度だと災害が起こった記憶が人々からなくなってし

まうと。５０年に１度だと、どこでどういう被害が起きたかとい

うことを皆さん記憶に残っていて、そしてそれをもとにして全体
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的な対策を考えようというような目安として使われているという

大きな変化がありました。１００年に１度というのは、もともと

オランダの技師が明治の初めに日本に導入した制度なんですね。

本家のオランダでこのような変化が起きているというのは非常に

興味深いというふうに思っています。 
野口委員長 分かりました。他には何かご質問、ご意見ありますか、この県

会の内容につきましては。よろしゅうございましょうか。 
宇沢委員  ここにため池が出てきますが、できたら明治の初めからのため

池の記録、ため池台帳が今残っていますから、それをもとにする

と、例えば浅川の場合ですね、ため池がかつては非常に大きな役

割を果たしていたことがわかります。農水省はため池征伐という

言葉まで使って、どこかにため池が残っているとそれをつぶしに

行く。私は非常にショックを受けたことがあります。おそらく長

野県はまだいいのかもしれませんけれど、例えば四国の北部なん

かに行きますと、ため池はかなりもうつぶされてしまっています。

また、関東地方で戦後、非常に大きな台風の被害がありましたけ

ど、ほとんどため池のあとが決壊しています。ですからため池の

復活というんでしょうか、そういうことも視野に入れていただけ

たらという感じがします。 
野口委員長 はい、他にいかがでしょうか。 
高橋彦芳委員 ９月県会の、浅川に対する今後の対策で、何をいったい重視し

ているというふうに土木部はお感じになったのか。一つひとつ項

目としてはあるけれども、県会は浅川に対する今後の対策として、

どういうところに重点的な見方というか、ポイントをおいて見て

いるのかということを、土木部としてお感じになっている点をお

願いしたいと思います。 
小市土木部長  今、県会でいろいろこの浅川、砥川につきまして質問のあった

要点についてのお話を申し上げましたが。一番、議会の方でも議

論になったのは、河川改修というのはそれなりに従来もやってお

りますし、個々としてはその理解は従前からあるんですけれども、

その流域対策自身の内容について、やはり質問が多かったと思い

ます。 

特に、例えば浅川の場合には、流域対策に関して、今年の７月

に定量化できるものとして、ため池、水田、河道内外の遊水地、

調整地というようなメニューで、今ここにございますような流量

というものを一応概数でございますが、それぞれの施設で調整を

するというような、県の方針を決めたわけでございます。これは、

今後さらに精査はするんですけれども、そういう県の流域対策に
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対する質問がほとんどでございました。そういう中で、特に遊水

地の河道内外というのは、私ども基本的に河川管理者の施設とし

てきちんと整備していこうと思っておりますが、特にため池、水

田は管理者が違います。水田は個人でございますし、ため池は土

地改良区であるとか、その他の管理者の持っている施設は果たし

て、治水施設としてどうなのかということも含めて、やはり流域

対策全般に渡っての質問が多かったわけでございます。 

９月議会ではそういう流域対策に対するそういうものを検証

し、なおかつ定量化についての解析に必要な予算というものも、

９月補算に計上すべく審議をお願いして、結果的には認めていた

だきました。ですからその辺の予算審議を含めて、その辺を特に

ご議論いただきましたが、我々は今回その予算審議の結果を得て、

さらにその議会からの質問もありましたその辺のところの定量的

なものの位置付けをこれからきちんとしていくということであり

ます。議会としては、その辺が一番議論になったところでござい

ます。 
野口委員長  よろしゅうございますか。それでは、今までのところは前回の

取りまとめと県会での審議状況の確認ということでございました

が、いよいよ本日の審議事項に入らせていただきます。 

 それで、先ほども触れましたけれども、案件は非常に多くござ

いますので、特に県民の皆さんの関心も高いし、いろいろなとこ

ろで話題になってきましたこのダムの問題、これを先に議論して

いただきたいというふうに思っております。それでまず項目的に

言えばダム、それからあとは順次、土地改良、林道、都市計画、

下水道、道路、河川という順番でそれぞれご説明もいただきなが

ら、またご審議を進めていかせていただくというふうに考えてい

ます。 

それでまずダムですけれども、前回から現地視察もしていただ

きまして、今、少し議論もありますような下諏訪ダムと浅川ダム

の両事業、ここから審議を始めたいと思います。それですでにそ

の内容に一部県会のこととダブって入っておりますけれども、前

回宿題になっておりましたのは、河川改修、流域対策、これの完

成目標年次はどういうふうに設定しているのだというようなご質

問があって、これは一応宿題事項になっておりました。先ほど、

一応お答えもいただきましたけど、あれは県会での話ですので、

この委員会向けにご説明をお願いしたいというふうに思います。 
田中治水・利水

対策推進室長 
 治水・利水対策推進室長の田中幸男でございます。先ほどの土

木部長の説明とダブる部分があるかもしれませんけれども、河川
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改修、流域対策の完成目標年次ということでございますが、浅川、

砥川の河川改修事業につきましては、平成１６年度、来年度から

事業を実施いたしまして、１０年間、これは平成２５年になりま

すけれども、２５年度で完成させることを目標にしております。

流域対策につきましては、最長２０年ないし３０年としており

ますけれども、できるだけ短縮を図ってまいりたいという考えで

ございます。それから、浅川、砥川以外の７河川、大仏ダムを含

んでの７河川でございますけれども、今後、ダムによらない治水

対策の原案を早急に作成いたしまして、できるだけ早い時期に流

域住民の皆様方に提示するように努めてまいりたいという考え方

でございます、以上です。 
野口委員長  ほとんど同じ回答になりますが。河川改修、これは一応はっき

りと１０年という確定的な数字になっておりますが。流域対策に

関しては、これは、なかなか長い場合ももちろんあるんでしょう

けど、２０年だというふうには、２０年を目処にと言いましょう

かね、あくまで完成目標年次なんですが。２０年とか、あるいは

ちょっと無理で３０年とか。という少しはっきりした数字という

のは、なかなか、目標であっても出しにくいものなんですかね。

場所によっていろいろ違うとか、そのときの状況だとかそういう

言い方をすれば、河川改修だって１０年で本当にできるのか、１

０年、２０年という言い方にもなりそうな気もしますけれども、

その辺はどうなんでしょうか。 
田中治水・利水

対策推進室長 
河川改修につきましては、１０年間ということでやっていきた

いということなんですけれども、流域対策につきましては、現在、

河川整備計画へどういう形で位置付けていくか等について、今、

詰めている段階でございます。それでそれぞれの事業費につきま

しても、議会等でのいろいろなご質問の中で、本当におおまかな

概算で出したという状況でございまして、まだきちんと積み上げ

た状況まではちょっと今の時点では難しいかなと思っておりまし

て、先ほど来申し上げているように、遅くも２０年、３０年の間

ではやっていきたいという考え方です。 
野口委員長 

 
今の段階では、ちょっとなかなかそれ以上は難しいようでござ

いますけど、中嶋委員、何かそれに対してありますか。 
中嶋委員 ２０～３０年というそういう曖昧な言い方だと目標にならない

んじゃないですか。その点なんですよ、私がさっきから言ってい

るのは。ですので、今のところ積み上げでデータがないとかとい

うお話ですので、現在はまだはっきりできないけれども、それが

分かった時点でしっかりと目標年次を定めるとか、そういうご回
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答をいただけるのかなと思っていたんですけれども。 
岡本委員  今の補足質問なんですけれども。流域、例えば河川改修という

のは物理的にこういうこと、こういうこととはっきりしているわ

けですね、遊水地も含めて。ところが流域対策と呼ばれているの

は、いったい具体的には、物理的には何を言っていらっしゃるの

かということ。それをおっしゃればたぶん２０年と切れないとか、

３０年と切れないということがあると思うんですね。それからも

うひとつ、流域対策という言葉は、専門家の間とか、分野では問

題ないんですけれども、今の宇沢委員のご指摘にもあったように、

実はハードで物理的に対応できる部分と、あと水防体制だとか、

氾濫地図を作って云々とか、避難体制とか、先生がおっしゃった

治水の経験が住民の中で薄れていって等々というような問題は、

言わばソフト。物理的な事業としてではなくてソフトの、言わば

制度としてと言うんでしょうか、そういうものとして作っていく

ような話ですね。直接にはこれはおそらく流域対策には含みよう

もないし、予算措置を講じて、例えば水防団を作ってこうやるん

だということにはならないわけですから。 

そのあたり、今もう一度元に戻りますと、流域対策というのは

具体的に何と何とをおっしゃっているのか。また、その場合、完

成年度の評価をどういう具合になさるのか。例えば流域的に木を

植えるなんていうことになれば、効用を発揮するのは３０年後で

しょう、５０年後でしょうということになれば、流域対策は５０

年後ですということだって言い得るわけで、そのあたり誤解があ

るんだと思います、どうぞ。 
野口委員長  ちょっとお待ちください。実は岡本先生、この流域対策、河川

対策というのは、前回の資料で現地を見ながら一応のご説明はい

ただいているんです。それで足りなければ、さらにということで

すけれども。ちょっと今日資料お持ちでしょうかね、この１５年

度第３回長野県公共事業評価監視委員会資料という大きなものの

中に、浅川と下諏訪につきまして、一応それなりに詳しくは書い

てあります。ちょっと今パッと見たところで、お持ちの方は１６

ページを見ていただければ、その中に総合的な治水対策というの

があって、これは浅川です。そして、河川改修というのは当然５

０年確率云々というのが一応ありますが。流域対策には、森林整

備から始まって、土地利用規制等１０項目ぐらいの項目が一応あ

ります。ここに関して特に、例えば目標との関係で、この辺のと

ころはかなり物理的なんで相当詰まっているけれども、この辺は

まだ未着手だったり十分詰まっていないというために、２０年と
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か３０年とか、例えばそんな話だったらいくらか明解になるかな

と思いますが。はい。 
田中治水・利水

対策推進室長 
流域対策につきましては、河川改修以外のものを流域対策とい

う位置付けで、例えば遊水地とかそういうものも資料にございま

すけれども、あるいは森林整備とか、すべて諸々を含めて流域対

策と位置付けております。場合によっては、遊水地であるとかそ

ういうものは、本来河川改修と一体になってやるものかもしれま

せんけれども、県の仕分けの中ではそういう分け方でしておりま

す。 
野口委員長  だから例えば、今、森林整備というのは流域対策に入っていま

すけれども、これについては平成１５年度から概ね１０年間と、

割りと言い切っているわけですね。これは割りと物理的な話なん

です。ところが、いろいろ協議事項だとか、人の土地の監視はど

うするとか、この辺になってくるとちょっと年度は書いてなくて、

その辺のところに２０～３０年という言い方しか今できないのか

なというふうに思ったんですけれども。先ほどの中嶋委員からの

ご指摘にもあるように、今はまだ詰め切れてないけれども、もう

ちょっとこれをいろいろと具体的に検討をしていけば、例えば２

０年を目標だとか、あるいは場合によっては３０年とかという言

い方になりませんかね。 
小市土木部長  現時点ではこういう幅のある表現と言いますか、状況でござい

ますが、いろいろ対策の中で、例えば今後調査をしまして、それ

からまた投資的なことも含めて、これについては何年を完成に今

後進めるというようなことが、今後の経過の中で、個別の中のも

のが具体的に見えてくれば、その時点できちんとその目標をさら

に決めまして、進めていくような方法はしていきたいと思ってい

ます。できるだけ早く、そういう個別のメニューの中でできるも

のからお示しをして、取り組んでいくということが基本的なスタ

ンスでございます。現状では、ある程度、まだ予備調査の段階で

ございますので、流域対策全般につきましては一応２０～３０と

いうような幅のある表現をさせていただいておりますが、今お話

がありましたようなものにつきましては、当然そんな考え方で進

めたいというようには思っております。 
野口委員長  よろしゅうございましょうか。はい、どうぞ。 
宇沢委員 

 
 流域対策というと、流域全体の自然とか、人工建造物その他、

十分配慮して、同時に住民の人たちの意見なり、お考えを絶えず

参考にしながら、その一番住民の同意の得られる、そして財政的

にも可能な手段を考えていくというのが流域対策というふうに、
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普通は思います。現在日本で流域対策という国土交通省が使って

いる言葉は、流域の住民を何とか「説得」して、国土交通省の考

えているプランを強行しようという、そういう意図がありありと

見えるんですね。 

特に私、徳島県でこの現状を見て、本当にショックを受けまし

た。これまで、ダム反対の、河道堰反対の運動の中心になってい

る人たちを集めて、そして流域全体の問題を考えようという動き

をしている。そういう人たちを何とか説得して、そして結局、可

動堰がいいんだというような地盤づくりに使われているような印

象を受けます。流域対策が住民対策のように思えてなりません。

長野県で流域対策と使われるときは、当然、本来の意味で使われ

るというふうに、私は理解しているんですけど、それでよろしい

んでしょうか。 
野口委員長 いかがでしょうか、それは。 
田中治水・利水

対策推進室長 
 今、お話がございましたけれども、長野県では、今回改修原案、

流域原案というものを流域協議会という形で、一般の住民の方に

参加していただく場で、お示ししていろいろご意見を聞くと。す

でに５つの流域協議会を立ち上げておりまして、砥川ではもう１

０回ほど流域協議会を行いました。浅川は５回行いまして、今日

もう１回あるんですかね、そんなようなことの中で、いろいろご

意見を聞きながら進めているところでございます。以上です。 
野口委員長  他には。 
小市土木部長 今、宇沢先生からお話ありましたように、私どもの流域対策と

いうのは、総合的に森林整備、各戸貯留とか、いろいろなメニュ

ーを、要するに抑制につながるものは、いろいろなことを取り入

れてやっていこうということで。これは今、岡本先生からありま

したように、定量的ではない対策も含めて、総合的にやっていこ

うというのが前提でございます。これは新しい考え方として、国

の方もそういう抑制も含めて流域対策と言いますか、そういう位

置付けをされておりますし、私どもも新たな河川整備計画を、調

査に基づきましてこれから国と協議をしていくんですけれども、

そういうものも含めて、いわゆる定量的なもの以外のものも含め

て、総合的に、川に対する治水安全の向上を図るということで位

置付けをして、対応をしていきたいと思っております。 
野口委員長  ちょっとその件で、今、気が付いたんですけれども。先ほど私

が指摘しました１６ページのこの中で、流域対策が森林整備から

ずらっとありますが、その中に、例えば住民との関連でいくと、

下から２番目に洪水に対する住民意識の向上というのが一応あり
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ますよね。それ以外に、それこそ今ご説明もありました、その流

域対策協議会、流域協議会ですか、というようなことによって流

域対策を講じるというのは、長野県の場合これはかなり大きなポ

イントなんですよね。というような項目はこういうところには入

れない、ちょっと質が違うんでしょうか。何かそれがあった方が

というような気もちょっとしますが。つまり、ここにはかなりも

のの話で、あと住民は意識の向上というようなことで、今、宇沢

先生がご指摘されたような、住民がこれにどう関わるんだという

ようなことで言えば、それこそ対策協議会というのは、かなり長

野県の場合には大きな位置付けになさっていると思うんですけ

ど。そういうのは、こういうところにはちょっと入れにくい話な

んですかね。資料、お分かりでしょうか。要するに総合的な治水

対策があって、前回のこの大きな資料で私は申し上げているんで

すが。今そこにありませんか。 
北沢技術管理室

長 
 前回、資料として、流域協議会の発足についてということで資

料をお渡ししてございます。その中で、ちょっと今のご質問の関

係では、あくまで県が原案を作りまして、それを住民の皆様方、

その流域協議会の場で見ていただく中でご審議と言いますか、意

見を聞くと。そしてまたさらに、県の方へ提言と言いますか、意

見と言いますか、そういった形で戻していただいて、最終的には

県で決めたいというスタンスでおります。 
野口委員長 だから、ここに挙げてあるような項目と、流域協議会とは言っ

てみれば異質で。 
岡本委員 いや、今の委員長のことでしたら１６ページの表で言いますと、

この総合的な治水対策というのが一番左に出てきますね。これの

右側に総合的な治水対策、その他に利水もあるわけですが。それ

から自然保護、漁業の人もいると。そういうこと、河川全般につ

いての流域住民の意見を聞くということのキャッチボールがあっ

て、だからこちら側に計画段階に対する、あるいは施行に関する

意見聴取ということで、こちら側にもうひとつあればよろしいの

で。治水対策そのものはこの右にあるようなことという具合に、

たぶん県はやられているんだと思いますが。 
野口委員長  ですから要するに、全体的な対策ですよね。要するにダムによ

らない、そうすると河川対策から流域対策まであると。流域対策

の中にはかなり物理的な山の整備とかそういうこともあるし、人

的な組織化によって、住民と一緒に対策を講じていくんだという

ところが結構目玉じゃないかなという気がするんですけど。その

ことがちょっとここには出てこないので、何かそういう表現の仕
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方、組み込むようなやり方はないのかなと、ちょっと今思ったん

ですけれどもね。他の委員の方はどんな具合でしょうか、はい。 
向山委員  以前出してもらってある公共事業再評価の中に、評価監視委員

会におけるダム建設事業審議スケジュールといって、全体の枠組

みがありますね。そうすると、今言ったように、ダムによらない

治水・利水対策を、県の方針を決定して、右側に我々の評価監視

委員会の仕事があります。左側に流域協議会等住民意見、あるい

は公聴会等住民意見、学識者意見、市町村長等意見と、こういう

枠組みがもう示されていますね。だけどここを見ると、これは河

川整備計画素案、原案、案、申請ということなんで、質問は、こ

の河川整備計画に流域対策というのも入っていますかというふう

に質問を変えればいいんじゃないですか。もし仮にこれも、河川

整備計画の中に流域対策も入りますというふうになると、このフ

ローに沿った枠組みが機能をします、あるいはさせますという答

えでいいし。ただもしこの中に、これは河川整備であって、流域

対策は入りませんというふうになると、今の質問に今度は答えな

きゃいけないというふうになると思うんですけれどもね。 
小市土木部長  今、河川整備計画というお話がありましたけれども、もちろん

河川整備計画の中に私どもが、今回この１６ページに示してあり

ます全体的な治水対策として、流域対策、河川改修というのがあ

るわけでございますが。そのうちの流域対策のいわゆる定量化で

きるメニュー、ですから森林とか各戸貯留とか、そういうものは

この河川整備計画の、河川整備計画というのはあくまでもいわゆ

る国の認可を得るためのひとつの手続きの位置付けとして河川整

備計画というのがありまして、この中にはいわゆる流出抑制とい

う、具体的に定量化できる効果のメニューを入れて、基本高水を

抑制すると、こういう河川改修と流域対策を含めているわけです。

その流域対策のメニューとしては、定量化できるものですので、

今言ったそれ以外の抑制対策というのは、具体的にこの河川整備

計画には入ってきません。 
向山委員 あのね、小市さん、こういう質問でいいんじゃないですか。せ

っかくこの審議スケジュールというものが皆さんのもう手元にあ

るわけでしょ。我々の評価監視委員会と、それに対して流域協議

会ができましたから、そういった地域の皆さんや専門家の皆さん

の意見も聞きながら、こういうフローで進めますというのがある

んで、これに、対象になるのが今言った総合的な治水対策を河川

８割、流域対策２割でカバーリングしますということでしょ。こ

の２つとも、すなわち河川対策と流域対策を２つともこのフレー
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ムワークに沿って、フローに沿って審議されていきますという、

それがイエスかノーかがまずひとつはっきりすると分かりやすい

んじゃないですかね。 
小市土木部長 

 
 これはそのとおりこのフローに沿って、まさにこの流域協議会

等、住民の意見を聞くということを得て、その最終的な計画につ

なげていくとこういうことですね。 
向山委員 そうすると委員長、このすでにあるフローに沿って、あとは内

容はではどうなのかということが皆さんの質問だと思いますね。 
野口委員長  そうなんですけれどもね。審議のフローチャートは、もうその

とおりで結構なんですが。私が指摘したのはこの治水対策の体系

図という、その体系の中に、つまりどういうふうにしてそういう

ダムによらない形で対策をやっていくのかという、その体系の中

に河川対策もあれば流域対策もあると。そこの中の、ひとつのソ

フトの部分として、流域対策の部分ですよ。ここについては、流

域協議会というのを実際に設けられて、住民とキャッチボールを

しながらいろいろな対策をやっているという。だから単なるもの

の対策ではなくて、それこそ住民との協働という、先ほど言い方

がありましたよね。そこは、かなり大きな長野県の特徴ではない

だろうかと。そうすると総合対策の中に、そういうのがひとつ入

っていてもいいんじゃないかという、ちょっとそういうふうに思

ったわけなんです。 
岡本委員  今、委員長、そういうことをたぶんおっしゃるだろうと思って、

先ほど流域対策は物理的には何と何なんですかということをご質

問申し上げたんで。部長がおっしゃっているように、ここでお役

人側が使われているのは、河川改修以外の治水対策に寄与するも

のを流域対策と呼ばれておって、それからたぶん中嶋先生もそう

だと思うんですが、委員長は、流域対策という言葉から、常識あ

る通常の県民が理解するような全般的な構図を。そうなると流域

対策を立てるときに、流域協議会等を通じて住民の意見を聴取す

ることも、流域対策の一番重要な目玉ではないかとおっしゃって

いるわけで。用語の広い意味と狭い意味というところで、たぶん

今、齟齬をきたしていると思います。 
野口委員長  実は宇沢先生が先ほど海外の事例も含めておっしゃったんで、

そこで私は気が付いて、確かにこれはかなり物理的な、あるいは

人に関しては、洪水に対する住民意識の向上というレベルで一緒

にやっていこうという、そこのところがここにはちょっと見えに

くいなと。だからせっかく長野県でこれだけのものを作るのなら

ば、そこをドンと打ち出した方がいいんじゃないかなということ
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なんです。 
田中治水・利水

対策推進室長 
体系図、例えば浅川の体系図でもありますけれども、ソフト面

での対応ということで、資料１６ページの下の方になりますけれ

ども、そういった部分も必要だというように考えております。例

えば、洪水に対する住民意識の向上であるとか、あるいは洪水発

生時の情報伝達とか、そういった部分でも、ただハードだけでは

なくて、ソフトについてもやっていく必要があると、そんなふう

に考えております。 
野口委員長 どうでしょうか今の問題、特に今たまたま浅川の問題とか下諏

訪の具体的な話でやったわけですけれども。これはおそらく一般

的な話になるんじゃないかなという気もしますので、これは最終

的な提言等のところに、あとで少し議論いただいた上で成案を得

たいと思いますけれども、いかがでしょうか。 
出席委員一同  了承 
野口委員長 では、そういうことでこの今、特に浅川と下諏訪のところにつ

いての具体的な流域対策あるいは、河川対策というのは前回から

いろいろご説明いただたり、現地で見させていただいたとおりで

ございます。今もう一度確認しますと、今議論いただいておりま

すのは、下諏訪と浅川、この両ダムについてかなり御議論いただ

いたということで、詰めの議論をさせていただいているつもりで

ございますけれども。何かその辺でさらにご質問、ご意見はござ

いませんでしょうか、はい。 
宇沢委員  私の先ほどの質問、県の方のお答えで了承しました。流域整備

とかいう言葉でちょっと気になるんですけど、例えば、今おそら

く山で一番危ないのは舗装された道路、スーパー林道とか、砂防

ダムもそうですけど、ちょっと雨が降るともう川のように流れる

んですね。私も昔、学生を連れて山によく登っていて、何回も遭

難しかけたことがあります。ちょっと雨が降ると、ものすごい勢

いで川のようになっちゃうんですね。非常に大きな被害をもたら

していると思います。それから、農道もそうですね。舗装したた

めに、保水機能が失われてかなり荒れて、そういう、今ある、例

えばコンクリートの建造物を破壊する、壊す、そういうことも含

めて整備というものに入るんでしょうか。 

私、１０年ほど前に世界銀行の委嘱で、日本のインフラストラ

クチャーの建設の歴史を、明治からちょっと整理したことがあり

ました。やたらと整備という言葉が出るんですね。英語は直せな

いんですね。整備というのはどうもコンストラクションのことで、

整備というと格好よく聞こえるんですけど、何かこうだいたいコ
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ンクリートで固めてしまって、自然が破壊されて、それで被害が

大きくなっているというところが至るところにあって、それを整

備という言葉だといかにもきれいごとで、コンクリート構造物を

造ることだけが対象になっていて、そういうのを壊す方も考えに

入れていただければと思います。ちょっと行政の方にこういうこ

とをお願いするのは、ちょっと無理かもしれないんですけど、壊

すことですね。 

またオランダの例で恐縮ですけれども。高速道路が都市とか、

自然を著しく破壊しているときは、高速道路を中断するとか、あ

るいは付け替えるということも現在行われています。これはオラ

ンダだけでなくて、スペインもそうですし。高速道路だけでなく

て、どうしてもコンクリートの建造物は、非常に大きな災害を起

こす原因になるんで。そういうことをやっぱり地元の方々のご意

見をできるだけ吸い上げて、それを行政の方が総合的な案にまと

めていただくということをお願いしたいと思います。 

これはこの前申し上げたと思うんですが。高速道路を作ったか、

あるいは新幹線を作ったために水が出なくなった、沓掛酒造（上

田市）ですけれども。酒づくりで水が出なくなるということは大

変なことだと思うんですけれども。あまり大きな声で文句を言わ

れないんですね。やはりそういうところを、できるだけ吸い上げ

ていくということは必要なんじゃないでしょうか。 
野口委員長  はい、ありがとうございました。この委員会でも作り出せば最

後まで作るというような考え方に対して、やはり中止だとか、あ

るいは縮小だとかということもあるということで、いろいろご議

論いただいたわけですけれども。今、さらに進めて、場合によっ

ては壊すことも整備のうちだという、ここまでの議論はちょっと

今まではなかったかと思いますし、今回はそのようなところまで

踏み込んだ案件はなかったかと思うんですが、これもまた場合に

よっては、今後のあり方に関しては、そういう考え方も注意すべ

きだというようなことかと思います。 

他に何か、ご意見、ご質問はありますか。そうすると、結論を

急ぐわけではありませんけど、このダム事業、特にいろいろ問題

になりました浅川、下諏訪、これにつきましては、現地視察から、

それから皆さん方の事前の意向聴取、さらに審議も今日で２回目

ということを経てきていました。それで、各委員からお寄せいた

だいた意見も、基本的にこのダムによらない形で流域対策等を講

じながらやっていくという県の基本的な方向性、これについては

一応賛成をいただいております。そういうことで、流域対策等に
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つきましてはまだ十分詰め切れてない、あるいは目標年次等につ

いては何年という確定はしていませんけれども、我々の、おそら

くこの委員の役割としては、すべて完了し終わって、それでどう

だということになると、かなりこれは技術論も踏まえてというこ

とになりますので、その辺は各検討委員会等でやられてきており

ますし、さらには住民の意向を聴取しながら協働で対策を講じて

いくという方向性、ここのところを我々としてどう判断すればい

いかということだろうと思うんです。そういう点で言えば、一応

皆さん方のご意見を踏まえれば、とりあえずこの２ダム事業につ

いては、中止ということでの再評価案、これについて一応異論な

しということになろうかと思うんですが、そういう結論でよろし

ゅうございましょうか。 
出席委員一同  異議なし 
野口委員長  はい、それではそういうことで、この２ダムにつきましては、

再評価案どおりという結論にさせていただきます。 

それで引き続き、あと６ダム事業があります。実は、これは現

地は見ておりません。それで考え方については、今も触れました

ように、いずれも中止をしながら河川対策や流域対策によって、

代替案を執行していこうという考え方であります。ですから基本

的な考え方、そして、そこには流域協議会等によって住民の意向

を尊重しながらということですので、手法論的には特に問題はな

いかと思います。そしてまた皆さん方の事前のご意見でも、ちょ

っと確認のために資料をお配りしたかと思いますが、今日配布の

ダムに対する全般的な意見という資料を見ていただけますか。こ

の残りの６ダム等について、皆さん方の意見も踏まえて、あるい

はご質問的なこともありましたので、その辺のところに対して事

務局の方からご説明をお願いします。 
北沢技術管理室

長 
宮坂委員さんのご質問については、お手元に黄土色の冊子で今

日お配りしたかと思いますけれども。これについて、今ある資料

にある限りのものは、資料として提出させていただきました。あ

とそれぞれご意見をいただいておりますけれども、それぞれにつ

いては、特にこの中から再度ご質問をいただければ回答したいと

いうように考えておりますので、そんなことでお取り諮りをお願

いしたいと思います。 
野口委員長  分かりました。そうしたらこれも大事な問題なので、ちょっと

いきなり一括というわけにもいかないと思いますので、一つひと

つ見てまいりたいと思います。 

 まず、ダムに対する全般的な意見というのがありまして、あと
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３ページ目のところから清川ダム、これに対する意見が出ており

ます。ここでは必ずしも、委員は、特に再評価（案）に対する方

針に対しては意見なしという方ばかりでございますが、一応その

コメントいただいているのはお３方であります。この中で特に何

かお答えしなければいけないことはありませんかね。はい。 
宇沢委員  意見を出さなかったんですけど、全般的には先ほど申し上げた

ように賛成です。ただ、２、３追加していただきたいことがあっ

て、例えばちょっと今手元に、浅川ダムの流域対策の概要図とい

うのがあるんですけど、これは私だけが持っているのかもしれま

せんけど。それには、そこにちょっと見たら３０ぐらいのため池

が残っているんですね。このため池の名前が、それぞれ素晴らし

い名前なんですね。弁天池とかそういうね。そこに何か日本列島

にずっと住んできた先祖の志とか、何かこう文化とか、生きざま

というのがすごく象徴的に表れている、大変貴重な、私たちにと

って歴史的な遺産ですね。これの価値は非常に大きいと思うんで

すね。私はこのダムに限らず、公共事業でそういった、特に長野

県に多いと思うんですけど、その非常に長い歴史、何世紀に渡っ

て人々が築き上げた、そして残してくれた歴史的な遺産、それを

やはり次の世代に残すことの意味というのは非常に大きいんでは

ないでしょうか。 

ですから、単にダムという、その利便的なことだけでなくて、

もうちょっと我々の先祖が持って伝えてきた、そういった文化的、

歴史的な、人間的と言うんでしょうか、そういう遺産を大事にす

るということを強調していただきたいという感じがいたします。 
野口委員長  はい。これは、今のは特に具体的にいくつものため池と、２０

いくつでしたか、浅川の地図がありますけれども。他のところは

ちょっと私もよく見ていないんですが、ため池というのはどうで

したかね。現地を見ていないので、ちょっと。 
岡本委員  ちょっとよろしいでしょうか。私は土地改良の人間なので一言

申し上げておかなければいけないと思います。 

まず、宇沢先生がおっしゃったため池、あるいは、例えば更埴

市の姨捨の千枚田、これはもう大変な文化遺産であり伝統、我が

国の根っこであると、これはそのとおりなんです。と同時に、お

そらく高橋村長なんかは一番よくお分かりだろうけれども、これ

が非常に守りにくくなっているという状況があって、実際には棚

田においても耕作放棄は進行している。それからため池も、宇沢

先生のさっきの言い方は誤解を招くといけないので補足しておき

たいんですけれども。農水省を中心にため池征伐という言葉を非
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常に使った時代があります。これはどういうことかと言うと、た

め池というのは非常に手間がかかるわりに、利水効果と言います

か、水源としてある意味で非常にコストのかかる水源だったと。

したがって、もっと大規模な河川からの水利計画で代替しますと、

ため池が不要になってよろしいのであるという考え方から、例え

ば、先生が讃岐の香川県の話をおっしゃいましたけれども、吉野

川から阿讃山脈をぶち抜いて水を持ってきて、ため池をいくらか

つぶしていくということが行われたのは事実です。しかし、それ

はため池が邪魔だから取るということではなくて、現代のため池

ではあまりにも農民負担が大き過ぎて、農業水利の施設として非

常に不経済という、まあ経済尊重の時代ですから、であったとい

うことがひとつあったと思います。 

それはさておきまして、現在、老災ため池というような事業名

目で、もうここ４０年以上、農水省は崩れそうなため池の補修を

特別な補助事業をかけてずっとやっております。ところがとても

それでは追いつかない。ですから宇沢先生もご指摘のように、例

えば大洪水、地震があったときに必ず老ため池の決壊が起こりま

す。そういう点でむしろ現在のため池が災害を防止する、洪水を

防止する機能よりも、むしろ災害を誘発する、誘発するような機

能の方が大きくなっているという側面もあって、大変難渋してご

ざいます。 

実際１か月ぐらい前に、内田和子さんという岡山大学の地理の

先生なんですが、「日本のため池」という大きな本を出されまして、

それの防災機能、全国的な悉皆調査、これは長野県も入っており

ますが、これの分析をされました。その成果にもありますけれど

も、現在のため池に大きな防災機能を期待するのには３つの難点

がございます。ひとつはこれを守ることがものすごいコストがか

かるということです。つまり年々、例えば堤が水ぶくれしてきた

ときには手当てをするみたいなこともありますけれども。要する

に手当てが非常に難しい、しかもだんだん農民が使わなくなって

いる。農耕を放棄するとため池はいらなくなってきますから。そ

ういうときにため池を、だれがそれを保持していくのか。それは

おそらく行政が代替わりして維持せざるを得ないんでしょうけれ

ども。これは例えば公園緑地課が代替して公園に使っている例、

これは多々ございます。しかし、それも全国の数からいったら１％

もないわけで。こういうような山間僻地の、言わばそういう村落

でようやく守ってきたものを、これから公共というか県が代替し

て、市町村が代替してこれを守っていくということは相当なコス
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ト負担を覚悟しなきゃいけないということがあります。 

２つ目は、ため池は、これは部長の説明がありましたけれども、

本来利水のために造っていますので、結果としてたまたま空き容

量があるときには洪水を止めてくれますけれども、満水のときに

豪雨があったら、これは全然治水効果はございません。ただ幸い

にして、だいたい代かき、田植えのときなどに使いますので、ち

ょうど洪水、梅雨前線や台風が来る頃には割合空いていることが

多くて、これは副次的な、波及的な効果ですけれども、それはか

なりあると。これは内田先生の本にも詳細を分析してございます

けれども、あります。ただ、その上で１７ページの地図をご覧に

なっても分かるんですけれども、流域の中でため池でカットでき

る面積というのはずいぶん小さい。特に、全面積に均等に降れば、

５ｔカットなんていうことも可能ですが、どうしても集中豪雨的

な雨の場合、ため池の流域にうまく引っかかってくれればいいん

ですが、これはダムによる洪水調節一般に関わるんですけれども、

なかなかダムで拾えるところ、ため池で拾えるところに降ってく

れた雨にしか有効でないというので、見かけよりもそれほど河川

に対する治水効果がない場合が多いということも覚悟しておかな

ければならないというようなことで。 

そういう意味で言いますと、ため池については私も宇沢先生と

同感で、極力これを何とか文化遺産として、産業遺産として残し

ていきたいということと同時に、これには相当なコストがかかる

ということを覚悟して、これをどのように整理していくかについ

ては、おそらく最終的に県の政策全般の中で、総合的に勘案され

なければ。例えば、棚田が一番いい例で、姨捨の全何百ｈａもあ

る、あの棚田を全部守ることは到底不可能です。そうすると結局、

今、恵那市で農水省が手がけてやっていますけれども、しょうが

ないからここはもう諦めようと、棚田をもう森に戻そうと、木を

植えようと。ここは現状のものをなるべくやろうと。一部はやは

り農家の方の要望もあるから、少し圃場整備と言いますか田んぼ

を広げると。棚田的な景観を多少壊すわけですがやろうというこ

とを、現在、仕分けしています。この仕分けの仕方がいいか悪い

かは別にして、要するに限られた予算の中で手当てしていく中で、

棚田であれため池であれ治水との関連を含めて、総合的に勘案さ

れた上で検討せざるを得ないだろうと。ですから、ここでため池

全部を守るとこれぐらいの治水効果があるよということには、単

純にいかないだろうというふうに思います。以上です。 
宇沢委員 専門の岡本さんに反論するわけじゃないんですけど、ちょっと
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一言だけ。ため池征伐という言葉は、農水省の役人が使っていた

んですけれどもね、農民を馬鹿にして、自然を侮蔑したとんでも

ない言葉だったと思うんですよ。今、岡本さんがおっしゃったよ

うなラショナルなものじゃないんですね。それはなぜかと言うと、

ため池があると村が自立して、そして農水省の全国的な農林行政

に非常に大きな障害があるという、そういう認識があったんです

ね。 

日本のため池の技術は基本的にはスリランカの技術を輸入して

いるんですね。スリランカは紀元前から３世紀ぐらいまで世界最

高の水利文明を持っていました。このシンハリ、シンハリという

のはスリランカの昔の言葉です。ところがスリランカというのは

高地農業で、そして年に２回モンスーンがあって雨が降るんです

が、あとはほとんど降らないんです。そこで基本的にため池でし

た。素晴らしいため池を全国的に造ったんですね。ところがため

池は農業だけではなくて、いわゆる民生用というんでしょうか。

首都のアヌラーダブラは素晴らしい、古代世界で一番美しい都市

でした。ところがポルトガル、それからイギリスが植民地として

支配して、そこでため池があると村が独立して支配できないとい

うので、軍隊を送ってため池を全部壊したんですね。そして大き

な川にダムを造ってそこから水を引くと、同時にプランテーショ

ン経営をやってスリランカの自然は完全に破壊され、農業は今一

番世界で生産性が低い国の一つになってしまいました。 

そのスリランカの技術を空海が輸入したんですね。満濃池の大

修復という大事業をしたのは、もともとスリランカの技術を空海

が学んできて、そして同時にため池をコモンズとして管理する技

術も伝えたんですね。それが日本の農業の、江戸時代を通じて、

非常に高い生産性をもたらした一番大きな原因だったと思いま

す。ところが明治になってから中央集権的な管理を行って、農民

の自給、自立した農村を壊していく、そのためにため池を壊して

いったんですね。 

先ほど関東地方の河川が氾濫したというのは、ため池が氾濫し

たんではなくて、ため池を埋めて堤防を造ったところが、実は台

風で壊れているんですね。それはたたりだと私は思っています。

実はため池が、岡本さんがおっしゃったように、今機能しなく

なったのは農業基本法という前代未聞の悪法が通って、それが農

民を完全に破壊していったんですね。詳しいことは申し上げませ

んけど、東畑精一先生が農業基本法を作るときの全体の審議会の

会長をされたんです。ところが晩年、こういうことを言われてい
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ました。それは、自分は農業基本法を作るときの審議会の会長だ

った。しかし、農業基本法が日本の農民をあれだけ犠牲にして、

農村を壊してきたということを読めなかった。以後、自分は農業

経済学者として語る資格がないと言って沈黙を守られたんです

ね。東畑先生のお考えの基礎には、コモンズとしての農村を破壊

して、自立経営農家というとんでもない概念を導入して、中央集

権的な形で、農村破壊をした。その一環としてため池を壊してき

たんだと思います。同時に、ここにあるような素晴らしい名前か

ら古い、先ほども言いましたけれども先祖の持っていた叡智とか、

志というのがここに伝わっていると思います。それはぜひ残して

いただきたい。 
野口委員長  大変学問的なご議論をいただいたわけですけれども。ちょっと

またもう少し現実的なところに戻させていただきますが。それで

清川ダム、３ページの。ここにつきましては、ほとんど意見らし

いものもそれほどないわけですけれども。特にここのところで、

さらにコメントを追加するようなことはありませんでしょうか。

ひととおり先ほどの浅川と下諏訪を除いたところで、それぞれご

質問、ご意見をいただいて、そしてまた６事業についてはあとで

一括というふうにさせていただきたいと思いますので。それでは、

またありましたら戻ってください。 

次に角間ダムであります。これは若干議論が必要であります。

というのは、この中の梶山委員が再評価案に対して、意見ありと

いうところが出ております。今日は梶山委員は午後来られるので、

これはでは午後にしましょう。一応ちょっと紹介だけしますと、

「治水、利水とも相当の問題を抱えつつも、ダムに替わる対策に

ついて決め手的なものがないことが懸念される。地元の意見をき

ちんと集約してから結論を出しても遅くないのでは。」ということ

で、「つまり今年度は中止ではなく」、再評価案は中止でございま

すけれども、「中止ではなく凍結」としたらいかがかという、一応、

異論らしきものが出ております。ですから、これは特に問題なし

というわけにもいきませんので、ちょっとここはご本人もおられ

る中で議論した方が二度手間にならないと思いますので、そこだ

け留意いただいて、角間ダムはちょっと飛ばさせていただきます。

 次のページは浅川ダムで、これは先ほどご了解いただきました

ので、これももうひとつ先に進ませていただきまして、黒沢ダム

に対する意見。これも特に再評価案に対する意見ありの方はおら

れません。全員、なしということであります。若干のコメントが

ありますけれども、県の方でも何かお答えするようなことは特に
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ありませんか。特に質問ではないですね。質問としてはいいです

ね。ここに書いてあるようなコメントが付いているわけですけれ

ども。これも見ながら何か他にお気づきの点がありましたら、お

願いします。ではこれもまたあとでご審議と言いましょうか、補

足的なご審議をいただくとして、では黒沢ダムも、とりあえず今

のところは特に問題なかったということで先に進ませていただき

ます。 

 次に、ゴウシザワでよかったですかね、郷士沢ダム。ここも梶

山委員が意見があるという方になっていますが、「「汚染物質の除

去と放出禁止条例」制度の要望に対して「方針」は答えていない

が？なお、「中止」の結論には特に異論はありません。」というこ

とで、これは、ここにありますように再評価案については、なし

の方に本来付くべきことかと思いますけれども、一応これは県が

お答えしていないという言い方ですので、ここはあとで、これも

ちょっとご本人がいないとまずいと思いますので、ここもあとに

させていただきたいと思います。郷士沢と今の角間ダムのところ

は、あとですね。 

 次、駒沢ダムに対する意見。ここも梶山委員だけがありに付い

ておりますが。これもちょっと少し読みますと、「検討委員会の答

申は凍結であった。方針は中止としながらも一方で５年間の流量

観測を行い、検討を行った上で何らかの結論を出すかのように記

載されているのは矛盾ではないのか。なお、その結果が出るまで

の維持管理とは具体的に何か。流域協議会はすでに設置？」。これ

も、お答えも含めて議論する必要がありますね。これも午後に延

ばさせていただきます。 

 それから次、９ページ、蓼科ダムです。ここは全員が特に異論

なしと、再評価案には異論なしということであります。その上で、

お３方からコメントがありますが、これも特に疑問あるいは県に

回答を求めるというものでもないですね。一応ご意見が付いてい

るというだけでございます。蓼科ダムについて何か、どんな具合

でしょうか。そうするとこれも今の段階では特になしということ

にさせていただいて、もう一度、今いくつか残しましたことと、

２ダムだけは先に皆さんのご了解をいただきましたけれども、下

諏訪と浅川ダムにつきましては結論をいただきましたけれども、

あとの６ダムにつきましては、若干の大きなコメントも含めて午

後の審議に回したいと思いますが。午前中はだいだいこんなよう

なことで、午後に回してよろしいでしょうか、時間的に。一応そ

んなことで、午前中はここまでにさせていただいて、午後はダメ
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だという方はこの中におられましたかね。午後おいでになる方は

おられるけれども、午後はダメだという方はおられませんね。 

分かりました。ではまた午後が始まって、特に何かご意見があ

るときには早めにご意見を述べていただくことにさせていただい

て。それでは事務局の方から何か連絡事項はありますか。午後の

審議は、午後１時からということで。皆さん方の方から何かご質

問、ご意見あるいは審議のやり方とかについて、はい。 
中嶋委員  先ほど、最初に２ダムの話がありまして、私も異論はないんで

すけれども、意見一覧をずっと見ていまして書いたことを思い出

したんですが。特に浅川ダムのところなんですけれども、梶山委

員と私が若干コメントしている部分がございますね。浅川ダムに

つきまして、特に補助金の返還問題とか、その辺の部分について、

一度きちんと、資料はいただいていますけれども、目を通しまし

たが、事務方からきちんとお話をいただきたいなあと思ったんで

す。それを踏まえて最終的な判断をしようかなと思って、これを

保留に私はしたんですけれども。同じ部分を梶山委員も書いてい

らっしゃいますので、全体の流れとして、基本的には私も了解は

しておりますけれども、この部分についてきちんと一度ご説明い

ただきたいと思います。午後で結構ですので。 
野口委員長  分かりました。どうしましょうか、午後にしましょうか。今で

もできますか。そうですね、梶山委員も午後いらっしゃいますか

ら。そうすると、今ご指摘の浅川ダムについては、梶山委員、中

嶋委員から国庫補助金の返還問題、あるいは中嶋委員は十分なこ

の財政的部分での説明という言い方で、同じような内容でござい

ますので、ここはもう一度ご説明いただいて、一応結論は得まし

たけれども、またダム全体ということもありますので、そこも十

分に納得いただいた方がいいかと思います。 

 それでは午前の部、大変重たい内容でございます。また、午後

も引き続きということになりますけれども。とりあえずこれで午

前中の部は閉じさせていただきます。どうもありがとうございま

した。 
（休 憩） 

野口委員長  午前中、出席しておられました磯崎委員が所用で午後は休まれ

まして、新たに梶山委員が午後から参加されるということになり

ました。それで、先ほど梶山委員には若干ご説明いたしましたけ

れども、午前中は前回並びに前々回の審議の取りまとめをしてい

ただいておりましたので、それに対する質疑、それから流域対策

等、マスコミ等でもいろいろ取り上げられ、議会でも話題になっ
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ていましたので、９月の県議会での審議状況の説明をいただきま

した。それに引き続きまして、今回の再評価案の審議に入ったわ

けですけれども、まず最初に下諏訪ダム、浅川ダム、現地を視察

し前回も議論をいただきましたので、ここに対して引き続き審議

いたしまして、一応再評価案をそのまま了承をいただいておりま

すが、若干質問も出ました。それはまたあとで申し上げます。そ

して次に残りましたダム、これは現地も視察はしておりませんが、

６事業につきまして個別に審議ということで、一応皆さん方のお

手元のところにありますダムに対する全般的な意見という取りま

とめ、これに沿って、さらにご質問等はないかということで、審

議を開始し始めていたところであります。 

そこでもう一度確認しますと、この３ページの清川ダム、ここ

については特に問題になるということはあまりありませんでした

し、再評価案に対しては異議なしということが全員でございます

ので、ここは特にありませんでした。それから次の角間ダムです。

ここは一応意見を出しておられ、しかもその意見は再評価案の方

針に対する意見ありということで、梶山委員から出ておりました

ので、ここは午後の部に回しました。そこから始めたいと思いま

す。この角間ダムにつきましては、梶山委員以外は一応のコメン

トはありますが、基本的には再評価案に異議なしということであ

りますが、梶山委員のところは、いろいろ問題もあるので、今年

度は中止という再評価案に対して凍結の方がいいんではないかと

いうご意見でありました。ここのところ、もう少し梶山委員の方

から敷衍いただき、なお、これに対する県側のご回答をいただき

たいというところから始めたいと思います。 
梶山委員  午前中欠席いたしまして、申し訳ありません。角間ダムについ

て、中止ではなくて凍結と書いた、そう述べた理由なんですが。

これは、実は角間ダムに限らず、ダム事業全般について私が感じ

たことと、ある程度敷衍することにもなるんですけれども。要す

るに田中知事の脱ダム宣言にかなり引きずられた形で、私は脱ダ

ム宣言自体にはまったく異論はなくて、できる限りダムによるべ

きではないという総論部分には賛成するんですが、そのできる限

りというところで、つまりダム以外の対策がどこまで現実的に、

具体的に可能なのかということを十分審議しないで、見切り発車

的に決めている部分があるのではないかと。それをまず感じたわ

けです。角間ダムにつきましては、部会の答申、検討委員会の答

申等を見ますと、例えば、中野市については水道水源に砒素が入

ってきてしまうと。それを比較的濃度の薄い表流水で希釈してい
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るとか、そういう事情が、これは一例ですけれども、根本的に解

決するような具体的な提案はなされていないと、少なくとも現時

点ではなされていないと、そう思うわけです。それから、そのダ

ムに替わる、ダムによらない対策についても、あくまでもこれは

現実的、具体的な段階まで十分に至っていなくて、むしろこれか

ら検討すると。相当程度検討されていることは事実でしょうけれ

ども。例えばここの、あとからいただいた資料を見ますと、見直

し案の中に、治水対策として、１００分の１確率の治水安全度を

目標とした河川改修とすると。これにパラペット設置等、河床の

掘削及び床固工の水通し断面の拡幅を組み合わせたものとしと。

さらに景観的配慮とか上流域での地すべり防止工、砂防工事、治

山工事を引き続き実施するとともに、河床堆積土砂の除去に努め

ると。こうあるんですが、要するにこの効果がどのぐらいあって、

治水対策として十分なのかどうかという資料が、少なくとも私が

拝見している資料の中にはまったく見当たらないと。 

利水対策についても、これは見直し案だけではなくて、検討委

員会と部会の報告を見ても、はっきり言うとかなり困っていると

いうところが見て取れまして、要するに、水事業の把握について

も、これから中野市や山ノ内町と調整を行うんだとか、そういう

不確定な部分を、かなり不確定なのに評価してそれでいいんだと

いう見切り発車的な検討がなされているのではないかと。基本的

にはそういうことが私の疑問でございます。 
野口委員長  はい、ありがとうございました。今ご指摘されたところは、委

員の中には多少なりともある一定の問題点であろうと思います。

それを踏まえて、なおかつあえて一定の結論にというようなとこ

ろもありましたけれども、特に今、角間ダムについてはかなり具

体的にありましたので、これに対するご見解を県の方からお願い

したいと思います。 
田中治水・利水

対策推進室長 

 

 今のご質問に対してでございますけれども、県の治水・利水ダ

ム等検討委員会では、部会あるいは公聴会を開く中で住民の意見

を聞いて、総合的に判断して、ダムによらない対策が可能である

というように答申されたというように解釈しております。それで

答申を受ける中で、県で今後どうやっていくかという中で、流域

住民あるいは市町村長に理解を得られる代替案の策定が可能であ

るという判断の中で、現行の多目的ダムの建設事業を中止する方

針を決定いたしました。 

 それで、先ほどご質問の中にもございましたけれども、代替案

につきましては、これから、例えば角間川については、県と市町
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村あるいは流域住民の方にも入っていただいて構成する流域協議

会を設置いたしまして、これらの原案に対する意見交換を行う中

で計画の実現に向けて詰めてまいりたいと考えております。以上

です。 
野口委員長 

 
 ちょっと今のでは、おそらく十分に納得的ではないのかもしれ

ませんけれども。ちなみに今の流域協議会は、もうすでに設置さ

れているんですか、これも今から設置予定ですか。 
田中治水・利水

対策推進室長 
現在はまだ設置されておりませんで、今年度中には、角間川に

ついても設置するという方針で現在準備を進めております。 
野口委員長  はい、分かりました。ということでございますが、はい。 
梶山委員  常識的に言うと、ちょっと今のお答えではほとんど納得できな

いと言いますか、やはりもう少し代替案ができるということを、

普通の人が聞いて納得できる程度に話していただきたいというこ

とがひとつの希望なんです。それでこのいただいた資料の中にも

もう少し、実は本当にこれダムを造らないのかということを疑問

に思わせる部分が、例えば答申の中にもありまして、１５年６月

２４日の例えば答申の中に、水源調査や角間砂防堰堤の水道水源

としての利用を検討してもなおかつ水資源に不足を生じる場合に

は、適正な不特定容量を合わせ持つ新たな利水ダムを考慮するこ

ともやむを得ない、ということが答申の中にも入っているわけで

すね。そうするとこれは、本当にダムを中止するのかということ

を疑わせる、その事情も書いてあるわけでして。それからその上

の、水利権の調整については県が仲介役となり、当事者間の話し

合いを進めることとありますが、これはまったくまだ話し合いも

始まっていないというような状況がここに書かれているわけでし

て。そういう意味で言いますと、ちょっと今のご説明では不足で

はないかと思いますが。 
田中治水・利水

対策推進室長 
 利水面に関しては、食品環境水道課長もお見えですけれども、

中野市あるいは山ノ内町とは９月に調整会議ということで、県の

方から出向いて行って、これからいろいろ調整させていただくと

いうことで打ち合わせをしております。これは９月です。それで、

それ以降、これから具体的にどのように利水対策をやっていくか

ということで協議を進めて行くという予定でおります。 

治水面に関しましては、答申いただいて県の方針を決めました。

そして具体的には、９月補正の中で調査費を認めていただきまし

て、それに基づいて、夜間瀬川、角間川の治水計画を早急に立て

るということで、現在進めております。以上です。 
野口委員長 はい、いずれにしてもまだ今後の問題ということのようでござ
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いますけれども。 
梶山委員 今うかがって分かったのは、要するにまだ具体的に、十分具体

化していないということを述べられたと思うんですね。それと、

もう１点うかがいたいのは、答申の中で、新たな利水ダムを考慮

することもやむを得ないという部分があるんですが、これについ

てはどういうお考えなのかうかがいたいと思いますが。 
野口委員長 ここはかなり大きな、答申と、それから一応中止という断定的

な再評価案のところでの問題が含まれるところかなという気がし

ますけれども。 
佐藤食品環境水

道課長 
 食品環境水道課長の佐藤でございます。利水班の副班長を務め

ております。この角間ダムというのは多目的ダムでありまして、

今回の答申を受けて、推進本部ではこの多目的ダムという形での

ダムは中止だということは明確に決まりました。 

答申の案の中にあります利水対策、いろいろなことをやっても

あえてそれでも水が足りない場合には利水ダムということをとい

うのがありますが、私ども現在、中野市さんと話し合いを進めさ

せていただいていますのが、あくまで水道事業というのは市の自

治事務でございますので、調整させていただいておりますが、最

初から利水ダムありきではなくて、あくまで井戸なり表流水なり、

その他のいろいろな方法でいかにして中野市の水を賄うかという

ことで、一応補正させていただくという方向でありまして。基本

的には、利水ダムが最初にありきではなくて、それは、どうやっ

てもどうにもならないときはという答申がありましたので、最後

にそういうことはあり得ることはないと私どもは思っております

けれども。基本方針は、最初に利水ダムがあるということでも何

でもございません。 
野口委員長  いや、最初からあるわけではなくて、この答申自身も状況によ

ってはやむを得ないという言い方なんで、最後的な言い方なんで

すが。少なくとも現時点での再評価案の範囲では、そのことはな

いと。あくまで代替案、河川対策、その点で行くんだということ

のはずなんです。そうじゃないとこちらの構えもちょっと、もう

１回ダムに戻るのかということも射程に置いて議論しなくてはい

けませんので、ちょっとそこは話が違ってくるということなんで

す。 
北沢技術管理室

長 
 よろしいですか。事務局として、資料のご説明を申し上げます

けれども。私どもがご審議いただいている内容は、あくまでもこ

の中止のこのペーパーだけでして、その参考資料して、あるもの

は全部出しなさいと言われたもので、左側に、次ページに答申を
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出して、右側に県の方針を出しています。私どもが、ご審議いた

だく内容は県の方針の方だけですので、これは資料として扱えと

いうことですので、よろしくお願いいたします。 
野口委員長  そういうことで、もう一回うかがいますと、答申はそう書いて

あるけれども、再評価案にはそれはないということでいいですね。 
北沢技術管理室

長 
はい。県の方針が県の案ですので。 

野口委員長 そういうことですね。では一応それはそれで、はい。 
梶山委員  確かに役所の言い方だとそうなると思うんですね。現行のダム

事業について中止すると、こうありますから。ただ、一般県民は

決してそう見ないわけでありまして、現行のダム事業と、確かに

役所の目で見れば別事業だけれども、そのあとに別のダムが出て

くるかもしれないよという話があると、それはもう騙したなとい

う話になります。必ず普通の人はそう思います。ですからそれは、

そういう可能性はもう絶対考えないんだということを前提にして

現行のダム事業について中止するということは、これは明解で、

私も、それはあとはもう少し具体的なものがあるなら、それを出

してくださいという程度の話で済むと思うんですが。その点が今

のお話ですと、やはりまったく否定するわけではなくて、先ほど

のお話ですと、私がうかがったニュアンスではそんなに低い可能

性でもないのではないかというような印象も受けましたので、も

しそうであれば、そこはやはりできるだけ明確に、まず９９％な

い話ですよとか、そのぐらいのことがないとちょっと納得できな

い部分があります。 
野口委員長  我々が少なくとも額面どおり受け取っているのは、答申案では

なくて再評価案です。再評価案にはそういう、場合によってはダ

ムありということは一切うかがっておりません。答申にあること

は承知しております。だからそこが我々再評価案を今審議してい

るということですので、ダムもあり得るよという話は、少なくと

もないということだけははっきりしていただかないと、またそこ

からということになるとややこしいですので、そこはよろしいで

すね。 

あとは梶山委員、もうあとは信用問題で、我々が騙されるのか、

まあ県民とともに我々は監視していますので、それはひょっとし

て遠い将来には事情も変わってということが、それは絶対にない

とは言い切れないかもしれませんけれども。少なくとも今、１０

年、２０年の対策の中に、ダムの問題は以後外しているというこ

とだけは確認しないと先に進まないかなと思いますので。それだ
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けはよろしゅうございますね。確認として、はい。 

そしてその上でなおかつ、これは梶山委員だけではなくて、他

のダム問題でも然りで、若干の成熟度は違いますが、流域対策が

まだ未確定の部分があったり、不十分さ、とりわけこの角間ダム

については今から流域対策協議会も設置ということで、先ほどの

浅川とか下諏訪の場合にはもう何回もやられて具体的に進んでい

るというのに比べると、若干先ほども見切り発車みたいな言い方

もされましたけれども、その辺のところはありますか。 
田中治水・利水

対策推進室長 
 説明不足で申し訳ございませんでした。角間川につきましては、

治水の基本方針が河川改修で行うということで、特に浅川、砥川

のような流域対策で、例えば遊水地であるとか、そういったもの

については特に考えておりませんという、現在の状況は河川改修

で行くと。河川改修でダムに替わる治水対策が可能であるという

判断でございます。 
野口委員長  流域協議会とか、そういうことも、今は必要性がないというこ

とですね。協議会はあるんですよね、ありますよね。 
田中治水・利水

対策推進室長 
 協議会は必要性を認めておるんですけれども、今の治水に対す

る流域対策という面での説明でございます。 
野口委員長 

 
 他の委員の方、中嶋委員も含めて、これ以上詰めきれない面は

当然残りますので、その辺のところでまたご判断いただかなけれ

ばいけないかもしれませんけれども。いかがでしょうか、今のや

り取りでだいたい論点はお分かりいただいたかと思うんですが。 
中嶋委員  いただいた資料だけではとても読み切れないんですが、先ほど

からのお話ですと、治水についても利水についても、いただいた

資料よりはずっと具体化したものがあるというようなお話だと思

いますので、できる範囲でそういうものも見せていただければと

思いますが。 
野口委員長 

 
今まで我々のところに配られている資料以上に、その後何か詰

められたような対策なり方針はありますか。 
北沢技術管理室

長 
 前々回に、ある資料はすべて出しなさいという指示のもとで集

めたものがこれですので。浅川、砥川と違いまして、６ダムはこ

の程度のものしかないということでございます。ただ検討の中で

は、今、田中が申し上げましたように、河川改修だけでできると

いう判断をしているというだけでございます。 
野口委員長  それではちょっとまたあとで結論なりをいただくとして、先に

また進めさせていただいて、議論だけをさせていただきたいと思

います。 

次の浅川ダムは、これは一応結論をいただいておりますが、こ
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の中の梶山委員と同じ性質の内容で中嶋委員、お２人から、特に

ストレートには梶山委員からですけれども、これが中止になると

いうときに国庫補助金の返還問題、この辺はどうなっているんだ

と。中嶋委員の言い方でいくと、財政的部分をお願いしたいとい

う、同じような趣旨だということでしたけれども。これにつきま

してご回答をいただくべく、何か今資料が回ったようでございま

すけれども、ご説明をお願いいたします。はい、どうぞ。 
小林河川課長 

 
 河川課長をしております小林と申します。まずはじめに、梶山

委員さんからの契約解除に基づく件でございますけれども。契約

解除に基づく損害賠償等につきましては、現在ＪＶの方と協議中

ということで、内容等について具体的にお話する内容がございま

せん。現在協議中ということでございます。それともうひとつ、

補助金返還の問題でございますけれども、それは事務局の方から。 
北沢技術管理室

長 
 補助金の返還については、全部に共通するということで事務局

の方からご説明させていただきますが。お手元の方にペーパーを

配布させていただきました。これが今年の４月２５日付で出てお

ります国土交通省の４局長の通達でございまして、裏面を見てい

ただきますと、この辺の趣旨はすでに地方分権改革会議とか、閣

議で決定されている内容なんですが。中段の方に都市・地域整備

局というところからお読みいただければと思います。これらの事

業においては、行政官庁が行う政策の評価に関する法律の趣旨に

沿った適正な手続きを経て実施された公共事業再評価の結果、事

業主体である地方公共団体が事業を中断した場合には、補助金に

係る予算の執行の適正化に関する法律に規定する義務違反がない

限り、補助金の返還を求めることがないので、その旨遺漏なきよ

う取り扱われたい、ということで通知をいただいております。 

ですので、ここの監視委員会をもとに再評価で決定した中止事

業については、すでに使用しました補助金の返還を求められない

ということになっております。ただ最終的な決定は、それぞれの

補助事業者の、国の各セクションが判断することでございますけ

れども、一応こういうことで４局長から通知をいただいておりま

す。 
野口委員長 両委員の方で何かさらにご質問はありますか。 
梶山委員 

 
 ＪＶとの違約金の問題ですか、契約書上はどうなっているでし

ょうか。 
小林河川課長 

 
 ＪＶの方から１２月と６月に損害賠償額を示してほしいという

申し入れがございましたけれども、県といたしますと、損害賠償

については、もしかしてあったにしても県の方から損害賠償を提
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示することはできないということで、８月のときに文書でＪＶさ

んの方にお答えをしておるところでございます。 
野口委員長 当然、契約書はあるんですよね。 
小林河川課長 

 
契約書はあるんですけれども、ここに手持ちがありませんから、

表示のことを、確認ができません。申し訳ございません。 
野口委員長 

 
 そうしましたら、また明日もありますので、そのときまでに準

備いただけませんか。 
小林河川課長 明日用意いたします。申し訳ございません。 
野口委員長 

 
 それから、その違約金、補助金の返還云々の問題はこれはこれ

で解決済みと言いましょうか、特に問題はないということのよう

ですが、違約金は、これだいたいどの辺ぐらいの幅というか、そ

ういう想定というのは全然ないんですか。つまりこれ止めた場合

にはこれぐらいの補償額がかかって、実際にダムを造るよりはこ

ちらの方が効率的だとか何とか、おそらくそんな話がどこかにあ

ったような気がしたんですけれども、そういうのはなかったです

かね。 
岡本委員 

 
 非常に一般的に言って、従来の地方自治体なり何なりと業者と

の契約で、違約金があるのは業者の方に何か問題があったときに

違約金を取るのであって、こちらはだいたい止める想定の公共事

業なんかやっていませんから、うちが止めたらお前の方にいくら

やるという違約金は一般にはないはずなんですね。ですから、こ

れはむしろ一般的な司法の問題になって、業者が違約金の、違約

金になるのかな、訴訟を起こして、そこで民事的にたぶん決める

話になるので、そのときにどれぐらいの違約金の裁定が裁判所か

ら示されるだろうかということについては、やってみなければ分

からないというのが一般ですが。 
野口委員長  想定は全然されていませんか。 
岡本委員 弁護士さんがいらっしゃるから。 
梶山委員 契約書に書いてあるはずです、必ず。条項が書いてあるはず。 
野口委員長 

 
 では、これも含めて明日までに、まず契約書がどうなっている

のか、それから違約金なんかのことが、ある算定なり想定がされ

ているのかどうか。されていなければ、それは。はい、どうぞ。 
高橋徹委員 

 
 違約金の算定はたぶん事務局もしないと思うんですけれども。

一般的な話として、一番高い金額とすれば、ＪＶがその工事をや

って受けかりし利益ということですね。ですから１２９億円で契

約して、１０％の利益があるということであれば１２億９,０００

万円と。最低はゼロだと。その間のどこかではないかということ

です。一般的な話ですがね。 
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野口委員長 

 
 その辺、何か今みたいなお話が、もし公式的にというか、試算

的にでもあれば教えていただきたいと。つまりお願いは、契約書

の問題と違約金の算定等の何か試算があるのかどうかということ

でございます。 

そうすると、中嶋委員の方、この問題はそういうことでよろし

いでしょうか。あるいは別の意図が。 
中嶋委員 

 
今のお話で結構なんです。それで、私の方は別に弁護士ではあ

りませんので、詳しい話は分からないんですが。県民の側から見

るとこの問題は非常に大きな、クリティカルな要素だと私は思い

ます。そういう意味で明日ですか、そういう情報を少しお出しい

ただけるのかどうか分からないのですが、出せるところまでで結

構ですので、きちんと説明をしていただきたいということをお願

いしたいと思います。 
野口委員長 

 
 では、違約金と契約金の面、明日お分かり次第お願いいたしま

す。それでは浅川ダムで何か他にご質問、ご意見等ありましょう

か。今、事前の意見聴取では、今みたいなところがメインであり

ました。それでは特になければ、次の黒沢ダム。ここはこの表で

ありますように、再評価案に対する意見はありませんでした。コ

メントが若干付いておりますが、特に何か取り上げるべきことは

どうでしょうか。岡本委員は、特に何か問題視されているという

わけではないようですが。読み返していて何かこれは、趣旨説明

はありますか。岡本委員、これ特によろしいですね。他の方、特

にここはほとんど問題がなかったんですけれども。 

それでは先に行かせていただいて、郷士沢ダム。ここについて

も、一応、梶山委員と宮坂委員が、再評価方針に対して意見あり

という言い方でありますが、中を見ると必ずしも基本的には異論

ないという言い方もしてあるんじゃないかという気がしますが。

ここら辺ちょっとご説明いただけますか、梶山委員。 
梶山委員 

 
 ここに書きましたとおり、結論には特に異論はございません。

ただ、答申はあくまでも資料というのは、これはやはり分かるん

ですが、資料である以上その再評価案の参考資料でもあるわけで、

そういう意味で申し上げますと、答申の中にある化学肥料の過剰

投与が主原因であると言われる云々に対して、汚染物質の除去と

放出禁止条例を制定することを要望するというのが答申にあっ

て、これは県の方針としては、これは無視するんなら無視するで

も別にかまわないんですが。何かその点について、コメントいた

だければいただきたいと、そういう趣旨でございます。 
野口委員長 何かお答えありますか。はい、どうぞ。 
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佐藤食品環境水

道課長 

 

 今の件でございます。現在村といろいろ話し合いをさせていた

だいております。その中で、この窒素負荷の主な原因、人糞とか

家畜糞尿、ここにありますような化学肥料、その他土壌中の云々

とありますが。その窒素負荷の主な原因は何であるか、そして削

減可能な負荷量というのを明らかにして、その負荷量を削減と地

下水汚染の改善の関係を定量的に明らかにするというところから

まず取り組んでいきたいということで、現在関係部局で調整させ

ていただいております。できれば今年度からでも着手できるよう

な形でやっていきたいというように考えております。 
梶山委員  条例化を考えておられるんですか。 
佐藤食品環境水

道課長 

 

条例化につきましては、まずはいかにして減らすかということ

を考えた次のステップと言いますか、まずはこの対策の方を先に

考えさせていただいて、それで必要ならば条例化等のことを考え

ていくという手順かなというように考えております。 
野口委員長 

 
 よろしゅうございますか。他の出席委員の方からは特にコメン

トは出ておりませんでしたけれども、何かお気づきの点はありま

しょうか。 

 それでは、これも先に進ませていただきまして、駒沢ダム。こ

れもこの一覧表の中にありますように、梶山委員から異論が一応

出ておりまして、検討委員会の答申とのずれと言いましょうか、

その辺のところかと思うんですが。直接、委員の方からご説明い

ただけますか。 
梶山委員 

 
 これも先ほどの見切り発車的な話とある程度似ているんです

が。浅川の場合にもあったんですけれども、基本高水流量が、現

時点では両論併記的な形で、部会の中でもあるいは検討委員会の

中でももめたと。結局、治水・利水対策についての方針として、

基本高水流量は答申を尊重して概ね５年間、流量観測等を実施し

て検証を行うこととし、その結果が出るまでは維持管理と必要な

対策を行うと、こういう書き方、まあ浅川の場合にも実は同じよ

うな書き方がされているわけですが。 

要するに、これは検証を行って、ではそこで方針の転換があり

得るのかどうか。その辺が検証を行うぐらいだから、何か目的が

あってやるわけで。その辺が、要するに曖昧なまま残されていて、

読んでみても、何のための検証で、では５年間やった結果どうい

う結果を得たら、どういうふうに方針を転換するのかということ

が、全然その先が書かれていない。やはりそこはもう少し分かる

ように書いていただきたいということ、そのご説明いただきたい

ということでございます。 
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野口委員長 

 
 はい、分かりました。それではこの駒沢川の答申と、その方針

と書いてある、今のそれのところの一番上のところで書いてある、

この概ね５年間、流量観測等を実施して検証を行うこととし、そ

の結果が出るまでは維持管理等、必要な対策を行うという、こう

いう言い方なんですが、この辺のところのご説明をいただけます

か、どうぞ。 
田中治水・利水

対策推進室長 

 

 ちょっと、凍結に至った状況をお話申し上げますと、検討委員

会、その前に部会がございまして、部会で審議されまして、それ

がさらに検討委員会に上がってまいったわけです。その中で流域

面積、要はダムに流れ込む、どの範囲かということの中で、あそ

こが４.４平方キロメートル、基準点でございましたけれども、そ

のうちの１割ぐらいが駒沢川でなくて、近くにもうひとつ高橋川

という川があるんですけれども、そちらの方へ流域として流れて

いるんではないかという議論がございました。 

それで、いろいろ議論する中で、やはりちょっと見解と言いま

すか、いろいろ各委員さん、あるいは県の河川課の方で考えてい

る見解と言いますか、それがなかなか噛み合わないと言いますか、

はっきりしませんでした。それで、いずれにしても、大雨のとき

は駒沢川の方へ流れていくケースもあったりいろいろでございま

して、もうちょっと時間をかけて、ここで言うのは５年間ぐらい

という表示になっているかと思いますけれども、検証すべきであ

ると、そういう結論になりまして。上がるということではなくて、

むしろ流域面積が小さくなるんではないかという、そういった形

の中での議論がございました。 

それで、委員会の中ではそういった治水面では状況でございま

したので、直ちに中止ということではなくて凍結という結論でし

た。ただし、利水については、そちらの方が凍結であっても、直

ちにダムによらない方法でやっていくべきだという答申がござい

まして、県の方針としても、もともと多目的ダムということで駒

沢ダムを計画しておりましたけれども、片方の利水分での目的が

ダムによらないという方法でありますので、現行の多目的ダムは

中止するという方針といたしました。以上です。 
野口委員長 

 
はい。このいわゆる専門用語で凍結というのは、どれぐらいの

期間のことを言うんですか。中止というのは、もうこの時点で止

めるということですよね。凍結というのは何年間止めることを言

うんですか。 
田中治水・利水

対策推進室長 

 この箇所、流量測定とかいろいろありますけれども、特に何年

凍結ということではなくて、一応５年程度というふうに解釈をし
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 ていただきたいと。 
野口委員長 ５年ですか。 
田中治水・利水

対策推進室長 
 凍結と言いますか、いわゆる流量観測に要する時間ですね、そ

れが５年程度かかるということで。 
野口委員長 

 
 分かりました。いやそうすると、今、ちょっと梶山委員からの

ご指摘の概ね５年間流量観測等を実施して検証を行うという言い

方をすれば、５年間は一応再評価もあり得る、つまり凍結という

のが、ここからは言葉の正確さからすると、というニュアンスに

も取れるんですよね。だから中止ということはもう、一応、もち

ろんいろいろ観測はしていくんでしょうけれども、ここで中止と

いう結論を出したということですよね。凍結ということは、例え

ば５年なら５年ぐらいは、いろいろそういう流量観測とかいろい

ろ検討をして、そのあとに継続か中止かを決めると。例えば、国

語的意味合いではそう理解しますよね。 
小市土木部長 

 
 この駒沢につきましては、流量観測というその観測をして求め

ることが、要するに流域の、いわゆる高水そのものでなくて、流

域自身の面積の確定をしたいと。部会でも川が２つございまして、

県が引いた流域界というのは、もっと本当は高橋川の方へこの辺

は流れるのであって、要するに駒沢川自身の流域はもっと小さい

のではないかということがありまして。その辺は非常に水田とか

いろいろな、区域がなかなか難しいところがありまして、いろい

ろ水路が入り組んでいるということで。 

それでは、高橋川と駒沢川に２つ流量観測所を設けて、雨が降

ったときにどんな比率で出るとか、洪水はどうだとかいうことを、

少しある期間観測することによって、その流量比率等から流域界

というものをもう一度検証していこうということがありまして。

その流域界の検証でございますので、その流域界が検証されれば

その面積に基づいて、もう一度高水の算定をしようと。そうする

と、３０分の１の高水が変わってまいります。ですからその間は、

河川の維持管理をして、きちんと決まったところで河川改修でや

ろうと。基本的には、この駒沢ダムの場合には、治水対策は流域

対策ではなくて河川改修でいけるという、いわゆる概算の算定を

してございます。それに基づきまして、河川改修でいくと。河川

改修の最終的な規模というのは、この流域界を確定してから決め

ようと、こういうことでございまして。高水自身の流域界とは若

干違いますけど、そういうことで、今回、県の方針としては、こ

ういう方針を出したということでございます。 
野口委員長 梶山委員、いかがでしょうか。 
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梶山委員 

 
 そうしますと今のお話ですと、河川改修の内容を具体的に決め

るための検証だと、そういうふうに理解してよろしいんですか。

そうすると５年間ぐらいやって、それで河川改修の具体的な工事

の方法とか、区間が決まっていくと。そういう理解でよろしいで

すか。それでは結構です。 
野口委員長 

 
 今の点、他の委員の方はいかがでしょうか。岡本委員からは、

これはむしろ一定の問題提起というか、具体的なことの提起とい

うことで、コメントということでは特にないかと思いますけれど

も、特に補足することはよろしゅうございますか。 

 それでは特にないようですので、あと次に蓼科ダムでございま

す。これはこの表のように全員異論なしということで、若干のコ

メントがありますが。岡本委員、何かこれはありますか。特にも

うこれで妥当だということですよね。ですから特に異議というこ

とではありません。 

するとあと最後のページは、一度方針を確認、基本線は認めて

いただきました下諏訪ダムでありますが、ここで一応より万全の

ためという意味で、梶山委員からこれは一応ありという言い方に

はなっていますが、これも基本方針はなしということの中に若干

留意事項と疑問点が指摘されているということのようでございま

すが。ここを梶山委員の方からもう少し説明いただけますか。 
梶山委員 

 
 結論としては、異論なしということで結構でございます。流域

協議会につきましては、前回でしたか、委員会でもだいぶ議論が

ありましたので、一応ここの部分について特に異議があるという

わけではないんですが。説明の中で流域協議会を設置してやって

いくんだから何とかなるんだというような説明が相当あちこちに

あるんで、ちょっと実態と内容がかけ離れているのではないかと

いうことで、疑問を呈させていただきました。 
野口委員長 

 
 はい、分かりました。この流域協議会の役割なり権限なり、そ

の辺のところに関してはまた何か少し全体に共通する面もありま

すので、提言的な形にまとめ得るものであれば織り込んだ方がい

いのかなという気もしますけれども。ちょっとそこは各論ではな

くて、総論のところの話題に入れさせていただきたいと思います。

 それではダム関係のところ、もう一度確認しますけれども。下

諏訪と浅川、ここは一応ご了解を先にいただきました。そして、

今それ以外のところを一つひとつ見させていただきましたが、特

に議論になったところで言えば４ページ目の角間ダムのところ

が、中止ではなく凍結ではないかという、ここについては梶山委

員、やはりこのままのご意見でしょうか、あるいは不十分さはあ
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るとしてもまあやむなしという範囲なのか。 
梶山委員 

 
 ちょっと難しいとこなんですが。先ほどからご説明としては、

代替案としては大丈夫だという自信を持っておられるようなお話

が出ているんですが、一方では、これ以上具体的な資料はないと

いうことなので、ちょっとその辺は納得できない部分が残ってお

ります。 
野口委員長 

 
 分かりました。これは先ほども触れましたけれども、この角間

ダムだけということではなくて、全体的に、今後の流域対策の具

体化のところで、完全に詰め切れていない、つまり基本方向性は

ダムに替わるものとして流域協議会や河川対策等でやっていくと

いう、そこは皆さん方全員一致で異論がないところで。その各論

的なところについては、今の段階で、これちょっと変な言い方で

すが、先ほどの言葉で言えば見切り発車的にという側面があろう

かと思いますけれども、今、午前中も申しましたけど、この我々

の役割が、では代替案が全部出てくればそれで、科学的根拠を持

ってこれで問題なしと言い切れるだけの判断力があるかというこ

とも、また問われます。つまり今、十分検討が尽くされていない

という側面と、尽くされたらそれで判断が完全にできるかという

両側面がありまして。それで私あるいは委員の皆さんも、専門性

からするとダムの専門家ばかりが集まっているというわけでもあ

りません。自然科学の専門家というわけでもありません。したが

って、そういう意味で言えば、代替案なるものが完全に詰まれば、

その段階には明瞭な回答が出せるということでも必ずしもないん

じゃないかということなので、おそらくこの委員会としては、ダ

ムによらない対策というものの基本方向が、今後見つめるべき課

題を残しつつも、ある程度大筋として出てくれば、その方向でや

っていただくことに対してＯＫなのか、いやその方向はまずいと

言うのかという、結局、最終的判断はそこしかないんじゃないか

ということで、今も皆さんのご意見をここに一括表にしておりま

すように、各委員の方のほとんど大部分が再評価案に異論なしと。

そしてその上であえてこの辺のところはお聞きしたいとか、その

辺はもっと検討してほしいという、言ってみれば注文をつけられ

たというふうに私は理解したわけであります。 

そういうことで、できればこれに対する一定の結論を出さなけ

れば逆にどういうことが起こるかと言うと、ダムなし案という方

向にきたと､代替案を含んだ対策、これはまだお墨付きは得ていな

いと。そうすると、結局、今、県等はどちらの方向を向いて行っ

ていいのか分からないという、極端に言えば無方針状態になると
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いうのもまたまずいなということで、行政はストップするわけに

はいきません。というので、おそらく今後もこの代替案が住民と

の協議の中である方向をたどったときに、いろいろ住民との間に、

場合によっては摩擦なりあるいは異論なりということがあるかも

しれませんけれども、そこはやっぱり十分吸収するシステムの中

で、より住民本位の治水対策等を取っていただくというようなこ

とを期待する以外にはないのかなというのが、私の個人的判断で

あります。 

そういうことで、特に何かこれだけは言っておきたいというこ

とがなければ、一応この角間ダムも含めて、２事業は一応お認め

いただきましたから、あとの残りの６事業、これについて結論を

得たいというふうに思いますが、いかがでしょうか。何かどうし

ても言っておきたいとか、ちょっと待てとか、そういうのがあり

ましたらお願いします。 
梶山委員 

 
 私もそんなに固執するわけではなくて、ダムなし案というのは

基本的には賛成なんです。ですから別に、現実問題として、では

中止と凍結はどう違うか、凍結も基本的には当面ダムなしという

ことで同じですから。むしろ私の考え方としては、確かにおっし

ゃるとおり代替案が出てきたからそれを科学的にいいか悪いか判

断する、まあそういう場ではないと思うんですね。ただ、そうい

うものが全然出てきていないという状況で、これ逆に県民の目か

ら見て、そういうものが全然出てきていないのに、もう永久に中

止だよというのはむしろ合理性のない言い方ではないだろうか

と。それは、この角間ダムだけに限る問題ではないと思うんです

が。私が拝見した資料の中では、やはり角間ダムが一番その点未

成熟かなという感じがしたものですから。ダムなしというところ

では一致するんですが、やはり凍結と言った方が県民からも理解

が得やすいのではないかというのが私の考えでございます。ただ、

どちらにしても当面ダムなしということでは同じですから、特に

私の意見は、他の方全員が中止でいいということであれば、それ

程固執するつもりはございません。 
野口委員長 

 
 はい、分かりました。大変貴重なご意見だと思います。他の委

員からは、特に今、角間ダムが取り分け未成熟だということでの

意見ですけれども、全般に通じても結構です。 
高橋彦芳委員 

 
 私も欠席してしまって申し訳ないんですけれども、比較的、角

間ダムは近い所なんで関心もあります。今、このダムについては、

非常に利水が、特に中野市の利水が問題なのではないかと思いま

す。このダム中止案というかそういうものが出て、今、北陸新幹
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線で飯山へと通ずる中野のトンネルを造ってるんですよ。そのト

ンネル開削をやっていたところに大量の水が出たんですね。中野

市は何とかその水を、角間ダムを中止にという案も出ているので、

何とかその水を引けないかというようなことで、鉄建公団の方へ

精力的に交渉をしたようです。でも一時的な水だよということで、

これから永久に中野市の飲用水を賄うというようなことはちょっ

と確約できないというようになったということです。 

そういうようなことから考えて、梶山委員の言われるように、

これは永久にダメですよと言っただけで、あと本当に利水の問題

がそれに頼りたいという、そういう地域の念願があれば何とか、

他の方法で本当に何とかできるのか。そういうことも、これはや

はり考えてやるべきではないか思います。そういう意味では梶山

委員の凍結ということは即ダムを元に戻すということではもちろ

んないわけですが、一定の配慮が必要ではないかということなん

です。私どもはそういう点から、飲み水の確保というようなこと

から考えると、そう言われればやはりそうかなという感じもする

んです。 
野口委員長 

 
はい、ありがとうございました。他の委員で何かご発言はあり

ますか。 
岡本委員 

 
 私は、今の高橋村長の意見のとおりだと思うんですが。ただ、

これはだれに対して発する言葉かと考えたときに、凍結と言われ

たら、市長は心配なさっていたけれども、融解したら元に戻るよ

というニュアンスを含んでしまうんですね、どうしても、第三者

に対しては。だから、これはあくまで県民に対してのアカウンタ

ビリティを要する文言ですから、しかも今まで長野県の中で凍結

という言葉は使われてないんですね、一度も。それを突然ここで

持ち出して、またそこをいちいち注釈を加えてということは、い

たずらに、毛を吹いて疵を求める感じがするので、やはり結果と

して中止という、物理的にはそういうことがあるので、梶山委員

もご了承いただけているようですから、私はなるべく対外的に説

明能力という点からも、このとおりで承認した方がいいんではな

いかと思います。 
野口委員長 

 
 ちょっと念のために言葉の問題ですが。今日お配りされた中の

資料－３を見ていただきたいんですけれども。資料－３のところ、

今日の配布資料、監視委員会次第の数枚目のあとのところに資料

－３というのがあります。そこのところに、長野県の再評価の判

定基準というので、見直して継続というのと、計画変更、一時休

止、中止とあります。ここには凍結という言葉は、今使っており
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ません。ですからあえてこの中の区分によれば、一時休止みたい

になりますが、ところが一部休止というのはニュアンスが違いま

す。事業の必要性は認められるが、当面早期の完成を図らず、財

源状況の好転等、状況の変化があるまで工事を休止すると。だか

らこれはどちらかと言うと継続の中断でしかありません。つまり、

中止のもうひとつ前の段の、今、凍結という言い方をされました

けれども、この言葉の使い分けは、一応、今、再評価基準の中に

はありません。したがって、凍結ということになると、これはま

たどういうことだということになりますし、一時休止では、これ

は明らかに言葉遣いは間違います。 

そういう点でいうと、中止ということの中に今言った、付帯決

議的にと言いましょうか、ということで、少しこれは角間ダムだ

けを取り上げるのか、あるいはおそらく先ほども話題になってい

ますように、どの案件も完全に代替案は完成されているかという

と、かなり今後に詰めるべき問題は多少なりとも残っています。

そういう意味でいくと、必ずしも角間ダムだけの問題ではないの

で、いくらかそういうダム問題に対する、全体的には了承したけ

れども代替案というか、流域対策とか河川対策等の具体化につい

ては、なお今後さらに詰めていただくようにみたいな、何か文言

で付記か何かをするというやり方もあろうかと思うんですが、そ

の辺はいかがでしょうか。梶山委員、そういうことで凍結という

言葉がちょっと、それは作っていけないことはないんですが。 
梶山委員 やはり、何らかの具体的なものがあった方がいいです。 
野口委員長 

 
 つまり全面的にこれでいいということではないんだと。まだ必

ずしも十分ではない面もあるけれども、基本方向を認めるという

ことであって、あと具体案については、代替案については、さら

に現地の意向なりも踏まえて、十分検討していただきたいという

ような、そういう要望事項を付けておくと。いかがでしょうかそ

ういう方向で。 

それでは、別に急ぐわけではありませんけど、一つひとつ区切

りを付けていった方がいいと思いますので、この長年の懸案でも

ありましたダム問題に関しては、８事業とも原案どおり中止とい

うことでご了解をいただけないでしょうか。 

出席委員一同  異議なし 

野口委員長 

 
 はい、それではこれでこの案件は、一応審議終了ということに

させていただきます。それでホッとしたところで、時間はあまり

経っていないんですが、何となく気分的には相当経ったような、

大半終わったような気がし始めましたけれども。ではもうひとつ
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行きましょうかね。 

 次はこの議事次第でいきますと、ちょっと待ってください。全

部で４６箇所残ったんですか、これで。８つが終わって、この間、

林道その他を含めて５つ一応終わったんじゃないかな。あと４０

ですね。ではあと４０箇所残っております。それで、冒頭にもお

話しましたけれども、順次、土地改良、林道、都市計画、下水道、

道路、河川の順でお願いしたいと思います。それでまず土地改良

事業からでございますが。まず全事業４０事業、これをさっと一

応説明いただいて、そして審議は今言いました事業ごとにやらせ

ていただくというふうに考えております。それでは全事業、４０

事業、この辺の説明をお願いいたします。 

北沢技術管理室

長 
 それでは事務局の方からご説明申し上げます。第１回監視委員

会でひととおり、５３箇所をプロジェクターを使いましてご説明

しましたので、今回は個別にご説明はしないで事業ごとの取り組

みについて、概略を事務局の方からご説明したいと思います。 

 今年の２月に公共事業のあり方等についてというご提言をいた

だきまして、それに基づきまして、今年の再評価を行ってまいり

ました。それによりまして事業の必要性を再検討しまして、真に

県民益に結び付くかを以下の項目から見直しました。ひとつとし

まして、平成１４年度長野県公共事業再評価委員会から提案を受

けた新たな視点、歴史的背景、社会的背景、環境、景観に対する

配慮、地域住民に対する配慮、災害・人命に対する項目を追加し

て、評価を行いました。２番目としまして、財政改革推進プログ

ラムの基本方針により公共投資が減少する中で、事業の計画変更、

一時的な休止を含め、踏み込んだ検討を行いました。判定基準を

従来の継続中止から、今年度からは見直して継続、計画変更、一

時休止、中止の４区分に変更して評価を行いました。今、ご審議

いただきましたダム事業以外は７事業、４５箇所ありまして、す

でに審議いただいたのは５箇所あります。ですから残っているの

は４０箇所でございます。 

そのうち農政部所管事業は畑地帯総合土地改良事業、上田市塩

田が１箇所です。本箇所は、県と地元の役割分担を再検討した結

果、事業主体、分担範囲の見直しを行いました。また、住民参加

の直営施工によりコスト縮減を図り、計画変更としました。これ

により、残事業費の１２.５％に当たる約３,０００万円の縮減を

いたしました。 

林務部所管事業は、林道事業の１６箇所あります。見直しの方

針としては、事業完了までに今後１０年以上かかる路線は全体計
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画の抜本的な見直しを行い、他の林道等との接続や森林整備計画

等を踏まえ、必要最低限の開設とし、原則として先線を中止また

は休止といたしました。これによりまして、これは資料－３をめ

くっていただきますと、２枚目のところに箇所ごとのリストがあ

ります。最初に申し上げましたのが土地改良事業、今これからご

説明いたしますのが林道事業でございます。このうちの見直して

継続する箇所は、東山線（佐久市～臼田町）以下６箇所でござい

ます。計画変更箇所は、相木川上線（川上村～南相木村）以下８

箇所でございます。一時休止箇所は、西山南線（奈川村）の 1 箇

所でございます。休止箇所としては、山の神線（小谷村）の１箇

所でございます。これによりまして、残事業の４２.２％に当たる

８９億１,０００万円を縮減いたしました。なお、このうち長谷高

遠線の長谷村につきましては、第２回の評価監視委員会の現地調

査で審議されまして、県の案により進められたいと意見をいただ

いております。 

土木部所管事業としては、次のページですが、都市計画事業、

下水道事業、道路事業及び河川事業の４事業があります。都市計

画事業は３箇所あります。見直しは、街路事業は、整備効果の観

点から一部区間を中止しました。また都市公園事業は、人と自然

との共生、住民協働による新たな整備手法をめざし、現計画を見

直しました。見直して継続とした箇所は、都市公園松本平広域公

園（松本市・塩尻市）の１箇所でございます。中止箇所としては、

都市公園烏川渓谷緑地（穂高町・堀金村）と都市計画街路公園外

１線（豊科町）の２箇所でございます。これによりまして、都市

公園事業の残事業の８４.５％に当たる８億２,０００万円、街路

事業の残事業の１００％に当たる１２億８,０００万円を縮減い

たしました。なお、都市公園烏川渓谷緑地につきましては、第２

回評価監視委員会で現地調査をされまして、県により事業を中止

されたいという意見をすでにいただいております。 

下水道事業は２箇所あります。見直しは、既存施設を利用した

処理場施設の更新や、埋設深を浅くした管渠の建設によりコスト

縮減を図りました。見直して継続する箇所とすれば、諏訪湖流域

下水道（岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村）。

千曲川流域下水道下流処理区（長野市・須坂市・小布施町・豊野

町・高山村）の２箇所です。これによりまして、この下水道事業

の残事業の１.３％に当たる６億５,０００万円を縮減いたしまし

た。このうち千曲川流域下水道下流処理区につきましては、第３

回評価監視委員会で現地調査をいただきまして、平成１５年度に
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進められている全体計画の見直しを平成１６年度に再評価監視委

員会に諮ることを前提に、県案により事業を進められたいという

意見をいただいております。 

次のページの道路事業は９箇所ありまして、再評価は、幅員や

歩道の見直しを行うとともに、トンネルや橋梁等の大型構造物の

縮減、縮小化および地形改変を極力少なくすることによりコスト

縮減を図る一方、緑化等による景観に配慮した計画としました。

見直して継続は、国道１５１号落合～新野バイパス（阿南町）。国

道１５２号向井万場拡幅（大鹿村）の２箇所です。計画変更箇所

は、国道１１７号替佐～静間パイパス（豊田村・飯山市）以下７

箇所でございます。これは見直しまして、道路事業の残事業の１

７.８％に当たる３６億３,０００万円を縮減いたしました。国道

４０６号の百瀬～茂管バイパスは第３回評価監視委員会で現地調

査をしていただきまして、県案により進められたいと意見をいた

だいております。 

河川事業は１４箇所あります。再評価に当たりましては、流下

能力があり、緊急性が低い等の理由から長い期間休止している箇

所、一部地元の合意が得られていない箇所は中止しました。浸水

しても被害の程度が低いと予想される区間を計画から除外し、護

岸施工にあたり材料を現地発生のため石に変更する等のコスト縮

減を図りました。見直して継続箇所は、農具川（大町市）以下６

箇所でございます。計画変更箇所としては、浅川以下４箇所でご

ざいます。一時休止箇所としては、天竜川（岡谷市・辰野町）の

１箇所でございます。中止箇所は、高瀬川（大町市・明科町・穂

高町・池田町・松川村）と百々川（須坂市）、船渡川（諏訪市）の

３箇所でございます。これも見直しまして、河川事業の残事業の

２８.６％に当たる１６９億３,０００万円を縮減いたしました。

なお浦野川につきましては、第２回の監視委員会で現地調査をし

ていただきまして、県の案により進められたいというご意見をい

ただいております。このうちの浅川、奈良井川につきましては、

ダム事業を中止するとした県の方針に沿って、改修計画を作成し

た段階でご審議していただくことを前提としておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

以上、現地を見ていただいたものを含め、４５箇所を見直しま

して、見直して継続箇所が１７箇所、計画変更が２０箇所、一時

休止が２箇所、中止が６箇所、残事業の２１.９％に当たる３２２

億５,０００万円を縮減いたしました。概略ですが、一括説明は以

上でございます。 
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野口委員長 

 
 はい、ありがとうございました。それでは一応全事業、残りの

事業についてご説明いただきましたが、質疑等は各事業ごとに行

いたいと思います。 

それで、まず平成１５年度公共事業再評価による見直し一覧表

のところの一番上にあります土地改良事業、ここで上田市塩田地

区のところが計画変更ということで、縮減事業費が２,５００万円

という内容もここに書いてあるとおりでございます。ここにつき

まして、何かご質問、ご意見はありましょうか。それではまたお

気づきになったらあとでということで。はい、どうぞ。 

梶山委員  ちょっと基本的なことをうかがいたいんですが。これ土地改良

区自体は存在する事業ですよね。 

北沢技術管理室

長 
 ありません。 

梶山委員 

 
 そうですか。土地改良区なしでやっている事業ということです

ね。それから、それをすると、説明資料の方に、これは何と言っ

たらいいんでしょうか、最初にいただいたもので、長野県公共事

業再評価委員会の意見というところで、地域住民の事業に対する

理解が得られているか、得られているとありますが。こういう得

られているというのは具体的にどういう形で確認されているの

か、それをうかがいたいと思いますが。 

野口委員長  はい、お願いいたします。 

土地改良課 

 
 土地改良課の北村と申します。今の地域住民の件でございます

けれども、ここの畑総事業につきましては、上田市も含めてやっ

ております。それで市の、一番上にもありますが、了解を得てお

りますが、現地におきまして地元区の方に話をしておりまして、

ちょっと詳細、何月何日という日付は今持っておりません。必要

があれば調べますが、地域に下ろしまして、役員会等で説明をし

ているところでございます。 

野口委員長  さらにありますか。 

梶山委員  説明したということですか。 

土地改良課 

 
 現在の状況につきまして、役員まで説明をしております。です

ので、ここの評価監視委員会の方向が確実に出ましたら、完全に

地域に下ろしていくという格好になりますけれども、概ねの方向

性だけは了解を得ているという格好でございます。 

梶山委員 

 
 要するに、説明をしたということが得られているという意味だ

と、そう理解してよろしいわけですね。 

土地改良課  特にその場で地元の方からの話は聞いておりません。 

岡本委員  計画変更案についての説明ですか。 
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土地改良課  そういうことです。 

梶山委員 

 
 はい、分かりました。それが得られていると理解していいかど

うかは別として、そういうお答えだということは分かりました。

野口委員長 

 
 要するに同意を得るということがなかなか難しいことで。地元

説明会をすればそれで同意を得たというふうに判断できるかどう

か、ということだと思います。そこで多数決とか、議決をしたと

いうことではないでしょうから、説明したそのときの雰囲気で、

特に厳しい異論はなかったということをもって同意を得たと、一

応こういうことなんでしょうね。 

土地改良課 

 
 はい、すみません。現状では役員レベルですので、関係する農

家あるいは地元の一般住民の方がおりますけれども、そこまでは

若干まだ確実なところはお話していない状況でございます。 

岡本委員 

 
 たぶん、梶山さん、弁護士でいらっしゃるから、一般的な土地

改良区として行う事業、つまり３分の２の同意を取って、あるい

は事業によっては全数同意を取って、それをもって承認と見なす

ということを頭に置いていらっしゃるものだから、これ市町村申

請の場合、しかもこれはそもそもの事業については一度現地に全

部説明が下りて、地域住民、特に受益者全員の賛成は得られてい

るわけですよね。ただ計画変更案について、改めて再度の説明を

用意したので今回やられたということだったと思うんですが、そ

うでしょうか。その辺がちょっと、混乱がたぶんあるんだと思い

ます。 

土地改良課 

 
 土地改良法によります法手続きとしまして、確かに事業費の大

幅な増減、あるいは事業量の大幅な変更に伴いまして、法でいう

計画変更という手続きを取っております。前回１１年度に、その

１回目の計画変更をしまして、関係受益者の３分の２の同意を得

ております。現行の計画変更の３,０００万円の減でございます。

それから事業量の若干の見直しがございますが、これは土地改良

法の変更要件に該当しない状況でございますので、法による手続

きは今考えておりません。 

野口委員長 

 
 はい。最終的には、役員会だけじゃなくて住民への説明会みた

いなものをやったあとで、一応、同意を得たと言いましょうか、

というところの最終的なことになるということでしょうか。 

土地改良課  地域住民の全員を対象にした説明会を考えております。 

野口委員長 

 
 梶山先生、よろしゅうございましょうか。他に何かご質問、ご

意見等ございますでしょうか。それでは、これらを含めて全部明

日の段階で決めたいと思いますので、今日は一応各論について、

それぞれご質問、ご意見等がありましたら出していただきたいと
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思います。 

 次に林務部、かなりの件数がありますけれども。これにつきま

して、何かさらに質問、説明を求めるようなことはありましょう

か、ご意見はありましょうか。はい。 

梶山委員 

 
 林道自体に対する問題意識と言いますか、問題意識というと、

ちょっと言い方は大げさですが。私自身は林道に関連する裁判も

やっていますので、その関連でもうかがいたいことがあるんです

が。 

ひとつは前に質問という形で出しまして、それに対する回答と

いうものをいただいています。私の、ひとつの問題意識としては、

林業が基本的には、さすがの長野県であっても毎年のように林業

に従事する人が減っているという現状があると思うんですね。そ

れからもうひとつは、これは現実に少なくとも私が関わっている

事件でよく見ることですが、ほとんど利用されていない林道がど

んどん造られていると、そういう現実もあるわけでして。つまり

ひとつ気になるのは、林道の将来の利用割合ですね、利用人数と

言いますか。そういうものについて、的確な見通しというものが

果たしてあってやっているのかどうかということがひとつ。 

それからもうひとつは、林道を本来の目的以外に利用して、例

えば観光だとか、このお答えいただいた中では、観光目的に利用

するのは、これは地域振興になるから大いに結構なんだという回

答もあったわけですが、私自身はそこはあんまり納得しておりま

せんで、観光目的で人が入れば地域振興になるのかというと、現

実にはその逆に行っている地域がいっぱいあるわけですね。例え

ば東京の数馬林道（奥多摩）、それから今関わっている事件では福

岡県の方にもそういう林道がございますが、要するに排ガスばか

りを落としていって、お金は全然落ちないという林道もいっぱい

あるわけでして。その本来目的以外の林道使用というものも当て

込んで林道を造っていいのかどうかということについて、どうお

考えなのか。 

それから回答の中に、林道を造るとその目的外使用も拒否でき

ないんだということが書いてございますが、これは佐賀県の基山

林道では、裁判所が廃棄物の運搬のために使う林道を林道管理規

則でもって止めて、それは適法だという判決が出ているわけです

ね。それ以外に仙台の丸森町でも同様の判決が出ておりまして、

つまり林道というのはまず目的があって、その目的外の使用まで

当て込んで造るべきではないと、そう考えているわけなんですけ

れども。これはいずれも基本的な問題ですが、その点についてど
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うお考えなのか、聞かせていただきたいと思います。 

井上林業振興課

長 

 

 林業振興課の井上巌でございます。ちょっと問題提起が多岐に

渡りましたので、後段の方からでいいのかな。目的外、廃棄物の

拒否が適法であるというようなお話がございましたけれども、こ

の辺、微妙な問題の部分があろうかというふうに、私は認識をさ

せてもらっております。専門家の先生にこういうことを言うのは、

はなはだ失礼ではございますけれども。要するに今のは、条例が

整備されている、されていないということ等と兼ね合いの問題が

あろうかというように認識をしております。その辺につきまして

は、条例の、あるいは規則等、条例であることはそれに越したこ

とはないんですけれども、私どもとすれば、現在までに林道の管

理条例につきまして、各市町村に作っていただけるようにご指導

を、というのは現時点では使えない言葉でございます。地方分権

の関係でございますので、それ以前にはご指導をさせていただき

ました。現時点も私どもからすれば、条例あるいは規則等をお作

りいただけるようにお願いをしてまいっております。基本になる

のはその辺にあろうかなというように思っております。 

それから、観光目的というようなお話でございますけれども、

その目的を想定して道を造るのか造らないのかと、こういう問題

があろうかと思いますけれども。そうではなくて、あくまで林道

は、本来の林道としての目的はあろう、あるというふうに認識を

しております。ただし、現状むしろ逆にそういう状況に、現在の

世の中の森林に対します癒し機能と言いますか、そういうものを

求めてお入りになって来られる方もたくさんおられます。そのこ

とは、逆に言いますと地域振興と申し上げましたけれども、観光

ということでいいのかどうか分かりませんが、私どもとすればい

わゆる林業関係による、要するに山村の疲弊と言いますか、元気

をなくしている山村にいろいろな方がおいでになることは、そし

てそれが私どもの新たな森林関連産業というような言葉を使わせ

ていただいていますけど、そういう創出につながればこれに越し

たことはないというように思っております。ただそのことは、今

もご指摘いただきましたけれども、何も車でゴンゴン入っていた

だきまして排気ガスを撒き散らすと、こういう話ではないだろう

なと、それはそれなりの仕掛けが必要だろうなと。この仕掛けに

ついても、今、私どもいろいろな検討はさせていただいていると

ころでございます。 

それから、どういう利用をというお話でございましたけれども。

これは、先だっても、長谷高遠線の現場でこういう形で利用して
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おります、こういう形でやらせていただいていますというような、

利用についての表を出させていただきましたけれども。まず林道

そのものより、当初は、今までの計画が、何て申しましょうか、

これだけの計画があって間違いなくやっていくよという林道では

なかったと。むしろ、やられるべき条件が揃っていれば、林道を

開けてまいりました。しかし今、時代は変わりまして、やはりそ

れはそれなりに、必要な計画を持った段階で開けていかなければ

ならない。私どもはそういうふうな形の中で、徐々にではござい

ますけど、やっとそこに手が付いたところかなというふうに認識

をさせてもらっておりますし、事実やらせていただいております。

あとひとつ林業の従事者の問題については、確かにご指摘のと

おりでございまして、私ども、計画の中では平成１２年度に４,０

００人程度、あるいは平成２２年には４,２００人程度の、要する

に山で働いていただく、いわゆる労働力が必要というふうに予測

をしておりました。おりますと言うか、おりましたになっている

部分もございますけれども。残念ながら、現在、予測４,０００人、

平成１２年度の数字を見させていただきますと４,０００人に対

しまして、２,７３２名でございます。よくもまあ３２名という数

字まで出てくるところあたりが、いかさまっぽいというふうに思

われたら失礼なんですけれども、実を言いますと、それ程シビア

に調査ができるという程に減ってしまったというふうにご理解を

いただければありがたいんですけれども。いずれにいたしまして

も、現在、山に対する県民の期待、あるいは国民の皆さんの山に

対するいろいろな要請がございます。いわゆる丈夫な山、あるい

は美しい山ということであろうかと思いますけれども。それをや

っていくためには、それはそれなりに合う労働力の確保を図って

いく必要がございます。そのことについては種々いろいろな施策

を打つ中で、確保に努めていると、こういうことでご理解をいた

だきたいなと思っております。以上でございます。 

宇沢委員 

 
 林道を造ってそれが癒しになると、森林の癒しの機能を高める

というのはとんでもないことでね。林道を造ったら、そこへ行っ

て森林の破壊だけを見るわけですよね。林道は、そこで働く人た

ちのためにあるんで、観光というものに結び付けるのはちょっと

異様な感じがしますね。林道を造ることによって、森林が壊され

て、我々が山に登ってどれだけ壊された森林を見て。私、３０何

年前に自然環境審議会とかいうところの委員をやっていました

が、ビーナスラインと称するとんでもないものを造る、そのとき

反対して辞めたんですけれども。あのときも観光というようなこ
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とを麗々しく打ち出した人たちがいて、本当に腹が立ちました。

やっぱり森林は、本当に人がようやく１人歩けるぐらいの道があ

って初めて森林ですよね。ただ、林道を造って、それが山間地方

の林業の発達、役立つ、それで雇用が増えるということはやはり

大事だと思います。 

井上林業振興課

長 

 

 貴重なご指摘ありがとうございます。私の説明、ちょっと語弊

があったようかと思いますけれども。林道が開けて癒しになると

いうふうにご説明したつもりはさらさらございません。たまたま

林道が開きますと、そういう形の中に入っておいでになる方もい

らっしゃると。それは間違いなく癒しを求めて入って来られてい

ると。今ご指摘いただきましたけれども、人が１人歩けるような

道、その中にやはりそういう人たちはある林道の、いわゆるスペ

ースの所に車をお停めになりまして山の中に入っていかれる、こ

れは事実でございます。ただそれを今簡単に、山村の振興にすぐ

結び付くという話ではないわけでございます。これを何か、森林

そのものが持つ価値観を、何か今の観光というのとはちょっと違

うと思うんですけれども、新たな何か山村の皆さんへの、いわゆ

る収益にと言いますか、そういうものに結び付いてくれればあり

がたいなと、こういうのは林業を担当している部署にいる人間の

思いでございます。思いを含めてということで、どうも失礼いた

しました。 

野口委員長 

 
 私も林業の専門で言いたいことがないわけではありませんが、

ちょっと、皆さん方の議論を深めていただく上で。この間、この

中の長谷高遠線というのがありますけれども、ここは現実に見て

いただいて、今ご議論があったような観光用に大型車が入ってと

か、こういうことではなくて、かなり幅員も小さくして、車が利

用する場所が何箇所かせいぜいあるというようなところまで縮小

して、森林の整備のための山というような位置付けで、基本的に

は皆さんのご了解を得たところであります。その上で、下から２

つ、西山南線と言うんでしょうか、これは一時中止。それから山

の神線が中止という、ここのところがどういう意味合いだったの

かというのが、ちょっと他のところは見直して継続とか、計画変

更で若干の縮小等でありますけれども。ここであえて一時休止と

か中止という、この意味合いをちょっと説明いただければ、今み

たいな議論ともいくらか関係するかなという気がしますけれど

も。 

井上林業振興課

長 

 中止の方からお話をさせていただきますと、山の神線につきま

しては、この林道を目的とされたこと自体が、現在、森林の機能
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 がほとんどが広葉樹主体の山でございます。我々の今までの採択

要件が、要するに広葉樹の林は拡大造林のできる対象林分と、こ

ういう捉え方がございました。現時点では、もうそんなに拡大造

林をやっていく時代ではないのではないかという時代でございま

す。その中からいたしますと、今の時代に合わせた形の中で、中

止を選ばさせていただきました。 

それから西山南線につきましては、一部崩壊地がございます。

これは実を言いますと、つい先だっての、去年か一昨年か何かの

災害がございまして、崩壊地ができております。この崩壊地を無

理して通していくということをすれば、先ほども宇沢先生の方か

らご指摘ございましたけれども、山を荒らす原因になるだろうと。

これは相当慎重に検討すべき部分があるという形の中で、検討す

る期間を取らさせていただきました。以上でございます。 

野口委員長 

 
 はい、ありがとうございました。ということで、必ずしも森林

をどんどんどんどん伐採して、そして今、拡大造林という言い方

をされましたけれども、天然林、広葉樹林があったところに、切

ってそのあとに、例えばスギとかヒノキとかカラマツを植えてい

くという、そういう時代もだいぶ続いてきたのではないかという

ことによる、事情の変化での中止、あるいは崩壊地における変更

ということでありますので、やたらに道を付ければいいというこ

とではないということだろうと思います。 

何か他にご質問、ご意見がありましたら、お願いいたします。

梶山委員 

 
 度々すみません。先ほどまとめて申し上げればよかったんです

が。先ほどのお答えにも関連するんですけど、確か佐賀県の場合

には、あれは条例までいきませんで、管理規則、しかもほとんど

内部的な管理規則だけで、裁判所は止められるんだよと、奥にあ

る廃棄物処分場へのトラックを止められるんだと、そういう判決

をした事例です。それで、先ほどのお答えの中で、ちょっと私に

とって不足だなと思うのは、林道の利用の将来予測ですね、これ

どういう方法でどのようにやっておられるのかと。現実に閑古鳥

が鳴いている林道がいっぱいあるというのは、どこでも見れるこ

とですので、その辺をうかがいたいということ。 

それからもう１点なんですが、観光目的、観光に一切利用して

はいけないという趣旨ではなくて、やはり本末転倒している例が、

例えば神奈川県では大変多い、林道に関して言えばですね。まさ

に遊びの方が主になって、林道目的、本来の目的はそっちのけと

いうような、実は今回の中でも観光目的というのがはっきりと書

いたものがあるものですから、それでうかがっているんですが。
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その本末転倒をしたような利用にならないような配慮というの

は、やはり何らかの形で管理条例なり管理規則が必要なのではな

いかということでございます。 

それから、これも神奈川で林道関係の議論でよく出てくるんで

すが、長野県の場合その辺はよく分かりませんが、鹿の生息域を

中心にして、それからその中には鉢巻状の林道は造らないという

形での林道管理というものが、生態系保護という観点で議論され

ていますけど。そういう森林の生態系を守るという観点での林道

計画への配慮はあるのかどうか、その辺もうかがいたいと思いま

す。 

井上林業振興課

長 

 

 今、管理規則を設けるという話でございますが。これは実を言

いますと、よくその辺のことを知らなかったんですけれども、私

は新たなありがたいご提言をいただいたなと、今後の中で参考に

させていただくということで、お願いをしたいなと思います。ち

なみに申し上げますけれども、私どもの方は１２０市町村、すみ

ません林道のある市町村１２０のうち、条例を持っているのは３

４でございます。それから規則等でやっているのは５３ございま

す。未制定な箇所が３３というのが現状でございまして、規則等

という中でも何とかなる可能性があるとするならば、今後の、確

かに廃棄物の関係につきましては問題点がいろいろございますの

で、参考にさせていただきたいなというふうに、ただ今思ったと

ころでございます。 

林道の利用の予測なんですけれども、これはあくまで何台通る

という予測ではなくて、山の管理、施業計画を持っております。

その施業計画に基づきまして、そうするとどれだけの歩掛で考え

ますとどのぐらいという計算になってこようかと思うんですけれ

ども。それぞれの地域に、その地域の施業計画を立てていただき

まして、それによって山の管理を進めさせていただいております。

そういうことで予測が、それで成り立つのかなと。それを今私ど

もは、先ほども前段でお答えさせていただきましたけれども、実

効あるものにしていく努力、これが重要だなというふうに考えて

いるところでございます。 

観光目的の、本末転倒という部分でございますけれども。これ

は事実あったというように私も思います。しかし今後はそういう

時代ではなくて、あるこの自然を使うことがいかに、先ほど申し

上げました癒しを含めまして、地域の財産になっていくというこ

とを認識しなければならないというふうに考えている次第でござ

います。 
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それから、これは生態系の話なんですけれども。林道開設事業

の実施に当たりまして、いわゆるアセスメントを行うというよう

な形ではありません。ただ、大きな林道には一部そういうことを

やらせていただいたこともございます。ただし、ではほったらか

しに進めたなということではなくて、全体計画を立てるときに、

環境への影響、あるいはその他につきまして、今までございます

文献でございますとか、あるいは現地踏査などで問題の有無を検

討してから進めさせていただいております。これは今までも、こ

のことは実を言いますとアセスメントの話が出る以前から、林道

につきましては、事業の中で一番早くからそのことをやったとい

うように、自負はさせてもらっております。ただそれだけではな

くて、その途中で新たな問題が出てくる場合がございます。例え

ば猛禽類がいたとか、そういう事例がいくつかございます。それ

につきましては、工事を中止いたしまして、現地調査を行い、あ

るいは専門家と相談するなどということで配慮をして行っている

ところでございます。 

野口委員長  ありがとうございました。 

宇沢委員 

 
 ちょっとおうかがいしたいんですが、今、国有林で、特に東北

で非常に深刻な問題が起こっています。それは、しばらく前にブ

ナの保全が非常に大きな関心になって、営林署ごとにブナの伐採

のクォータを決めたんですね。ところが各営林署で林道に面して

いるところだけを切ってしまったんですね。そこで裸になって、

クマザサが生えて、普通の樹木は生えなくなってしまったんです

ね。そこで枯葉剤を大量に使って処理したため、ダイオキシンが

河川に入って非常に深刻な問題が起こっているというふうに聞い

ているんで。これは国有林ですけど、おそらく長野県の県有林の

場合は、そういう問題はないんでしょうか。 

井上林業振興課

長 

 

 我が意を得たりというようなご質問いただきましてありがとう

ございます、と言うと怒られるんですけれども。実を言いますと

私ども、ブナの森づくり大作戦事業、県有林ですけれども。いわ

ゆるこれはブナという名前を付けておりますけれども、ブナでな

くて、ブナに代表される広葉樹を県有林の中へ植えてまいろうと、

こういう事業を本年度からですけれども、実施をさせてもらって

おります。これは今ご指摘いただきましたとおり、いわゆる山を、

バランスいい山を造っていくという話の中では、針葉樹と広葉樹

の、いわゆるバランスよい山づくりが必要だろうなというふうに

考えております。それで、現在のところ長野県の山は６対４、い

わゆる人工林ですけれども、６対４で針葉樹が主になっておりま
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す。これを１００年計画で逆転させると、４対６で針・広にして

いきたいという計画をもって、進めさせていただいているところ

でございます。以上でございます。 

野口委員長 

 
 はい。ちなみに国有林は１９６０年代、約９万人の現場並びに

事務の職員がいました。それがいわゆる合理化によって、今、８,

０００人体制、面積は７６０万ｈａそのままです。したがって、

ほとんど山に関しては放置の状態という、国民の財産が十分守ら

れていないという実態はあります。長野県は、県としてかなりて

こ入れをするという方向性のようでございますので、その辺は大

いに期待を持ちたいなというふうに思っておりますけれども。そ

れでは、はい。 

宇沢委員 

 
 国有林の抱える問題の一つは、財政問題、赤字ですね。ところ

が財務省は、国有林が市中から借り入れるのを認めないんですね。

資金運用部の、今でも５％だと思いますけれども、その高利を払

わないと借りれない。それで年々雪だるま式に赤字が増えている

んですね。そこはちょっと問題が違うんですけど、今おっしゃっ

た国有林の荒廃につながっていて、何か非常に、特に長野県は深

刻な問題ではないかなという感じがしています。 

井上林業振興課

長 

 

 答える立場にないかと思いますけれども、今、先生がご指摘の

とおり、私どもとすれば、今のおっしゃるとおり確か５％だと私

も覚えております。もう少し、現状でいきますと金利が安い時代

でございますので、もう少し考え方を変えていただくと、国有林

の財政問題もある意味では好転をしていくというふうに理解をし

ます。ただ、何か本年度の予算の中で、その辺の話が、議論を国

有林さんでも盛んにやっておられるというふうに聞いておりまし

て。ただ、いずれにいたしましても財務省の関係がございますの

で、どういうふうに進んでいくか分かりませんけれども、いずれ

にしましてもその辺は認めざるを得なくなるような、何て言いま

すか、私どもを含めて何かが必要なのかなという感じがしないわ

けではないです。それから、もっと問題の話をするなら、これは

きっと野口先生に聞いてもらった方がいいと思うんですけど、む

しろ木曽谷のヒノキの問題の方がやはりいろいろ問題点になろう

かなというふうに思います。 

野口委員長 

 
 ちょっとこれ、林業のレクチャーの時間でありませんので、必

要であればまたお話ししますけど。今、この林道事業１０何箇所

かにつきまして、中止、一時休止も含め、それから林道事業のあ

り方そのものに対するコメントもいただきました。これは各論と

いうよりも、もう少し全般な話でありますけれども。何かこの中
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でさらにご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。はい、

どうぞ。 

向山委員 

 
 前回のときに、長谷高遠線の現場に行ったときに一部発言させ

てもらって、先ほどの資料の中にも、個別事業の意見の２にも入

っていますけれども。その中で２の②なんですけれども。森林事

業に役立つ林道事業のモデルとしてということがあることがひと

つと、もうひとつ、後段に書いてあるんですけれども、このとき

に発言させてもらったのは、この長谷高遠線に関して情報提供と

いうことを言ったんではなくて、県の進めている林道と森林整備

の達成状況、こうした進捗管理をする中で、進捗状況を有権者や

納税者の人たちに情報をきちんと提供できるように、進捗管理、

ＰＤＣＡの案を回してみたらどうですかということを言ったわけ

ですので。決して、長谷高遠線に関してこうしてくれという、そ

ういう言い方ではなかったと思いますので、確認だけさせてくだ

さい。 

井上林業振興課

長 
 私もそういうふうに理解しているつもりでございます。 

野口委員長 

 
 そうすると、この辺も、もちろんここでは林道ということでの

話ではありますけれども、他の公共事業等についても、今後、具

体的に対策が講じられていく中で、その費用対効果なり、あるい

はどういうことをやってきたんだという情報を県民、住民に開示

していくということは、かなり一般的な意味合いとしても必要な

のかなという気もしますけれども。その辺もしまた必要であれば

総論というか、提言の中にうまく組み込めるものなら組み込んで

いけばという気がいたします。そういうことでよろしゅうござい

ますか、向山委員。他に何かありましょうか、はい、どうぞ。 

梶山委員 

 
 林道の維持管理費用なんですけれども。この維持管理費用、場

所によってはべらぼうにかかる林道がございますよね。これは、

当初にそういう、例えば５年なり１０年なり維持管理費を見込ん

で計画を立てていくんでしょうか。それからまた、維持管理費は

どういう形で概算されるんでしょうか、それとも当初計画では全

然それは無視されてやられるんでしょうか、その辺をうかがいた

いと思います。 

井上林業振興課

長 

 

 当初の維持管理費用は見込んでおりません。ただし、これはで

きるだけ維持管理の少ない道を造るべき努力をしているつもりで

ございます。 

それから、維持管理費がどういうふうになっているかというの

は、これは普通交付税の中に森林面積に合わせまして費用が見込
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まれていると、こういう形の積算がなされているようでございま

す。 

梶山委員  もう少し詳細にお願いします。 

井上林業振興課

長 

 

この話は私がするよりも財政の担当にしていただいた方がいい

と思うのですが、要するに市町村の費用はどういうふうに、例え

ば自分のところに上がってくる税金と、それから補助金と、それ

からその他にかかる費用、それを足し算をしても全体に、標準の

大きさの市町村の中で足らない部分が出てくるだろうと、これは

交付税といわれている部分なんですけれども。その交付税の算定

基準の中に森林、昔は林道の延長で算定されていたんですけれど

も、現在は森林面積にいくらという形の中で、交付税の中にそれ

が算定されていると。維持管理費も含まれていると、こういうふ

うになっております。 

岡本委員 

 
 梶山委員のためにちょっと補足しておかなくてはいけないの

は、交付税の算定根拠には、例えば我が方で言えば、土地改良に

ついても水路延長とか農道の長さとかが入っています。それから

林業についても入っています。したがって、高橋村長のところに

はそれだけの維持管理費に見合いのものが総務省から交付、来て

いるはずなんですが、これ、色が付いていませんからそれをどう

お使いになるかは、首長たる高橋村長のご判断ということで、必

ずしも１対１でリンクしているわけではないと。 

高橋彦芳委員 

 
 現職村長の立場から林道についてちょっと申し上げたいんです

が。この林道にも、山行き林道、それからスーパー林道、地域活

性化林道、そういう各般の、国も政策的に林道を出してきたわけ

ですよね。それが観光の道路になったり、いろいろとそういうこ

とはあるんですけれども。問題は、山村地域には村道を開設する

事業費というのはほとんど来ないんです、補助事業も何もないわ

けです。村道を造りたくても何も金はないわけです。結局、山村

地域は林道という補助事業を使ってスーパー林道を造り、この地

域活性化林道と称して村道に代替するようなものを造っていると

いうのが実態だと思います。この中にも、私はすべて山行き林道

とは限らないと思うんですよ。長谷高遠線も、私はこれ山行き林

道だけじゃなくて、こう通ずるのにひとつのスーパー的な役割を

将来したいという、それは地域にはそういう心根もあるんではな

いかなと見たんです。これはやはり何の手段もない、林道ならば

切れるという、だからその林道というものを利用していろいろと

造る。それが造り過ぎると山荒らしになったり、自然破壊になっ

たりするわけですが。 
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私のところも、役場の地域と秋山郷をつなぐ道というのは全然

ないわけで、新潟県を３０キロも回って行っているわけで。同じ

村だから村の中で連絡したいと思っても、村道開削というものは

全然ない。ところが森林地域活性化林道とか、そういうものが出

てくるので、やはりそれを使って村内をつなぎたいと。そういう

ことになります。ただこれが費用対効果になると、過疎の村に対

して費用対効果なんて言ったって、そんなにあるわけもないし。

これが非常にひとつの問題ではあると思います。結局、県と市町

村、地域が常に研究し合って、あまり過剰にならないように、し

かも森林地域をどう守っていくかというようなことを検討をし

て、それこそ県と市町村ともっと協働というか、そういうことを

綿密にやってやるべきではないかと、そんなふうに思っているわ

けです。 

野口委員長 

 
 林道の、言ってみれば予算的性格というところを今言っていた

だいたわけです。ですから、冒頭から議論があったように、林道

というのは林業用の道ではないかということに、一応字柄では見

えますけれども、かなり市町村道的な性格が強いと。これが行き

過ぎると、先ほど宇沢委員からもあったように、スーパー林道な

んてこれは明らかに観光林道ではないかというようなこともあり

ました。だけど今、ここで具体的に考えられているのは、林道、

森林管理道であり、なおかつ市町村道的な性格が強いものかなと、

私は理解はしているんですけれども。他にいかがでしょうか。 

そうしますと、一応林道のところまで質疑はさせていただいた

ということで、ちょっと中休みを取らせていただいて、あと次ペ

ージからの都市公園、街路、下水道、その他まだだいぶあります

けれども、という順で進みたいと思います。 

（休 憩） 

野口委員長  それでは審議を再開させていただきます。次のページと言いま

しょうか、この林道関係のところはとりあえず終わりまして、次

の都市公園事業ということで、これは２事業、そのうちのひとつ

はすでに見させていただいて、表から３枚目のところにあります

意見として、都市公園事業烏川渓谷緑地、これについては一応事

業を中止されたいということで一応の結論をいただいておりま

す。あともうひとつは、松本市広域公園ということでございます

けれども。これにつきまして何かご質問等おありでしょうか。 

削減が１億５,０００万円ですか、縮減は。１億５,０００万円、

大型遊具を整備しないだけで１億５,０００万円にもというのは、

相当大掛かりな計画があったということですかね。ここでちょっ
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と説明を。見直して継続の、そこのところですけれどももう１回

お聞きしたいので。 

銭坂都市計画課

長 

 

都市計画課の銭坂治でございます、よろしくお願いいたします。

松本平広域公園の関係でございますけれども、当初、残事業が３

億円残っておりました。ここに記載をしておりますように大型遊

具とその周辺の園路でありますとか、芝生等を整備するという形

の中で３億円の予算計上を、事業量を持っていたわけですけれど

も。大型遊具、それから関連しますものを取り止めることにより

まして、１億５,０００万円ということで縮減額を出しております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

野口委員長 

 
 何か、中嶋委員あたりは地の利というか、少し具体的なイメー

ジがあるかもしれませんけれども、特によろしゅうございますか。

中嶋委員 

 
 大型遊具をやめて設置しないということなんですが。それ自体

に別に異論があるわけじゃないんですが、そもそもなぜ大型遊具

の計画があって、どうしてそれを設置しないというふうに見直し

たのかという見直しの理由といいますか、理由をひとつお聞きし

たいのと、それから、これ総事業費が１１３億４,９００万円で、

そうするとこれはほとんどが用地買収費と見てよろしいんでしょ

うか。その点もうかがいたいと思います。 

銭坂都市計画課

長 

 

 最初に見直しの関係でございますけれども、当時、松本平広域

公園というのは、空港を造るときの緩衝緑地としての位置付けを

まず持っておりました。それを有効利用するという中で、既存に

ありました運動公園、それから通常の公園等を含めまして、広域

公園として整備したわけでございます。 

そういう中で、当然、緩衝緑地の周りには地域の皆さんがおい

でになりまして、空港を造るときにいろいろな要望が出ておりま

した。広域公園そのものについて、地域の皆さんの意見を聞いた

地区公園としての位置付けも持っておりますので、そういう中で

地域の皆さんからの要望を受けて遊具を配置した公園をというこ

とで、一部に大型遊具を入れた公園を設置して、計画をしてきた

という実状でございます。そういうものにつきまして、いろいろ

な経過の中で、大型遊具というようなものは今の世の中ではとい

うような形の中で、今回その分を取り止めたということでござい

ます。それがまずひとつでございます。 

野口委員長  土地買収費用の関係をお願いします。 

銭坂都市計画課

長 
 事業費でございますけれども、基本的には大部分が用地取得費

だというふうに考えております。 

野口委員長  他にはよろしゅうございましょうか。はい、それでは特に大き
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 な問題はないということで、先に行かせていただいて。次に街路

事業、これはひとつだけであります。豊科町のところの公園線外

１線ですか、これは中止でございます。もう一度、中止の理由等

を含めて少しご説明いただけますか。 

銭坂都市計画課

長 

 

 ではご説明申し上げます。豊科インターというのがございます

けれども、豊科町が国道１４７号を機軸に市街地の現段ができて

いるわけでございますけれども。インターがちょうど豊科町の東

側にできているということで、その反対側、西山麓のところに国

営公園を造るという形の中で、どうしても全体的に東西交通が非

常に薄いという形の中で公園線を整備していこうということで、

路線の都市計画決定をして整備を進めてきたということで。まず

最初に、街路事業として市街地の部分を先行的に都市計画事業で

スタートしてきたわけでございます。位置付けを持っているわけ

でございますけれども、その先の方の道路事業というのが、非常

に、現在の状況下では見通しが難しいというのが、まず１点出て

まいりました。 

それから地域の皆さんの中に、安曇野の景観であるとかいろい

ろなものの中で、特に鉄道をオーバーで越えるというような計画

で入っておりますので、景観上の理由を提起されて反対の意見も

出ておりましたので、その辺のところで事業、先線の事業が見込

めないという状況が非常に大きな部分の中で、街路事業で行き止

まり道路を造ることを今回避けたいという意味をもちまして、事

業の中止を提案したものでございます。 

野口委員長 

 
 はい、ありがとうございます。何かご質問、ご意見がありまし

たら。それでは特にないようでございますので、次に下水道事業

です。これは千曲川、この間見たものですよね。それから豊田の

は、諏訪の方に行ったけれどもここは見ていませんね。はい、私

はいつも通るところですけれども。それではこれにつきまして、

いずれも見直して継続と。ただ、千曲川の方は確か、当面の計画

については了承するけれども、１６年見直しでということで、そ

こについてはそのときの委員会なりがまた検討するということで

すよね。はい、というような話に一応なっていたところでありま

す。何かご質問等ありましょうか。 

梶山委員 

 
 上流域も、同じように１６年見直しとうかがってよろしいんで

しょうか。 

田附下水道課長 

 
 すみません。全体計画の見直しでございますが。千曲川の上流

につきましては指摘もございまして、今現在見直しの方向で、入

札の方向に進んでおります。ですから、その結果をもちまして、
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来年度もう一度千曲川の下流につきましては、再評価委員会にお

諮りするということになっておりますので、よろしくお願いしま

す。 

野口委員長 

 
 それで、今の諏訪湖の方はそういうことではなくて、そのまま

継続だということですね。 

田附下水道課長  諏訪湖につきましては、特に見直しの計画はございません。 

野口委員長  何かご質問、ご意見はありますか。はい、どうぞ。 

宇沢委員 

 
 ちょっと場違いな質問なんですけれども、先ほどちょっとご質

問しようと思ったんですが。この松本平の広域公園というのは、

これは、もとは何だったんですか。 

銭坂都市計画課

長 
 もともとも１,５００ｍの小さな滑走路延長を持つ空港がござ

いまして、周辺に、西側と東側には現在の公園がありまして、今

回拡張で２,０００ｍにして南北のところの分を公園として拡張

しているというものでございます。 

宇沢委員 

 
 そうですか。何か芝生公園というような醜悪なものを造られる

というので、ちょっと異常に思ったんですが。前は空港だったん

ですか、分かりました。 

野口委員長 

 
 はい、それでは下水道のところはよろしゅうございましょうか。

それでは先に急がせていただきまして、道路関係、これが１０箇

所ぐらいありますけれども。道路ですか。 

梶山委員 下水道の関係で。 

野口委員長 前に戻って、はい。 

梶山委員 

 
 すみません。千曲川の場合もちょっと気になったんですが。こ

の資料の中に、処理場の普及率というのがありますが、この何ペ

ージというんですか、ページ２１の２。２１の２に普及率という

のがありますが、この普及率というのは面整備が終わった部分と

いう意味でしょうか。それとも面整備が終わって、かつ終末処理

場につないで、終末処理ももうすでに始まっている部分という意

味でしょうか。 

田附下水道課長 

 
 普及率につきましては、分母が計画処理区域内の人口数になり

ます。それで分子がいわゆる下水道がつなげる状態で、管渠の末

端が各家庭と言いますか、そちらの方の事業所なり、住宅の方へ

口が設置できている人口数が分子になりまして、それが普及率に

なります。 

梶山委員 

 
 そうしますと、つながってはいるけれども供用を開始していな

いというのが、流域下水道の中では相当部分あるはずですよね。

その供用開始との関係の数字ではないわけですね、これは。 

田附下水道課長  今現在すでにつなげる状態になっているものが、今の普及率の
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 数字でございまして、さらにそれに対して、実際につなぎこんで

利用をしている人口の割合が、いわゆる水洗化率になります。で

すから、実際に下水道を利用されている人口数の割合は普及率×

水洗化率がこの比率になります。それで今現在、千曲川の下流に

おきましては、普及率が７０.６％です。それから水洗化率・・・

岡本委員 

 
 これですね、やはり一般的に県民に紹介する場合、普通、普及

率というのは全県民に対して下水道が使えるところと、使ってい

る人という意味で普通考えますよね。ところがおっしゃるように、

役所の中では、計画区域があって、その中の事業の進捗状況でこ

こまで来ていますというのが普及率で、その中で、これは下水道

法そのものでは使用強制はあるんですが、実際にはまだつながな

い方がどうしたっていらっしゃる、水洗化していない方がいらっ

しゃる。実際に口まで来ていても自分の家から、実際に水洗トイ

レを入れて使っている人が水洗化率ですから。その辺やはり、い

つも思うんですけれども、アカウンタビリィティばかり強調して

あれなんですが、やはり対外的な、県民に対する用語の使い方と

すれば、役所の中のいわゆる慣用語、我々同士なら通じるという

用語の利用は極力避けないと、梶山さんのようなかなりの専門家

でもちょっと混乱しますから。 

特にそのとき、水洗化率なんて言われると、一般庶民の人は分

からないんですよ。要するに、水道につなげているというような

言い方をしないと。来ているけどまだつないでいないとか。しか

もここのところが、皆さん方ご存知ですが、こちらの委員の方に

ご説明しているんですけれども、下水道法ではご存知のように、

公共下水道が設置された場合は法的には使用強制はあるんです

ね。ですが、罰則もないし、実際にはなかなかつながない人が多々

あるわけですよね。 

それから今度は逆に、将来はそこに計画面積で管が延びていく

んだけども、まだ延びていない、役所の都合でまだ延びていない

のでまだ入っていない人と、その辺の区別が、お互い分かってい

る同士は分かるんですが、今のご説明をやると、その辺にたぶん

混乱が起こると思うので、今後またＰＲのときにいろいろご配慮

願えたらと思います。 

田附下水道課長 

 
 はい、分かりました。それでは今の普及率と水洗化率でござい

ますが、普及率が７０.６％で、水洗化率が７７.２％でございま

す。ですから実質的な人口の割合で、つないで利用されている人

口は５０％をちょっと上回る程度ということになります。 

 それから、今ご指摘されました普及率というのは非常に、いわ
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ゆる市町村を含めた行政の方の整備率というような数字でござい

まして、非常に実際の使っている実質とはだいぶ違うじゃないか

ということで、実際に指摘されております。やはり今後はその辺

のＰＲにつきましては、やはりもう少し研究をして、もう少し住

民の方に分かりやすいようなやはりＰＲをしていかなければなら

ないと思っております。よろしいでしょうか。 

野口委員長  はい、ありがとうございました。 

梶山委員 

 
 同じことなんですが、特に普及、この間の千曲川の場合もそう

なんですけど、普及率と水質がよくなったよというのをあたかも

並行になるように見せられると、本当にすごい誤解するんですね。

ですから、人によっては、これは詐欺だと言いかねられないぐら

いの書き方なので、そこはぜひ普及率という言い方ではなくて、

実際に使っているという形で見ていただきたいと思いますが。 

岡本委員 

 
 さらに、一言だけ補足しますと。水質に関して寄与するのは、

全流域住民の中で実際に使っている、水洗化まで済んだ人という

意味ですから。普及率というのは、実は使わない人もいるわけで

すね。ところが、例えば日本の水道普及率が低いよ、高いよとか

いうことを仮に国際的に言うときの普及率というのは、全住民に

対する普及率と言いますから。ちょっとその辺で、今のような普

及率を横軸にとってどうとかといった場合も、役所が言うのと、

一般庶民が理解するので差が出てきますから、ちょっと注意され

たらいいと思います。 

野口委員長 

 
 はい。得てして専門的な、テクニカルタームというのか、一般

に馴染みにくいということがありますので、できるだけ住民の目

線で分かるような説明にしていただかないと、せっかくいい案が

できてもよく分からないというのでは困りますので。ぜひその辺

は、この問題だけに限らず、いろいろご配慮いただきたいという

ふうに思います。他に何かありますか。 

では、今いったん戻りましたけれども、もう一度、道路事業の

ところで、ここでは見直して継続が２件と、あとは全部、計画変

更で、特に一時中止あるいは中止というのはありません。この中

で具体的に見たのが、一番最後、百瀬～茂菅バイパスでしたかね、

これはこの間見たところでしたね。平成１５年度ので（１）の道

路改築工事の国道４０６号百瀬～茂菅バイパスということで、こ

こに対しては先ほど事務局の方でしたか説明がありました、過大

投資ではないのかというようなことも、ちょっとあったようでご

ざいましたけれども。 

他の事業も含めましていかがでしょうか。そうしましたら、こ
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れも取りあえず、特に今議論にはならなかったということで、も

う少し前のことも含めて思い出していただいて、また結論は明日

にしたいと思いますので、思いつかれましたらまた明日でも出し

ていただきたいと思います。 

それでは次に河川事業。これはずっと下まででありまして、見

直して継続が６件です。計画変更が４件ということで、次のペー

ジのところに４事業で、一時休止、それから中止が３つというこ

とで、１ページ目のところは計画変更まででございます。この中

の浦野川は見させていただいたということでしたね。この浦野川

のところにありますように、これは全体に関連する形で取りまと

めの中に組み込みたいと思いますけれども、②の過去の災害、氾

濫記録を整理し云々と、それから過去の災害履歴を情報提供する

とともに、民間等の開発行為の抑制等を図られたいと、こういっ

たことも出ております。おそらく他のところにも共通する中身か

という気はいたしますけれど。 

何か特に、他のところも含めて、お気づきの点がありましたら

お願いいたします。はい、どうぞ。 

向山委員 

 
 浦野川のときにも話が出て、今、委員長が紹介もしてくれたん

ですけれども。これはまたまとめのところでも出てくると思うん

ですけれども。結局、過去の災害履歴を、きちんと県なり行政の

仕事として設定していただきたいという提案なんですけれども。

これはダムに関しても共通することで、自分の意見としても述べ

させてもらいましたけれども。今回、何箇所か河川事業の現場を

見て、昭和１２年のときの記録を出してくれたり、当時の被害状

況についても災害の履歴を準備をしてくれたり、大変、そういっ

た意味で現場での説明を含めて参考になったんですけれども。残

念ながら、そうした情報提供の手段のひとつが新聞、マスコミで

あったりということで、行政のひとつの仕事としてこの会議の中

でも何回か出ていますけれども、５０年、１００年単位での災害

履歴というものをきちんと行政がデータベース化しながら活用を

していくという、ぜひそういうことをしてもらえればというふう

に、くどいようですけれどもお願いしておきたいと思います。 

野口委員長 

 
 はい、ありがとうございました。このことは、今まで現地でも

かなり何度かに渡ってご発言があったことですけれども。何かそ

の後、対応策等がありましたら。 

北沢技術管理室

長 
 今、委員長さんがおっしゃられたように、全体の中でまず、こ

の川の事業だけではなくて、またダムの事業でも同じご意見をい

ただいたんですけれども。それ以外で、道路でも開発抑制という
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意見をいただいていますので、これについては全体の共通事項と

しまして、いわゆる災害の履歴をよく調べて住民の方にご説明し、

かつ我々の事業に反映させていくということと、我々がそういう

ことを流すことによって、開発抑制に活用していきたいという項

目は入れさせていただきます。 

それで私どもの取り組みとしては、今年から現地事務所、我々

を含めて、いろいろ資料をまず探し出すと。それから、それがな

ければ、いろいろな市町村や地域の方に出向いて行って、聞き取

って調査をするということを、これから１年半かけてやりたいと。

その後、まとまったものをデータベース化して、２年目ですか、

１年半後にはデータベース化して、県民の方どなたもご覧いただ

けて、なおかつ我々が活用していくというようなことを今考えて

おりまして。これがうまく予算化になれば、確実な事業化になる

んですけれども、少なくとも今年から、私どもの職員が自らそう

いう活動に入りたいというふうに考えております。 

野口委員長 

 
 早速取り上げていただいているようで、ぜひお願いしたいと思

います。 

 それでは今の河川事業のところは、そういった全体的な共通項

目は別としまして、各論的なところでも特にございませんか。 

梶山委員 

 
 各論的というか、むしろ全体的な話なんですが。ひとつは河川

改修にもいろんなタイプがあると思いますが。川を広げる場合、

それから掘り下げる場合、いろんな場合があると思うんですけれ

ども。一般的にいうと、ひとつは改修して川底を掘り下げると、

またそこに堆砂が起こって浚渫をしなければいけないと。川によ

っては、例えば天竜川みたいに大変はなはだしいところもあって、

いくら浚渫してもすぐに溜まってしまって役に立たないというよ

うなことがあると思いますが。その点について、事前の検討なり

をされるとか、あるいは上流域の砂止めと言いますか、そういう

上流域とセットで工事計画などを立てられているのかどうか。そ

れから浚渫について、どの程度の頻度で、川によっては相当の頻

度でやらなければいけないと思うんですが。その点を見込んでや

っておられるのかということ。 

第２点目は、私自身、水生昆虫類の調査を１０年ぐらいやって

いたことがあるんですが。一度川床をいじってしまうと、まず数

年間は、水生昆虫は戻ってこないという現象が、私の経験の中で

はあるわけですが。例えばこの農具川で、環境に配慮した工事の

取り組みというのがありまして、水生生物の生育環境のための淀

みや、瀬・淵が生まれるよう工夫していますと、こうありますけ
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れども。こういうのは実際に、実験的に、例えば何年経つと水生

昆虫は戻ってきますよというような裏付けがあって、こういう工

法というのはやっているんでしょうか。その２点をうかがいたい

と思います。 

小林河川課長 

 
 河川課長の小林ですけれども。まず、はじめの土砂対策、上流

域での土砂対策、浚渫の頻度等というご質問でございますけれど

も。河川事業におきましては、流水の、水に対する洪水をなくす

ということで、断面の確保ということで引き堤だとか、掘削だと

か、足りない部分につきましては、築堤だとかして川が流れるよ

うにという。さらには上流からの流出抑制ということで、森林だ

とか調整地だとかということを。土砂につきましても、上流の方

における土砂の発生の調査をする中で、それぞれの川におきまし

て、砂防とか地すべり対策ということで、緊急度の高いところか

ら順次、対策工事を行っているところでございます。そういうふ

うに行ってきているんですけれども、やはり洪水だとかがあると

土砂が下に出てきて、平なところにきて堆積をすると。そういう

ことによって河積を狭めて洪水の原因にもなりかねないというよ

うな状況でございまして。それにつきましては、一応県単費の河

川維持、河川環境改善という項目で堆積する土砂、さらには現地

の方で見ていただきました浦野川等につける樹木等につきまして

も、伐採するようにしているところでございますけれども、長野

県も広うございまして、一級河川、管理しているところが７４０

ほどある中で、完全には追いつかないというのが現状なんですけ

れども。現地からの報告等をする中で緊急性の高いところからこ

まめな浚渫というか、対応をしてきているところでございます。

 ２番目の先生がおっしゃる水生昆虫ということでございます

が。農具川につきましてもここは長野県でも一番スタートに、昭

和６３年ですか、したところで、水田地帯のところでホタルとか

カニだとかがいたところで、そういうものにつきまして、地元の

皆様方と一緒にそういう瀬・淵だとか、そういうものを。その後

も継続的には調査というか、復元というか、どんな具合になって

いるかということを定期的には調査をしているはずでございまし

て。ちょっと数がどんな具合かどうかということは、把握してお

りませんけれども、そういう事後観察、そういうことは行ってお

りますけれども。 

宇沢委員 

 
 これは河川事業だけでなくて、全体についての印象を申し上げ

たいと思います。この委員会の目的は公共事業を見直して、本当

に自然を保全して、その地域の安全を守るということが大目的で、
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そのために、それまでの公共事業を見直して、そして優先度を明

確にして、継続するものは継続するということだというふうに思

っていて。そうすると当然、費用はかかると思うんですね。私は、

はじめの感じでは２倍ぐらいになるだろうと思っていたんです

が、先ほどからコストを削減するというところに非常に重点が置

かれて、何かちょっと最初の意図とだいぶずれてきているのでは

ないかという感じがするんですけれども。 

コスト削減は例外的には可能かもしれませんが、基本的にはや

はり不可能だと思います。例えば、道路について、狭いところを

子どもが危険なところを歩いている写真がいくつもありますけれ

ども、そういうところをまず直して、そのためには大変な費用が

かかると思うんですね。そして少しずつ道路を、そういう意味で

よくすることが必要です。河川も、もっと見た目できれいで安全

といったようなものを造るとどうしてもコストが、おそらく２倍

ぐらいじゃないかなと、私ははじめに思ったんですが。何かコス

ト削減ということに非常に熱意を持っていらっしゃるので、ちょ

っと異様な感じがしております。 

野口委員長 

 
 はい。これは今、宇沢委員からご指摘のように、必ずしもこの

委員会は、コスト削減見直し委員会ではありません。あくまで、

この公共事業のあり方という、前に提言した４つの大方針みたい

なのがありますけれども、あくまで環境保全とか、修復とかいう

生態系を基本とするとか、いくつかありましたが、その中のひと

つに厳しい財政状況の中で見直しで削れるものは削っていく。し

かし、場合によっては必要なものはかけるということについては

書いてはありませんが住民本位ということを考えれば、あるいは

安全性ということを考えれば、やはりケチらないでもっとお金を

かけるべきだということもあり得たと思います。ただ今までのと

ころ具体的な案の中で、あまり費用拡大という原案は出てこない

し、こちらの方も別にここもっとお金をかけてもっとこれを増や

すべきだというような、ちょっとそこまでの議論が出てこなかっ

たという経緯はありますが。もともと費用を削減すればいいとい

うことではありません。 

それで、今、宇沢委員の方から、ではどこにもっとかけるべき

だというところがもし具体的に出てくれば、当然そういうところ

はもっとかけるべきだという話になってくると思うんですが。少

なくとも今までの議論の中で、その観点がなかったというよりは、

どちらかというと削減の方に傾斜してきたなという反省という

か、そういうきらいは、そのとおりでございます。そこのところ
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は、今、具体的に何かここの辺とか、あるいはここに書いていな

いことで、もっとこうところには思い切って財政措置を講じるべ

きだというようなことがあれば、それはまた具体的な提言等で織

り込む必要があろうかと思うんですが。今、具体的には、何か思

いつくことはありますか。 

宇沢委員 

 
 具体的な、一番深刻な問題は道路です。大きなそのトラックの

横を子どもたちが歩いている写真があります。国のおそらく規制

があって、いいものが造れないと思うんですけれども。やはり長

野県は、全国に先駆けて、子どもたちが安全に学校に通えるとい

うことをもうちょっとこう打ち出して、そのために費用は当然か

かるわけで、それに対しては県民の方は了解していただけるんじ

ゃないんでしょうか。それが一番と思います。 

野口委員長  何かそのことに関しまして、ありましたら。 

北沢技術管理室

長 
 去年の、ご審議いただく中で、県の再評価がもうちょっと踏み

込んだ再評価になってないんじゃないかというご意見をいただい

て、差し戻された経過がありました。それで、そういう審議の中

で、割とそのときにはかなりの額を切った経過がありまして、そ

の流れの中にはいるんですけれども。ただ、昨年ご審議いただく

中でいろいろな視点、新しい観点でもうちょっと再評価しなさい

という中で６項目がありまして。宇沢先生からのご意見等も入っ

ていまして、地域住民に対する配慮というのをまずやりなさいと。

それとか災害、命ですね、命についても評価しなさいというご意

見をいただいて、それを新たな項目として昨年度の途中、今年も

そうですが、そういう視点で見直してきておりまして、決してコ

ストの縮減だけではないんですが。また今年の２月には公共事業

のあり方ということで、全体的な意見としまして、地域の社会資

本整備という本来の方針に加え、環境保全、修復という生態系を

基本とした考え方を、新たな視点として置くべきだとか、いただ

いております。 

ただ、最後の方に私どもは財政事情もありまして、厳しい財政

状況の下、限られた資源を有効に活用し、効率的な公共事業とす

るため、工事の計画、設計等を見直すなど、一層のコスト縮減を

図るべきというご意見もいただいております。ですから両方の観

点から、私どもは必要なものは必要としてやらせていただいてい

ますし、また、削れるものは削っていくという形で、見直した結

果がこうなったというふうに事務局としては考えておりますが。

野口委員長 

 
 そういうことでございまして、今、宇沢先生からのご指摘の点

は抜けていた観点ではなかったと思いますけれども。結果的に、
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ほとんどの事業が削減という形の再評価案になっているというの

が実態でございます。他に何かご意見はありますか。 

向山委員 

 
 今回の再評価の事業見直しが、ちょっと今お金の話が出たばか

りですが、約３２３億円の縮減を図るということで、今のこの河

川事業が全体の半分以上を占めいているような資料になっていま

す。それで、その河川事業１６９億円余の縮減ですが、その中で

最も大きいのがページ４５の１の、この諏訪湖、岡谷市・諏訪市・

下諏訪町の、要は諏訪湖の浚渫に関する事業の計画見直しが、１

３３億円ということで一番多いわけですけれども。ちょっとこれ、

どういうふうに理解すればいいのかをお聞きしたいんですけれど

も。５０％浚渫事業が終わりましたと、したがってこれから浚渫

事業は効果があったことが見られるんだけれども、下水道事業と

合わせて平成１８年度までに浚渫を行って、１９年度以降は中止

するということだと思うんですが。今日現在まで５５.９％が済ん

でいて、残りの事業費１４７億円近く、そして今回は縮減が１３

３億円ということなので、この引いた１０数億円で平成１８年度

までの事業を行うと、こういうふうに理解すればいいんですかね、

ちょっと教えてください。 

小林河川課長 

 
 ご説明申し上げます。お手元の資料の方の４５ページの２の方

で、事業の概要を説明します。今までは４４年から４５年まで、

第１期ということで１５０万ほどの計画事業量をしてきたわけで

ございます。また２期として、５３０万という計画がございます。

そのうち１５年度までに掘った３８０万と、そしてただ今の１５

０万という掘ったところにつきましては、今の左の方の概要平面

図で、やはり水深の浅いところの部分に沈降した汚濁物質が水深

の波浪だとか、そういうことで水を汚濁するというようなことが

言われておりましたから、その１期分として湖周の水深の２.５ｍ

より浅い部分のところを掘り、さらに２期分とすれば、その湖心

の深い方にということで仕事をしようと。水色のところにつきま

しては、事業を進めてきたところ、さらには黄色のところにつき

ましては、釜口の方の深いところで、これから掘ろうと計画をし

てきたところです。さらに、そういう中で水質の経年変化という

ことで、そこの右側の方の真ん中にありますとおり、その下の方

に浚渫の、水道の普及、先ほど普及率等のお話がありましたけれ

ども、下水道の普及率、９３％ほど普及する中で、水質も順に改

善をしてくる中で全リンにつきましては環境基準を達成している

状況でございますけれども、ＣＯＤと全窒素につきましてはまだ

環境基準に達しない状況でございます。今まで事業を進めてきた
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中で、それなりの効果が出ておるわけでございます。 

そういう中、浚渫してきております湖内から吹き上げました土

砂の処分というか、その処分地の場所が非常に困難になってきて

おりまして、ただ今も、現在も１４年に吹き上げました土砂が約

１０万ｍ３ほど、諏訪湖の湖南の農地のところを借り上げて造りま

した囲繞堤（いぎょうてい）といったところに残っていて、その

分の処分に四苦八苦をしています。さらには、浚渫をしたところ

でも、浚渫するのが４０ｃｍぐらいの厚さなものですから、汚泥

分というか、そういうものが完全に除去できませんで、上の方の

濃度の濃いところの４０ｃｍほどのところを取るんですけれど

も、やはり残ったところからの溶出がありまして、浚渫したあと

でもそういう溶出がありまして、完全に水質の保持というのが非

常に難しいと。そういうことで効果的にも若干課題があると。 

そういうことと、湖内における内部対策ということで事業をし

てきたところでございますけれども、一方、流域からの河川から

入ってくる非特定汚染源ということで、農地だとか、市街地等か

ら入ってくる流入、そういうものを非特定汚染と申し上げており

ますけれども、そういう特定できない汚染対策、川から湖内に入

ってくる、そういう対策が今までは遅れているわけでございます

けれども。そういう遅れてきている部分を進めることによって、

やはり水質的な浄化に貢献できると、そんなようなお話もありま

すから、今の浚渫から、どちらかというと非汚染対策、流入対策

の方にシフトをしながら諏訪湖の浄化に貢献していきたいとい

う、そういう方が効率的であるというお話もあるものですから、

そういうことの方向へ順にシフトすべく、効率的なそういう事業

にシフトしていきたいということで今まで、当初４４年に計画を

しました残りの部分について、今の４期の諏訪湖水質保全計画に

則って行いまして、これは１８年度まででございますけれども、

１９年度につきましてはまたそういう状況を見る中で新たな計画

を検討していきたいということで、当面浚渫、全体的にあります

残りの部分については見合わせと言いますか、取り止めをしまし

て、他の非汚染対策の方に振り向けて、効果をもう一度検証して

いきたいということです。そんなことからお金的なものについて、

縮減というか削減で、そんな具合でやっているということでござ

います。 

向山委員 

 
 小林さん、従来の浚渫は中止をしますと、これがひとつですよ

ね。その代わり下水道事業と合わせた流域改善対策ですか、これ

をひとつ行います。もうひとつは、ビオトープ湖内湖という新た
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な浄化の方策についても進めますという理解でいいんですね。そ

うすると、あとのふたつについては予算がいるわけですよね。そ

れはいくらの予算になりますか。 

小林河川課長 

 
 １８年までの分につきましては、表紙の４５の１の方でござい

ますけれども、１８年、現在の４期の保全計画での３万ｍ３。さら

には新たな、先ほどこちらにありました新たな、４５の４にあり

ます新たな湖内湖等につきましての費用的なものにつきまして、

この分を乗せたそれ以外のものが減額ということにしてありまし

て、その差額分がこの費用になって、計上をしてある次第でござ

います。 

向山委員 

 
 そうすると、４５の１の見直し中、左の上に１４６億９,９００

万円とありますよね。今度は同じ４５の１の右の方に縮減が１３

３億円というので、この差が今言った２つの、下水道の整備とか、

ビオトープ湖内湖を造りますという、この予算だというふうに解

釈すればいいんですか。 

小林河川課長 

 
 ですから、今お話のその差分が浚渫とビオトープの分と、湖内

湖の分が入っているということでございますけれども。 

向山委員 

 
 あと平成１８年までの浚渫の費用と、諏訪湖のビオトープ湖内

湖、３つで１３億円ですという話ですね。そうですか。それとも

うひとつ、この浚渫を止めて新たな浄化の方策をすることによっ

て、今までと同じか今まで以上の効果は上がりそうなんですか。

要は泳げる諏訪湖になりそうですか。 

小林河川課長 

 
 それにつきまして、例の水質保全計画の４期が１８年度までと

いうことになっているんでございますけれども、その中では先ほ

ども申し上げましたとおり、いろいろと浚渫についての課題があ

るということで、それをちょっと小休止というか、中止をいたし

まして、それに代わるべく非汚染源対策ということで、河川から

入ってくる汚染物質などにつきまして、湖内まで行かなくて河口

での沈降、そういうものをさせて、そこでの早期な除去をして、

この湖内まで入ってくるそういう汚染物質を除去して、水質の確

保をしたいと、そういうことでございますけど。 

野口委員長  よろしいですか。では宇沢委員どうぞ。 

宇沢委員 

 
 今の問題ですね、やはり河川から入ってくる汚染した水、それ

何かここに並べてあるのは、思いついたのを並べてあるようでね。

もっとやはり自治体を巻き込んで、県としてもっと真正面からこ

れは取り組む必要があるんじゃないでしょうか。武村（正義）さ

んが、滋賀県の知事をされているときに琵琶湖の浄化という、非

常に大きな運動を起こされて、それで武村さんの名声が上がった
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んですけど。琵琶湖よりもだいぶ小さいし、それからこの周辺の

工場を、私はいくつか見て回ったんですが、非常に良心的な工場

が多いんですね。ゼロエミッション、全国に先駆けて実行しよう

としているようなセイコーエプソンとかね。ですから、そういう

ところと協力してやれば、浚渫というのも必要でしょうけど、そ

れよりももっと流れ込む汚染源をもう少しきちっと抑えると。そ

のためのもう少し具体的な、県民の方が納得できるような姿が提

示されると、それは当然公共事業の一部になると思うんですけど。

そういう費用は、当然必要な費用だと思うんですね。何か、先ほ

ども言いましたが、何か削減ということにすごく焦点が置かれて

いて、ちょっと異様な感じがしています。 

小林河川課長 

 
 ちょっと説明不足で申し訳ございませんでした。非汚染特定汚

染源対策ということで、私も土木なものですから、土木関係の方

の、川の直接の流入対策ということしか申し上げなかったんです

けれども。全体的なこの計画の中では、やはり農地対策、農地か

らの肥料だとかそういうもの汚染負荷を軽減するとか、そういう

ようなこと。さらには、市街地対策ということで、雨水貯留や沈

殿施設の活用だとか、道路路面等の清掃等で対応。さらには自然

汚染対策ということで、自然の適正管理に努める中で、その治山

だとか砂防等の事業を進めたり、さらにはゴルフ場、スキー場か

らの汚染対策等の防止にも努める。さらに先ほど私が申し上げた

ような、ここの中では４つほどの中のうちの、川の方について申

し上げたと。他にもメニューがありまして、そういうことを対策

として浄化に貢献していきたいということでございますけれど

も。 

野口委員長 

 
 今のご説明で、かなり総合的なお考えだというのは分かりまし

たんですけれども。管轄部署が、例えば今ここのところは河川関

係、土木関係と。それから他の、市街地対策その他はどこだとい

うことで、結局統一的に総合対策を担保していくような、そうい

う管理部署というのはどういうふうになりますか。 

小林河川課長 

 
 生活環境部の方で総合的な所管というものをしておりまして、

その中でそれぞれの部署で役割分担をして、その対策を講じてい

るということでございますけれども。 

野口委員長 

 
 そうですか。ではその生活環境部というところの中に、場合に

よっては土木関係も、その総合対策の面では組み込まれていると

いうことで、縦割り行政で、隣は知らないとか、そういうことで

はないんですね。 

小市土木部長  長野県の第４期諏訪湖浄化全体計画というのがございます。先
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 ほど言いました、これは生活環境部の公害課が事務局でございま

す。私ども土木とか関係部局でそれぞれの対策をしようと、もち

ろん市町村を含めてです。これがございます。これはまた今ちょ

っと皆さんにお配りする資料はございませんけれども、また明日

対応させていただきますが、この中に１８年までのそれぞれの取

り組みが位置付けをされております。 

その中で私どもが担当します、流域下水道のさらなる整備促進、

諏訪湖自身の問題のいわゆる浚渫云々というのがありまして。先

ほど、河川課長の方から説明しておりますように、１８年度まで

につきましては、その浚渫につきましては、従来やってきました

計画の約半分ほどできておりますが、かなり効果が出てきている

と。 

浚渫もさることながら、やはり入ってくるものを抑制するとこ

ろに、今後視点を置かないと、浚渫にかけるお金のコストが果た

してどうなるのかというのがあります。今までは非常に、諏訪湖

の中でも特に水深が２ｍ５０ｃｍ以下の浅いところで、特に下の

汚泥が上に湧くと言いますか、そういう地域を取りまして、だい

たい底の浅いところは終わりました。これから図面にあります黄

色い、釜口に近い深いところの方が残っておりまして。そういう

ことからすると、ある程度浅いところの一番影響が大きいところ

がそれなりに成果があって、これだけ浄化が進んでいるというこ

とがありまして。 

この１８年までにつきましては、その汚泥の処理も非常にもう、

あれはいったんストックをしまして、全部乾燥させて、それから

それなりのところに持っていかなければなりません。出したもの

を即、どこでもということになりませんので。そういうこともあ

りまして、そういう処理もありまして、１８年度まではすでにス

トックしたその処理を重点にやりまして、一部浚渫もいたします

けれども。そういう期間の中に、今後浄化の、毎年している測定

がどういう傾向になるかということも、もちろん監視をしていき

たいと思っておりますが。 

別の角度で、入るところの抑制というものをしたいと思ってい

ます。それは、ここにひとつ絵がありますが、河口で入ってくる

ものを止めるという施設を１箇所そこへ付けまして、その効果が

どうなるのかということをしたいという費用はここにあります。

これは茨城県の霞ヶ浦でやっているようでございますが。今、琵

琶湖とかいろいろなところで浄化対策をやっておりまして、うち

の方も塩尻の湖水で木材を並べて筏にして、そこへその植生をし
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てその浄化につながるとか、いろいろな試みがありますので、そ

ういういろいろな意見がありますので、今後はそういう意見を聞

きながら新たな浄化対策というものを、流入も含めて研究をしな

ければいけないと思っておりますけれども。 

抜本的なその浚渫につきましては、今申し上げたようなところ

にございますので、この４期の中では当面処理に重点を置いて状

況を見ようということで、とりあえずこの事業としては１８年度

まででいったん打ち切りをしようと、こういうことにしておりま

す。その後につきましては、今後、この間に検討していきたいと

いうふうに思っております。 

宇沢委員 

 
 私の親戚の家が諏訪で温泉旅館をやっていて、昔よく来たんで

すけど。もう素晴らしい葦のきれいな湖で、日本でもおそらく一

番きれいな湖のひとつだったと思います。かつての観光の聖地、

素晴らしい聖なる湖というか、それが現状のように俗悪化してし

まったというのは、非常に残念です。ですからやはりコンクリー

トを剥がして、岸辺を元に戻して、昔の素晴らしい湖に戻すこと

が必要ではないでしょうか。そのことによる経済的な効果という

のも素晴らしいんじゃないでしょうか。 

向山委員 

 
 そうすると、ちょっと小市さん、分かりやすく言ってもらいた

いのですが。諏訪湖の浄化を管轄するか、担当するという県の責

任者の方はだれになるわけですか。 

小市土木部長 

 
 全体の水質という点で、いわゆる水質の検査とか、調査をしな

がらその動向等を全体的に把握しているのは、先ほど言いました

私ども生活環境部の公害課が、総元締めでやっております。この

計画は・・・ 

向山委員 

 
 それは現状の把握でしょ。そうではなくて浄化をしていく責任

者の人というのはいないのですか。長野県では諏訪湖を浄化する

責任者はここの・・・ 

小市土木部長 

 
 諏訪湖自身は、正直言いまして河川管理施設と言いますか、諏

訪湖自身の管理者はいわゆる知事、それを実際にやるのは土木部

なんですよ、諏訪湖自身を管理しているのは。今度は、その管理

している諏訪湖自身の水質というのがもちろんあるわけですけれ

ども、もちろん川もそうなんですけれども。諏訪湖自身を管理し

ているということになりますと、私ども土木部が諏訪湖を管理は

しているんですけれども。もちろん、そういう意味では水質も含

めて河川管理者が云々というところにつながっていくんだと思う

んですけれども。とは言え、土木部だけのセクションということ

ではなくて、諏訪湖は諏訪湖浄化として、言うなら全庁的にやろ
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うと。やはりそういう水質ということになると、その一番事務局

的に扱うのは生活環境部の公害課ということで、これは私どもの

事務的なことかもしれませんけれども、そういうことで進めてい

るんですけれども。 

向山委員 

 
 先ほど宇沢先生の方からも、典型的ないい事例があった琵琶湖

のケースも、武村さんが知事のときにひとつの大きな県の事業と

して琵琶湖の浄化というのをやって、モデルのひとつにもなった

わけですよね。例えば高知県、四国の方でもいろいろな何十とい

う行政をまたいでいる四万十川も、四万十川流域を浄化させよう

というひとつの横断的な組織ができているんでしょ。だから民間

から見ると、いったい諏訪湖の浄化というのはだれが責任を持っ

てやっているんだろうかと。行政もみんなこういうふうにバラバ

ラになったり、縦割りになったりということなんで、その辺の他

の事例で非常に成功したところとか、そういうところも勉強して、

いいところはどんどん取り入れて、やっていくようにしたらどう

ですかね。 

野口委員長 

 
 ちょっと今、先ほど質問したことへの返事も少し矛盾があった

んですけれども。要するに今、この土木部関係のところの事業と

して取りあえず出ましたけれども、先ほどのご質問での総合的な

浄化ということは、必ずしも縦割りだけではなくて、いろいろな

汚染源対策まで含めてだということでした。そこの総合的な対策

の管理部署はどこですかと言ったら、それは生活環境部だと１回

お答えになりましたよね。ところがそれはただ検査とか何かとい

うことではなくて、総合的な浄化対策の責任部署はどこだと言え

ば、生活環境部だというふうに、私は先ほどお聞きしたんですが、

それでよろしいのですか。 

岡本委員 

 
 ちょっと補足質問です。今、部長がお示しになりました諏訪湖

浄化プロジェクト、それの主管課はどこですか。 

小市土木部長  生活環境部です。 

岡本委員 

 
 ですからね、やはりこれはちょっと行政サイドの人と、我々一

般市民との間の理解のギャップがあって。結局あることを進める

ときに、タスクフォースというふうに英語では言うんですかね、

この諏訪湖を浄化する、美しい諏訪湖を取り戻そうということを

やる、いわば臨時の部隊があると。しかし具体的にそこでやろう

とすることは、ひとつはモニター。監視しなければいけない、水

質はどのぐらいなんだと。これは当然公害関連、保健所なりでや

りますね。それに対して、例えば工場の排出規制をかけていく、

これは公害の担当ですね。ところがその他に溜まっているヘドロ
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をとにかく取らなければいけないと、これは現業官庁とすれば土

木の仕事になります。それは当然ここでおっしゃっているような

ことをやってらっしゃる。それからある部分は、例えば、ここは

やっていないけれども、琵琶湖で言えば合成洗剤は止めようよと、

洗濯石鹸を使おうという話になれば、これは極端なことを言えば

もう行政を離れて婦人の方々のＮＧＯと言うのかな、そういう運

動になるでしょうと。しかしそういうものも全部まとめて、こう

いうタスクフォースというか、実戦部隊として動いていく。 

ただ、そのときに、例えばその会議を招集するのはどこなんで

すかと。招集とかいうときにどこか主管課がないと、立ち行かな

いわけですね。いったん主管課ができて、それでは土木の方でと

にかく、例えばビオトープ湖内湖を造る方策を霞ヶ浦のアサザを

モデルにしてやろうよということになれば、これは公害ではでき

ない、生活環境部ではできない、土木部の仕事になりますね。そ

ういう構成なんで、やはり問題ごとにひとつの横断的なプロジェ

クトが組まれて、そしてそれの事務局として会議を進行するとき

の、会議の招集をかけるとか、どうとかこうとかという事務局と

しての主管課と、実践的にこういうものを検討するとき、これは

学識経験者や市民の方も含めて総合的検討をされて、そこから生

まれた必要な事業というものは、今度は各縦割りの行政の中で、

縦割りのあるメニューに基づいてやられているわけですよね。と

いう具合に私は理解しているんで。どうも質疑が噛み合ってない

ように、役所の方はあくまで主管課の話をされているし、こちら

はそうでなくて、そういう総合的なものに関する総合責任をだれ

が背負っているんですかと。これは当時滋賀県知事であった武村

さんのところもそうで、あれは武村県知事が言わばやっているん

で、あの滋賀県と言えども、そんな部局はどこにもないわけです。

今おっしゃっているような質問の意味でのものは。むしろ対応す

る、例えば細谷さんがやっていた生活協同組合なんかがものすご

く噛んでいったわけですから。ですからその辺り、ちょっと質疑

が今噛み合ってないように私は思いました。 

野口委員長 

 
 そういうことなんですけれどもね。ですが、これはたまたま

今・・・。 

宇沢委員 

 
 今の問題、やはりこの委員会の同意をもし得られれば、結論と

して、知事にそういう諏訪湖の総合対策を、何か知事の責任でや

っていただきたいというようなことを付帯事項として付けるとい

うのはいかがでしょうか。 

野口委員長  分かりました。そういうご意見もあります。はい。 
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小市土木部長 

 
 もちろんこれは長野県として、知事の責任の元に諏訪湖を浄化

しようと、こういうことで１期、２期、３期と。県として諏訪湖

を浄化するということで、県としての計画を５か年計画ごとに進

めてきておりまして。今、言ったように事務局が生活環境部の公

害課ですと。それはあくまで県として諏訪湖の浄化を図っていこ

うということで、諏訪湖に関しましては、こういう計画を立てな

がら順次、今回４期でございますが、５か年計画でずっと進めて

きていると、こういう経過でございます。これはいわゆる関係す

るところは全庁的に取り組んで、もちろん市町村も含めて、こう

いう計画を立ててやっているということでございます。 

梶山委員 

 
 私は水質屋でもあるので、ちょっと一言申し上げたいんですが。

こういう閉鎖性水域に流れ込む汚泥というのは、要するに２種類

ありまして。ひとつは窒素・リン、特に富栄養化の窒素、・リン等

が流れ込んでそれが中で内部生産する。これがひとつのタイプで

すよね。それは皆さんよくご存知だと思いますが。もうひとつは

いわゆる無機性の土砂に、それに近いもの。対策を見ると、確か

に両方やられているわけですが。まず割合がどれぐらいあるかと

いう把握をされているのかどうか、それがひとつです。 

それから、要するに水質屋の立場で言うと、下の汚泥の厚さが

そこから溶け出してくる、再び溶け出してくる富栄養化の塩類、

窒素・リンに関して言えば、要するに厚さはあまり関係ない。ま

ったく無関係ではありませんが、あまり関係ない。だから一般的

に言うと完全に取り去るような浚渫でない限り、浚渫による水質

浄化効果というのは非常に小さいと、これはどこでも一般的に言

われている話だと思います。 

それから、そういう意味で言うと、全体を見直す必要があるん

じゃないかというのが、その浚渫も含めて。１９年度以降中止と

ありますが、場合によってはもっと早く計画全体を見直す必要が

あるんじゃないかということと、流域下水道計画がここで同時に

動いているわけですよね。諏訪湖の場合もそうでしたけれども、

要するに流域下水道計画では、供用開始までに大変時間がかかる

のと、窒素・リンの除去というのはどこの流域下水道も大変悪い

と。それをやろうとするとさらにコストと時間がかかるというこ

とで、富栄養化対策としては、流域下水道よりも合併浄化槽、小

規模分散型の下水道を先にやった方がいいということで。むしろ

そういう意味で言うと、全体を見直すとなると、流域下水道計画

全体も見直しながらやらないと、あまり効果が上がらないのでは

ないかと。 
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それから、いわゆる非特定汚染源、通常ノンポイントソースと

いわれているものについては、やはり肥料の使用制限、これは実

際にやっているところはあるわけですよね。９２年にできた水道

水源２法がそれも含めて、流域での肥料制限も市町村ごとに考え

ていきなさいということを有識者懇談会で出して、それを法律化

していったという経緯がありますから。先ほどからお話が出てい

るように、一般的に言えばプロジェクトチームを作って、しかも

全体が総合計画できるような条例化も同時に図っていくと。それ

をやらないとたぶん、一向にやってもやってもあまり効果が上が

らないというようなことが出てくるんじゃないかと思います。 

それから先ほど霞ヶ浦の例が出ましたけれども、あれは確かア

サザですよね。それから琵琶湖でもヨシによる浄水効果というの

がずいぶん議論になりました。これは裁判にまでなったわけです

けれども。結局、裁判所はよく理屈が分からないでそういう効果

はないと否定してしまいましたが。実際にはアサザとかヨシの効

果があるということも歴然としているわけで、もっと多面的、総

合的な何かものを早く立ち上げないと、別にコスト削減だけが目

的ではないというのはそのとおりですけれども。金ばかりかかっ

て、一向に対策は進まないということになるんじゃないかという

ふうに思います。 

野口委員長  はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。 

田附下水道課長 

 
 すみません、下水道につきましてちょっと説明をさせていただ

きます。今現在、諏訪湖流域下水道は、諏訪湖の中に放流をして

おります。放流量が１日、１３万ｔでございます。おおよそでご

ざいます。それで今現在のいわゆる水処理でございますが、今現

在は約８０％が、高度処理対応がされております。残りの２０％

は、今年度中に全部高度処理ができるような池の改造が全部終了

する予定になっておりまして。来年度の、たぶん４月早々はちょ

っと無理としても、年度早い時期に全部の池が、全部の水がいわ

ゆる高度処理対応ができる手はずで今現在進んでおります。 

水質の方でございますけれども、放流の水質が、これが１５年

７月の放流水の水質でいきますと、ＢＯＤが１.７、ＣＯＤが６、

ＳＳが１.０でトータル窒素がちょっと高いんですが１０ｐｐｍ

です。トータルリンが０.７ということで、これは今現在まだ２

０％が普通の処理水が入っているために、ちょっとまだ数字が悪

いんですが。これが全部、高度処理の対応がされれば、まださら

に水質は上回るということで考えております。 

実際に公害課の方の調査によりますと、やはりこの下水道のそ
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ういう高度処理も影響もかなりあると思うんですけれども。ここ

近年、だいぶ水質が、ひところに比べまして改善されてきている

という結果が出てきておりまして、それも新聞等でも全部報道さ

れていますが。そういったことで、下水道の方も含めた対応が進

んでいまして、先ほど言いました諏訪湖の下の沈殿していますヘ

ドロの中から、そういうリンだとか有機質分が溶出して、逆にヘ

ドロの中から溶出が出てくようになれば、より一層、水質浄化の

方に効果があるということが当然考えられるわけでありまして。

その辺、ちょうどここで高度処理が終わりまして、現在の諏訪湖

の水質も改善されている方向にあるわけですから、多少ここで相

当の経費もかかりますので、少し水質について様子を見てもいい

んじゃないかという考え方もあるのではないかと思います。 

岡本委員 

 
 おっしゃった高度処理というのはどういうことをやられている

わけですか。 

田附下水道課長  高度処理の場合は、特に放流水の中に含まれます窒素とリン・・・

岡本委員 

 
 それを抜くためにということ、それは分かっています。それを

やるために、例えば沈殿池を設けてやっているんですか。それと

もどういう、つまり一般常識としまして、ＢＯＤは抜けますけれ

ども、今、ＢＯＤは１.７とおっしゃったんですか、放流水が。そ

ういうことはあり得ないです。１.７じゃなくて１０.７じゃない

ですか、それは。下水道の処理水がＢＯＤ１のレベルで放流され

るといった例は、私は知りません。あるいは、２０・・・、あり

ますか、できますかここは。それではよっぽど、もともと入って

くる水が、相当な稀釈水があるということですね。そうでなく

て・・・入ってくる水そのものが、ご存知のように家庭から出る

のは２、３００あるわけですよね。そして、ご存知のように下水

道の放流水の放出基準は２０ですよね。ですから２０というのは、

冬期のかなりＢＯＤが抜けないときも含めて、だから２０になっ

ているんで。夏場は温度が上がると１０ぐらいには、どこの処理

場も、終末処理場はやっています。しかし、それが一桁というこ

とになるというとこれはかなり、日本トップレベルの良質だと思

いますので、ちょっとその点を確認したかったのと、それは事実

ですからそれは結構ですが。 

ただ、問題はご存知のように、活性汚泥法ではＮとＰは抜けま

せんから、そのために高度処理という、第３次処理とかいう名前

で呼ぶのをやるわけですが。これは、要するに２次処理にプラス

何かをやっていますという意味しかないので、もう、例えば荒川

で国土交通省がやっているみたいにただ河川敷にぶちまけて、も
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う一度通しているから高度処理だという言い方もあれば、特殊な

ところで例えば、わざわざもう１回Ｎ、Ｐを抜くためにとか、あ

るいはヨーロッパでやっているようにラグーンで非常に長時間か

けて脱窒素・脱リンを図るという場合と、いろいろとありますの

で、その点の確認をしているわけです。 

それからもうひとつ、梶山委員はかなりヘドロの処理はそれ程

効果がないんじゃないかとおっしゃったんですけれども、私はあ

らゆる手段でそれをおやりになるということは結構だし、特に、

ヘドロを取ることでかなりの効果が上がった例もあるから、それ

でいいと思います。 

ついでに私の言いたいことだけ申し上げておくと、今、梶山委

員おっしゃった、それから宇沢先生もおっしゃった中で、点汚染

源と言いますか、特定汚染源はある程度公害規制もかけられるし、

例えば浄化槽であろうと、合併浄化槽であろうと、下水道につな

ごうと、ちゃんと処理できるんですが、先ほどから問題になって

いる面汚染源、ノンポイントというか、非特定汚染源というんで

うすかね。特に肥料の制限ということに関しては、滋賀県と言え

どもこれは成功しておりませんから、これは将来とも大変な難問

だろうと。ただ、幸いなことに琵琶湖流域の水田、農地の面積に

比べると、ここは相対的にそれ程、農地面積がたぶん大きくない

のかな。情報がよく分かりません、土地感がない、計算してみな

いと。だけど少なくとも肥料の抑制をどこかでやらなければいけ

ないというのは事実です。事実ですが、それが少なくとも、例え

ば石垣島であるとか、各務原市で地下水の水道源がやられたため

に強力な規制をかけた、ある程度成功した例はありますけれども、

ある意味で面的に肥料の抑制が精神運動ではなくて、実効の上が

るものとしてやられた例というのはあまりありません。ただ、つ

いでに参考までに申し上げると、ドイツなんかのように地下水を

水道水源として使って、それが汚れたら地下水の場合は、河川と

違ってもうほとんど永久にもう汚染が取り戻せませんので、非常

に強力な肥料規制をかけて、その代わりこれにはちゃんと補償金

を払っています。そしてそれはついでに申し上げると、食糧過剰

生産を避けるための策にもなるので、ある意味で喜んでやってい

る面がありますが。そういう諸外国の例はありますけれども、な

かなか難しいということだけはご指摘しておきたいと思います。

梶山委員 

 
 浚渫が全然効果がないと、私は申し上げているのではなくて。

あまり効果がないという意味で申し上げています。それからもう

ひとつは、下水道のデータについては、今かなり専門的・技術的
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な話になってしまいますので、またあとで別のところでデータを

見せていただいてからと思っています。ここであまり議論しても

と思っていますが。 

 ただ、肥料については、今、岡本委員の方からお話がありまし

たが。水道水源保護という見地から条例規制をしている例は日本

でもあるんですね。それは、まず農家ごとに届け出をさせて、一

定の数量を越えるときには勧告して、そういう農家を公表して、

場合によっては若干の行政処分までやりますよという、その程度

のものはあります。それはそれなりに水道水源保護という大義名

分があればできるということでやっているところはあります。 

野口委員長  何かお答えすることはありますか。 

田附下水道課長 

 
 それでは今ここですぐお答えできる分だけ、お答えいたします。

すみません、ちょっと修正でございますけれども、先ほどの高度

処理対応がちょっと私は勘違いしておりまして、砂ろ過設備が１

６年度末になりまして、すみません、もう１年度先になりますの

でよろしくお願いします。 

今の水質の関係でございますが、流入水質がＢＯＤが１４０、

ＣＯＤが１１０、あとＳＳが１２０とかっていろいろ続きます。

それで、今の高度処理の、池の改造でございますけれども、当然、

ＡＯＡＯ方式で、一部水をバックしましてやる方式で今改造を進

めております。ですからどうしても高度処理対応にいたしますと、

処理能力が約２割、能力が下がります。最終的には、それによっ

て窒素がかなり減ります。ですが、リンがどうしても除去率が低

いものですから、いわゆる最終的にはパックを入れまして、急速

ろ過で全水量をろ過しまして、放流するという形になります。今

現在は８０％が、対応が済んでいるということです。 

あと、琵琶湖等の場合もほとんど、あそこの下水道は全部高度

処理をやっておりまして、それで対応しているということは、私

も確認しております。そんなことでございますが。 

向山委員 

 
 それでは提案ですけど、先ほど宇沢先生はじめ皆さんからも意

見が出ましたけれども。これひとつのモデルにしていかれる非常

にいいきっかけになるんじゃないかというふうに思います。諏訪

湖の流入河川が３０数本でしたか、ありましたが。釜口水門から

今度は天竜川へ１本出て行きますし。その諏訪湖、天竜水系の浄

化というのを総合的にひとつ取り組んでやっていけるような、全

県的な何かひとつのタスクフォース的なものを、私どもの知事へ

の提案という形でまとめていければという、そんな提言にしては

どうかと思いますので、お願いします。 
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野口委員長 

 
 はい、また、明日それを具体的にしたいと思います。それでは

時間もだいぶ迫ってまいりましたけれども。今の河川事業のとこ

ろはかなりいろいろ、特に諏訪湖の浄化をめぐってありましたが、

他にはよろしゅうございましょうか。 

はい、それでは次のページのところで、あと４つ残っておりま

す。ここのところは一時休止及び３事業は中止ということであり

ます。ここにつきまして、何かご説明を求めること、あるいはご

質問、ご意見はありますか。よろしゅうございましょうか。 

それでは一応全４０事業につきまして、全般的なご質問、ご意

見等をいただきました。それで冒頭で申しましたように、またも

う一度見直していただいて、明日の委員会で結論を得るというこ

とで。今いろいろ出たばかりですので、付帯決議あるいは提言的

なことも含めて、明日に結論を持ち越したいと思います。それで、

よろしゅうございますでしょうか、そういうことで、この件につ

きましては。 

それでこれはまだ配られていませんね、これはまだ。それで、

実は先ほど８事業の再評価案につきまして、一応すべてを、いく

つか議論もありましたけれども、結論としては中止という原案で

進めると。ただしその中でいくつか論点がありましたので、それ

を意見書という形にまとめさせていただいて、同時に提案させて

いただきたいというふうに考えております。それで、これ明日お

られない先生もおられますし、先ほど出していただいたので、こ

れで十分かどうかもちょっと私も今見ただけで、完全にこれを網

羅しているかというのは判断つきかねる面もありますので、皆さ

んにお配りいただいて、用意できますか。それはまだ作っていま

せんか。そうしたら、一応それを見ていただいて、今これで意見

書はこれでよろしいというところまでいかなくても、とりあえず

今、先ほどのものをまとめていただきましたので、明日採択する

ということで、今日は取りあえずどんな形にまとまったというこ

とを見ていただいた方がいいかなと、明日いきなりよりも。だか

ら、もしいただければ、はい、そういうことにしたいと思います

ので。 

それでは、今日実は、高橋彦芳委員と宇沢委員もでしたか、お

２人だけでしたか、お帰りになって明日出られないというのは。

高橋委員はよかったですかね。では明日の朝からというのは、宇

沢委員は今日お帰りになるんでしたね。定足数問題をいうとちょ

っとややこしくなるんですけれども。明日増える人はいらっしゃ

いましたか。 
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北沢技術管理室

長 
 明日は、井出委員さんと宮坂委員さんがお見えになります。 

野口委員長 

 
そうすると、今の差し引きすると何人になりますか。８名です

か。定足数は７でしたかね。どうもいつも薄氷を踏むみたいです

けれども。せっかく結論段階のところでまた定足数が足りないと

いう形にはしたくないものですから。そうすると若干入れ替わる

ところもありますけれども、できるだけ明日、結論の方向にまと

めていけるようにご協力をいただきたいと思います。もちろん、

その結果まだ審議未了ということであれば、継続審議ということ

になりますけれども。そうしましたら、今日のまとめの、ダムに

関するまとめの資料をお配りしますので、それを明日までにご検

討いただきたいということで、とりあえず今日の案件はこれで終

わらせていただきます。 

何か特にご発言、あるいは審議のあり方等について、何かご意

見があればお願いいたします。よろしゅうございましょうか。そ

れではちょっとお待ちください、今資料の配布の準備をしていた

だいておりますので。 

なお、明日のスケジュールを、この間にちょっと、ご報告をお

願いできますか。 

北沢技術管理室

長 

 

 明日の予定をお願いしたいと思います。明日は、会場は県庁の

３階の特別会議室、いつも会議していただいている会場でござい

ます。時間は、９時から１２時という予定をしておりまして、各

委員さんのご都合がありまして、１２時で終わりというふうに聞

いておりますので、よろしくお願いいたします。 

 出席される委員の方は、今、委員長さんの方からお話ありまし

たとおりでございます。 

野口委員長 

 
 そういうことで、明日午前中いっぱいを、一応予定しておりま

すけれども、今日かなり濃密なご議論をいただいて論点はほぼ出

てきたと思いますので、あと取りまとめの方向でどういうことを

盛り込んでいったらいいのか、その辺のことが中心になれば１２

時までかからないで済むかなというふうな、若干見通しを持って

います。状況によってはもう１回、次回に持ち越しということも

あるかもしれませんが。できるだけ、そうでない形の方がありが

たいという気はいたします。 

 明日またご報告しますけれども、ちょっと時間がありますので。

とりあえず今みたいなスケジュールで明日一定の方向が出たとし

ても、先ほどからも議論がありましたように、全般を通じて、か

なり提言としてまとめておいた方がいいだろうと、つまり各論で
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はなくて、公共事業のあり方全般に関する。これは昨年に一度出

させていただきましたけれども、それでは収まりきれないような

内容も今回出てきているように思われます。 

そういうことと、それから皆さん方のご意見の中で、公共事業

をいろいろ考える上で、少し地元の優良事例があるんだから、そ

こも１回勉強したらどうかと。ひょっとしたら、場合によっては

外国旅行もというのもありましたけれども、そこまでは予算上も

含めて、時間的にも無理だと思いますので。 

非常に外国にも負けないいい事例が、この委員でもあります高

橋彦芳村長の栄村、これは全国的にそれこそ、あちこちから訪問

に来られるというところであります。そういうところを我々も各

自で、個別的にご承知の方もあるかもしれませんけれども。一度、

委員会としてそこを、現地を訪ね、ご説明をいただいたり、少し

現場も見せていただいて、住民本位の公共事業というのはどうい

うものなのかということを少し勉強させていただくと。そういう

ことも含めて提言等の中に、もし盛り込めることがあれば盛り込

むということで、もう１回予定、つまり今回のことがどこまでい

くかということとは別に、もう一度予定を組ませていただいてお

ります。これは、日程調整は一応皆さん方にされたかと思うんで

すが、１１月３０日、日曜日でございます。それから月曜日。高

橋村長にはいろいろとご迷惑をかけますけれども、一応のご了解

はいただいておりますので、時間、集合場所その他は別途ご連絡

いただくとして、３０日、１２月１日をぜひ時間の差し繰りをお

願いしたいというふうに思います。 

北沢技術管理室

長 
 そういうことでお願いいたします。 

野口委員長 

 
 まだ、この他のスケジュールは未定ですけれども。おそらく、

日曜日あそこに集まるだけで朝というわけにはいかないと思うん

ですよね。向こうに集まる時間が、日曜日の集まる時間がおそら

く午後の１時か何か、そういう時間帯でしょう。 

北沢技術管理室

長 

 

 予定では、いつもの現地調査の時間に県庁の方へお集まりいた

だいて、そこから移動したいと思っていまして。栄村へ着くのは

午後になるかと、午後かお昼ごろになるかというふうに考えてお

りまして。そこで一応、残りました審議をしていただいて、その

あと、村長さんからご講演をいただいて、その日は終わるという

ことになりまして、翌日は、その実践をしているところを見学さ

せていただくという予定になっております。 

野口委員長  というのは、日曜日なものですから、職員の方に多数出ていた
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 だくわけにいかないので、村長さんは委員でもありますからご説

明いただくということで。翌日、平日の月曜日になりますが、そ

のときには職員の方も含めて現地のご案内なり、説明をいただく

ということで、一応午前中ぐらいでという予定を立てております。

 それでは、今申し上げました今日の事業等に関する最終的な意

見と共通する意見書を取り急ぎ取りまとめていただきました。ま

だこれでいいかどうかという問題がありますが、一応、意見書と

書いた裏のページの個別事業の意見ということにつきましては先

ほどご議論いただき、一部凍結と言うご議論もありましたが、そ

ういう言葉もないし中止ということで梶山委員には御了解いただ

いて、１～８までは原案により事業を中止されたいということで

統一させていただきたいと思います。問題は表の方の意見書でご

ざいます。４項目がありますが、今見られた範囲内で落ちている

項目がないかみて頂きたいと思いますが、宇沢委員はあすはご出

席いただけないということで、カバーできない点等お気づきの点

がありましたらお願いします。 

宇沢委員  短い時間でよく官僚的にまとめられたかと思います。 

野口委員長 

 
お褒めの言葉をいただいたかと思いました。十分、宇沢先生流

のコメントがありましたけれども。最後はまた我々の方でもし何

か文言上、あまり庶民的言い方ではなくて、テクニカルターム的

だとすれば、その辺はちょっと直させていただきたいということ

で。そうすると、あとの方はおられますので今日でもまたお目通

しをいただいて、特にお気づきの点があれば、項目の追加、それ

から今ありました文言等の平易な書き方、分かりやすい書き方も

含めて、具体的にご提案いただきたいというふうに思います。 

それではよろしゅうございますか。はい。うまい具合の時間に

なりました。今日は朝早くから夕方５時までみっちりと重要案件

をご議論いただき、そしてまた問題点等も出していただき、まと

めの方向にかなり近づいてきたかなという感触を持っておりま

す。そういうことで、ぜひ明日もう一度、今までの議論を踏まえ

て、できたらこういった文書かあるいは最終的な答申等について

は、またこの間に何らかの形で皆さん方と意見をやり取りしなが

らということも、最終的な段階にはあり得るかもしれませんけれ

ども、そういうことで運ばせていただきたいと思います。本日は

どうもご苦労さまでした。 

進行  それでは本日の委員会を終了させていただきます。どうもあり

がとうございました。 

 


